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３月定例会付議事件 

         

１ 市長提出議案 

         

〔平成29年３月13日付託〕 

 議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）         〔可決〕 

                          〔平成29年３月14日 委員会議決〕 

 議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算                〔可決〕 

 議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例         〔可決〕 

 議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について          〔可決〕 

                          〔平成29年３月21日 委員会議決〕 

      

２ 報 告 

      

 組織機構の見直しについて（総務部総務課） 

 鳥栖市学校給食センター被災検証委員会 ２月・３月の状況報告 

                           （教育委員会事務局教育総務課） 
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  議 会 事 務 局 次 長 兼 庶 務 係 長  橋 本  千 春 
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  議 会 事 務 局 議 事 調 査 係 長  横 尾  光 晴 

 

  企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長  松 雪    努 

  総合政策課政策推進係長兼地方創生推進係長  田 中  秀 信 

  ま ち づ く り 推 進 課 長  藤 川  博 一 

  まちづくり推進課長補佐兼都市整備係長  実 本  和 彦 

  情 報 政 策 課 長  古 澤  哲 也 
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  学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長  豊 増  秀 文 

  学 校 教 育 課 学 校 教 育 係 長  有 馬  秀 雄 

  生 涯 学 習 課 長 兼 図 書 館 長  佐 藤  敦 美 
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４ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主査  武 田  隆 洋 
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５ 審査日程 

 

  審査日程の決定 

  議案審査（総務部） 

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

〔説明、質疑〕 

  議案審査（企画政策部） 

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

〔説明、質疑〕 

  議案審査（教育委員会事務局） 

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

〔説明、質疑〕 

  議案審査 

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

〔採決〕 

 

６ 傍聴者 

 

  な  し 

 

７ その他 

 

  な  し 
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        開会 

  午前９時57分 

        開議 

   

古賀和仁委員長 

ただいまから、平成29年３月定例会の総務文教常任委員会を開会いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  審査日程の決定 

          

古賀和仁委員長 

早速でございますが、委員会の審査日程についてお諮りをいたします。 

お手元に、あらかじめ正副委員長協議の上、審査日程案を配付いたしております。 

付託議案につきましては、乙議案２件、甲議案２件の計４件でございます。 

審査日程につきましては、本日14日は、各部の平成28年度一般会計補正予算の審査を行い、

16日は総務部、企画政策部の平成29年度一般会計当初予算及び甲議案の審査、17日は午前中

に卒業式があるため午後から教育委員会の当初予算の審査、来週21日は現地視察、自由討議、

総括及び採決ということでお願いをしたいと思います。 

あと、現地視察につきましては、後ほど副委員長から説明をいたします。 

審査日程については以上のとおり決したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。よって、委員会の日程につきましては、お手元に配付のとおりと

決しました。 

続きまして、副委員長から現地視察につきまして、御説明をお願いいたします。 

下田寛副委員長 

おはようございます。 

現地視察をスケジュールで予定しておりますが、まだ内容等は決めておりません。また、

本日中に皆様からリクエスト等いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

皆さんのほうから提案等あれば、受けたいと思います。（発言する者あり） 
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それでは、現地視察について希望等あれば副委員長のほうでまとめたいと思いますんで、

それでよろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、希望等あれば受けたいと思います。 

なお、なければ21日の現地視察は行わず、自由討議、総括、採決ということになります。

御了承をお願いします。 

それでは、現地視察は以上のとおりさせていただきたいと思います。 

総務部の準備のため、暫時休憩をいたします。 

           

  午前10時１分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前10時３分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  総務部      

           

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

           

古賀和仁委員長 

これより、総務部関係議案の審査を行います。 

総務部関係の議案は、議案乙第１号の１議案であります。 

それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）を議題といたし

ます。 

執行部の説明を求めます。 

姉川勝之財政課長 

皆さんおはようございます。 
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それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）のうち、総務部

関係について御説明させていただきます。 

なお、説明は総務文教常任委員会資料及び総務文教常任委員会参考資料により行います。 

まず、総務文教常任委員会資料、１ページ目をお願いいたします。 

平成28年度３月補正予算概要といたしまして、歳入について御説明させていただきます。 

まず、一番上の款の２地方譲与税、項の１地方揮発油譲与税につきましては、本年度決算

見込みにより200万円の増額をいたしております。 

続きまして、款の３利子割交付金につきましては、本年度決算見込みにより200万円の減額

をいたしております。 

次に、款の６地方消費税交付金につきましては、本年度決算見込みにより4,000万円の減額

をいたしております。 

次に、款の７ゴルフ場利用税交付金につきましては、本年度決算見込みによる減額をいた

しております。 

次に、款の８自動車取得税交付金につきましては、本年度決算見込みにより1,000万円の増

額をいたしております。 

次に、２ページ目をお願いいたします。 

款の９国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、額の確定による471万3,000

円の増額をいたしております。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

続きまして、款14．使用料及び手数料、項１．使用料、目１．総務使用料、節１．総務管

理使用料につきましては、電柱敷地料等の決算見込みによるものでございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、款15．国庫支出金、項３．委託金、目１．総務費委託金、節１．総務管理費委託金

2,000円は、自衛官募集事務に係る国からの委託金でございます。 

その下の、款16．県支出金、項３．委託金、目１．総務費県委託金、節１．総務管理費委

託金13万4,000円は、２月に配布いたしました原子力広報紙に係る県委託金でございます。 

節４．選挙費委託金は、平成28年７月10日に実施されました参議院議員通常選挙の委託金

の確定に伴います減額補正でございます。 

姉川勝之財政課長 

次に、資料の３ページ目をお願いいたします。 
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款の17財産収入、項の１財産運用収入、目の２利子及び配当金85万4,000円の補正をお願い

するものでございます。 

内訳といたしましては、財政調整基金利子の決算見込みによる18万3,000円の増額、減債基

金利子の決算見込みによる５万5,000円の減額、退職手当基金利子の決算見込みによる48万

1,000円の増額、公共施設整備基金利子の決算見込みによる19万3,000円の増額、土地開発基

金利子の決算見込みによる５万2,000円の増額を見込んでおるところでございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、款18．寄附金、項１．寄附金…… 

 

    〔録音機器の不調により議事を記録することができなかった〕 

 

古賀和仁委員長 

暫時休憩します。 

           

  午前10時７分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前10時12分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

３ページの中ほどでございます。 

款18．寄附金、項１．寄附金、目１．総務費寄附金、節１．総務管理費寄附金は、ふるさ

と寄附金等でございます。 

決算見込みにより1,450万円の減額補正をいたしております。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、款の19繰入金、項の１基金繰入金、目の１財政調整基金繰入金につきまして

は、２億5,217万6,000円の繰り戻しを行っております。繰入金の減額補正として繰り戻しを

行うものでございます。 
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基金の現在高につきましては、参考資料１ページ目を御参照いただければと思います。 

次に、下段の款の21諸収入、項の５収益事業収入、目の１競馬事業収入でございます。 

こちらは1,000円の減額補正を行っております。競馬事業収入の見込みによるものでござい

ます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、４ページをお願いいたします。 

項６．雑入、目４．雑入、節３．消防雑入につきましては、消防団員の退職報償金等でご

ざいまして、共済基金からの受け入れ額の見込みにより減額補正をいたしております。 

次に、節４．雑入のうち、総務課関係分の主なものといたしましては――真ん中付近でご

ざいますけれども――災害派遣職員経費負担金、こちらのほうは、平成28年度に気仙沼市へ

派遣した職員の給料等の経費について気仙沼市から負担金を受け入れるものでございます。 

その下の、退職手当企業会計負担金は、今年度退職者のうち、企業に在籍した者の在職期

間中分の退職手当の負担金を受け入れたものが主なものでございます。 

姉川勝之財政課長 

同じく、雑入の分で財政課分について申し上げます。 

資料４ページの下から４番目をお願いします。 

競馬事業雑入として100万円、その下の、新市町村振興宝くじオータムジャンボの分です。

それと、市町村振興宝くじサマージャンボ分の収益金の交付金の確定に伴う補正を行ってい

るものでございます。 

続きまして、資料の５ページ目をお願いいたします。 

款の22市債、項の１市債につきましては、事業ごとに担当部局が所管の常任委員会で説明

することとしておりますが、一括して御報告させていただきます。 

参考資料の２ページ目から４ページ目とあわせてごらんください。 

まず、目の３土木債でございます。 

節の１の道路橋梁債220万円の減額は、道路改良事業の決算見込みによるものでございます。 

次に、節の２住宅債の10万円の減額も公営住宅改善事業の決算見込みによる減額補正でご

ざいます。 

次に、目の４消防債でございます。 

節の１消防債110万円の減額は、防災基盤整備事業の決算見込みによる減額補正でございま

す。 

次に、目の５教育債につきましては、まず節の１小学校債１億7,500万円の補正は、国の補
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正予算に係る小学校屋内運動場非構造部材改修事業及びトイレ改修事業に伴うものと鳥栖小

学校屋外トイレ改築事業の決算見込みによるものでございます。 

次に、節の２中学校債２億2,970万円の補正は、国の補正予算に係る中学校屋内運動場非構

造部材改修事業、トイレ改修事業及び田代中学校屋内運動場大規模改造事業に伴うものと田

代中学校普通教室棟大規模改造事業の決算見込みによるものでございます。 

次に、目の７災害復旧債、節の１教育施設災害復旧債1,080万円の減額は、学校給食センタ

ーに係るものでございます。 

次に、節の２農林水産施設災害復旧債10万円の減額及び６ページ目の一番上の節の３土木

施設災害復旧債60万円の減額は、平成28年度発生災害復旧事業の決算見込みに伴うものでご

ざいます。 

次に、目の８農林水産業債、節の１農業債1,200万円の補正は、県営水利施設整備事業によ

るものでございます。 

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 

緒方心一議会事務局長 

続きまして、歳出の御説明をいたします。 

委員会資料７ページをお願いいたします。 

款１．議会費、項１．議会費、目１．議会費でございます。 

節３．職員手当等から節19．負担金、補助及び交付金までにつきましては、それぞれ決算

見込みによる減額補正でございます。 

主なものといたしまして、節９．旅費につきましては、常任委員会、議会運営委員会等の

行政視察や議長会関係旅費、職員の随行旅費及び本会議、委員会等の出席費用弁償の決算見

込みによる減額補正でございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、８ページをお願いいたします。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目１．一般管理費でございます。 

主なものといたしましては、節２．給料130万9,000円の減額補正、節４．共済費501万8,000

円の減額補正につきましては、特別職２人及び総務部等職員66人分の計68人分の決算見込み

に伴います人件費の補正でございます。 

節３．職員手当等は、退職者の増に伴います退職手当3,101万円の増、時間外手当978万円

などにより2,155万円を補正いたしております。 

節７．賃金から次のページ、９ページの節25．積立金までは、各節ともそれぞれ決算見込
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みに伴います補正でございます。 

このうち８ページの、節９．旅費、それから節11．需用費、９ページの節19．負担金、補

助及び交付金の減額補正の主な理由といたしましては、熊本地震に伴います被災地支援事業

の実績に基づく減額分でございます。 

また、８ページでございますけれども、節８．報償費、節12．役務費、節13．委託料の減

額補正の主な理由といたしましては、ふるさと寄附金の減額補正に伴います経費の減額分で

ございます。 

次に、目２．秘書費につきましては、各節ともそれぞれ決算見込みに伴うものでございま

す。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、目の５財政管理費につきましては、各節とも予算編成等に係る経費の本年度

決算見込みによる補正を行うものでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

10ページをお願いいたします。 

目の７財産管理費、節12．役務費の自動車保険料、その下、節13．委託料、節14．使用料

及び賃借料、節15．工事請負費、節18．備品購入費、節27．公課費につきましては、いずれ

も決算見込み、入札残などの執行額の確定に伴います減額補正でございます。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

次に、目の12財政調整基金費、節の25積立金でございます。 

運用利息等決算見込みにより512万8,000円を積み立てるものでございます。 

次に、目の13公共施設整備基金積立金につきましては、預金利子と任意の積立分といたし

まして１億19万3,000円を積み立てるものでございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、11ページをお願いいたします。 

項４．選挙費、目１．選挙管理委員会費及び目２．選挙啓発費につきましては、各節とも

決算見込みに伴います減額補正でございます。 

11、12ページの目３．参議院議員選挙費につきましては、各節とも経費の確定に伴います

減額補正でございます。 
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岡本昭徳監査委員事務局長 

続きまして、同じく12ページの下段をお願いいたします。 

項６．監査委員費、目１．監査委員費でございます。 

節３．職員手当等につきましては、事務局職員３名分の職員手当の決算見込みによる減額

補正でございます。 

次に、節９．旅費と節14．使用料及び賃借料につきましては、決算見込みなどによる減額

補正でございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、13ページをお願いいたします。 

款９．消防費でございます。 

目１．総務管理費及び目２．非常備消防費につきましては、各節ともそれぞれ決算見込み

に伴います減額補正でございます。 

このうち目２の節８．報償費は、消防団員の退団が少なかったことによります退職報奨金

の減額が主なものでございます。 

次の、14ページをお願いいたします。 

目３．消防施設費及び目４．防災費につきましては、各節ともそれぞれ決算見込み及び額

の確定による補正でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、資料の15ページ目をお願いいたします。 

款の12公債費でございます。 

目の１元金、節の23償還金、利子及び割引料でございます。 

地方債元金の償還金の額の確定に伴います356万9,000円の補正を行っております。 

また、目の２利子、節の23償還金、利子及び割引料につきましては、2,002万1,000円の減

額をしておりまして、これは地方債利子の額の確定、並びに一時借入金利子等の決算見込み

による補正を行っているところでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

その下になります、款の13諸支出金、項１．土地開発基金費、目１．土地開発基金費、節

28．繰出金につきましては、土地開発基金利息相当額を計上いたしております。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 
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同じく、款の13、項の２公営競技収益金貸付基金支出金につきましては、支出金の支払い

が見込まれませんので減額するものでございます。 

以上で、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）総務部関係予算の

説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

なお、委員の皆さんにお願いをしておきます。発言については挙手をもってお願いします。

それから、マイクについては必ずスイッチを入れて、発言が終わりましたら切っていただく

よう、お願いをしておきます。 

それでは質疑、よろしくお願いをいたします。 

松隈清之委員 

資料３ページ、款18．寄附金、ふるさと寄附金の決算見込みによる減額補正なんですけど、

補正前が2,000万円で、補正後が500万円と。 

どういうふうに総括をしてあるのか、見解を。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

目標額に到達しなかった原因といたしまして、まずヤフー公金クレジット決済を行う予定

でしたけれども、先方、ヤフーの都合でおくれたことが一番大きな原因と思っております。

そのほかに、品ぞろえが他自治体と比べると量、内容とも充足していっていなかったことが

原因として考えております。 

なお、今後につきましては、12月時点で８事業所でした取り扱い業者を現在15事業所にふ

やしております。また、別途、６事業所と謝礼品を選定中でございまして、今後も順次ふや

していく予定でございます。 

クレジット決済も、現在はＶＩＳＡとＭａｓｔｅｒは１月31日から開始しておりますけど、

４月からはヤフー公金も開始予定で、充実に努めてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

ヤフー公金がおくれているとか、品ぞろえの問題とか、例えばヤフー公金ができるのが来

年度っていうことですけど、丸々予定より１年おくれてるっていうことかな、それは。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

ヤフー公金については、もともと年度途中、12月のボーナス期前ということでヤフーさん

とお話をさせていただいとったんですけれども、ヤフーのほうへの申し込みっちゅうか、ほ
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かの自治体さんが多かったふうに聞いておりまして、その手続がおくれましたという連絡が

来たということでございます。 

松隈清之委員 

それを改善したら、例えば平成28年度見込んでいたぐらいの寄附金は集まったと思ってあ

るんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

12月のボーナス時期のあとで、一番寄附金が集まる時期にクレジット決済ができなかった

というのが一番の原因と考えております。 

できとったらという御質問ですけれども、先ほど申し上げた品ぞろえが他自治体に比べ量、

質とも充足していなかったというところありますので、何とも言えませんけれども、少なく

とも、現在の金額よりかなり大きな金額になったのではないかというふうに思っております。 

松隈清之委員 

これにふるさと寄附金――予定が幾らでしたっけ。50万円の、補正後50万円になるんです

かね、寄附金の額が。(「500万」と呼ぶ者あり）500万円か。 

500万円っていうのを、500万円集めるのにかかった費用っていうのは、この報償費では補

正後348万1,000円になってますけど、実際そのほかにかかってるお金っていうのは予算上あ

るんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

現在、予算は歳入が500万円ということで、決算見込みとして上げさせていただいておりま

す。それの歳出金額は、513万円となります。 

松隈清之委員 

もちろん謝礼品ていうのは、寄附していただいた分だけ出ていくんで、ある程度ね、それ

にかかる経費率というのはある程度設定してあると思うんだけど、システムとかそういうの

はね、固定でかかってくるんで、ある一定額以上ないと赤字が、今回のように赤字になるん

ですよね。 

それで、今後も、要はこのふるさと寄附金を、一般質問もありましたけど、こういう形で

集めて、先ほどの答弁ではね、充実させていくっていう話でしたけど、今後もそういうスタ

イルを、拡充の方向でいかれるんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

ことしは、特にことし限りの、初動の初期経費というのが約120万円ほどかかっております

ので、この分については来年発生いたしません。それと、あと基本的には寄附金額に応じた

パーセントでしてますので、基本的にはマイナス、赤字になるっちゅうのはほとんど考えら
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れないことだとは思っております。 

ただ、品物については地域、鳥栖市の場合は鳥栖というのにこだわっておりますので、そ

れが一つの活性化にもつながると思っておりますので、今の形を当面続けてまいりたいとい

うふうに思っております。 

松隈清之委員 

ふるさと寄附金っていうのが、この一般寄附の全てなのかどうかっていうのはちょっとよ

くわからないですけれども、これでいくと500万円に対して348万円の報償費は、これほとん

ど全てふるさと寄附金の報償費と思っていいですかね。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

そう思っていただいてよろしいです。 

松隈清之委員 

ということはね、70％経費ということですか、これ。 

古賀庸介総務課庶務防災係長 

先ほどの、松隈委員の報償費の348万1,000円の中の、今回のふるさと寄附の謝礼品代の内

訳ですが、348万円のうちの200万円が謝礼品代となります。 

すいません、補足です。以上です。 

松隈清之委員 

補足なのか訂正なのかわからんけど、どっちですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

申しわけございません。 

おおよそということで申し上げましたけれども、今申し上げた200万円が正確な数字でござ

います。 

失礼いたしました。 

松隈清之委員 

ということは、40％が経費だということですよね。 

確かに、今全国的にふるさと寄附金集めに奔走している現状ですよね。だから、より景品

を豪華にして寄附金集めてるんですけど、これが今後も続くのかなと思うわけですよ。 

明らかにいびつだと、僕は前も指摘したんだけど、思ってるんですよね。 

だって税金集めるのに経費を使っているんですよ、それぞれ。ある自治体では、それで豊

かになるかもしれんけど、国全体の中で集まってくる、本来税収である部分が寄附金にかわ

って、純粋に歳入としてそれぞれ入ってくるやつがね、もし仮に、うちと同じように４割ぐ

らい経費を使ってるんだったら国全体のトータル歳入が４割減るんですよね。 
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絶対続くわけないんですよ、こんなやり方が。いびつなんだから。国も、多分これ見直す

っていうことも言ってるんで、続かないと思うんですよね、はっきり言って。 

だから、今、景品を充実させてとか、確かに景品に使われたところはね、よその自治体で

も聞くけど、肉屋がもうかっとるとか聞くけれども、じゃそれが10品目が15品目、20品目に

なって、鳥栖としてね、鳥栖の経済として幾つかの店がもうかったからっつって経済効果が

あったと言っていいのかも疑問なんですよ。 

だから、以前も言ったけど、ふるさと寄附金はやっぱり考えたほうがいいと思うんだよね、

あり方として。今後、多分これにものすごく力を入れているところは、国が見直した途端に

がくっときますよ。そんなのに頼っとったら。 

だから、本来の趣旨に沿ったふるさと納税みたいなね、本当に鳥栖に縁がある、鳥栖を応

援したいっていう方に対して、別に景品がどれだけね、豪華だからあそこにしましょうとか

じゃなくて、本当に地元を応援したいっていう方を見つける努力とかね、という意味では何

らかのそういうものはあってもいいと思うけど、寄附金集めに経費使って、国の中でね、う

ちは多分４割ぐらいですけど、よそ、多分もっと経費率高いところあるんですよ。だって、

そんだけ魅力を出して寄附金とろうと思ってるわけだから。 

本来税収で、国全体の中で使われてるやつがね、４割も５割も景品で消えてるんですよ、

経費で。集めるための、税金集める経費で。 

だから、これ変わってくるんで、本来の、鳥栖の出身だとか、鳥栖に住んで鳥栖を応援し

たいとかっていう方に、応援していただけるような仕組みにやっぱ変えるべきだと思うんだ

けどね。どうですかね。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

おっしゃったように、鳥栖市に目を向けていただく、それと、あと、先ほどこれも委員が

おっしゃいましたけど、もともと鳥栖市に興味がある方でいろんな事業メニュー等も今後考

えていきたいと思っております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

でも、恐らく今の感じでいくとね、経費率40％ぐらい見込んで、多分来年度も要求してる

んでしょう。違うんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

基本的には、平成28年度の当初予算と同じような形で平成29年度も要求させていただいて

おります。 

松隈清之委員 
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だから、少なくとも来年は変わらないんですよね、平成29年度は。スタイルとしては。 

だから、途中で見直し、国も見直ししてきて、すぐ変わるのかどうかわからんけど、反省

っていうのは品ぞろえが少なかったからとかっていうのはもちろんそうかもしれんし、決済

の仕方がちょっと不自由な面があった、これも多分間違いじゃないですよ。間違いじゃない

んだけれども、やっぱ東京の区なんかでは100億円レベルで税収減ってるんですよね。 

もちろん、そもそもの趣旨がね、そういう地方から出てきた人が東京で仕事して、東京で

税金を落としっていうのを変えたいっていうのもあったから、そういう一面的には、それは

合ってるんだけど、ただ単に、景品の豪華さのために縁もゆかりもないところに今寄附して

るわけじゃん。 

これは、ある意味税金逃れですよ、これ。一面的にはね。 

何も縁もゆかりもないところに、景品もらうために寄附するわけだから。絶対変わるって

いう感覚、これ、このまま行かないっていう感覚を予算編成当時に思ってないのかなと思う

わけ、だから。来年も同じスタイルで行こうっていうのは。 

よそもそういうところいっぱいあると思うんだけど。じゃあ、もっと決済のシステムだっ

て、来年だってこのまま当然ね、充実させていったり、決済の仕方も充実させていく、景品

も充実させていくっていうのは、今のやり方そのままだと思うんだよね。 

だから、本当は、本来鳥栖出身だったりとかね、出身じゃなくても鳥栖に住んでました、

長く住んでましたという人が、鳥栖とつながっていくための仕組みとしては全然いいと思う

んですよね。その人たちって、別にお金だけじゃないんですよ、本当は。 

例えば、どっかの大企業で部長されてるとか、ただお金だけじゃなくてそういう人たちと

のコネクションとか、それが、もしかしたらいろんな企業を紹介してくれたりとかね、鳥栖

のために何か協力できることないですかとかっていう声かけてくれるようなつながりってい

うほうが、そんな何万、何十万円のお金以上に本来は意味があるんで、本当にふるさととし

ての意識を持ってくれるということは。 

だから、そういう人を発掘していく、つながりをつくっていく仕組みで金額どうこう別に

しても、鳥栖の応援者をつくっていくという取り組みなら全然いいんだけど、何かよそに負

けないように決済の便利さを追求とか、景品を充実とかってやってても、この先、多分この

仕組み自体がなくなったときには、多分かけた経費ほとんど無駄になるよね、システムとか。 

だから、そこは今の国の動きとか流れ見てたら、やっぱり見直すべきだと思うんだけど、

どうでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

まずは、先ほど申し上げたように本年度の状況がございますので、まずここの状況を改善
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するために来年度同じような形で行わせていただいきたいとは思っておりますけど、品物だ

けではなくて、例えばホームページ等で鳥栖に魅力を感じていただく、鳥栖にふるさとを持

っていただくような、そういうソフト面のほうも充実をさせてまいりたいと思っております。 

松隈清之委員 

これ、ちょっと説明が総務部関係としてはっていうところでは改めて、あんまなかった気

がするんだけれども、４ページの雑入。 

全国市町村職員研修助成金が、これ20万円ぐらい減額、額はそんな大したことないんです

けど。20万円ぐらいの減額なんですけど。 

これは、予定していた研修をしなかったから助成金も入ってこなかったと思っていいのか

な。 

山本英規総務課職員係長 

この、研修助成金につきましては、滋賀県と千葉県にございます研修所に研修を受講した

際に市長会から交付されている助成金でございまして、当初は10名の派遣予定としておりま

したが、結果的に７名の研修受講者となったために減額しているもので、言われるように当

初予定していた人数よりも受講者が減ったために減額しているものでございます。 

松隈清之委員 

それは、こういうのってどうなんですかね、10名予定してたから10名行かせようよってな

るよね、普通。 

だから、７名にとどまった理由って何かあるんですか。行きたくないと言ったとか。 

山本英規総務課職員係長 

先ほど言いました、２つの研修機関から前年度の末ごろに次年度の研修カリキュラムのほ

うが発表となりまして、実際、鳥栖市の職員としてどれに行かせるかという部分で、そこで

マッチングする作業がございまして、必ずしも行くという前提ではございませんで、一定の

ちょっと枠として計上して、実際、研修所のほうからカリキュラム等が発表されてからどれ

に行かせるかという、ちょっと先行している関係でこのように人数の変動が生じるものでご

ざいます。 

松隈清之委員 

ということは、カリキュラムによっては、10人予定しとったけど７名にしようかという内

容で、うちが400人ぐらいいるのかなあ。その中で、カリキュラムによっては行かなくていい

ようなやつが、やっぱりあるわけですね。 

どんなカリキュラムでもそんなね、めっちゃ特殊なカリキュラムを組まれているわけじゃ

ないとは思うんだけど。内容があるんですかね、そんな特殊な。 
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山本英規総務課職員係長 

カリキュラムと別に、主に専門的な部分で毎年うちで派遣しているのは税の徴収、市民税、

固定資産税等で、こちらの分には基本毎年やるというスタンスなんですけれども、どうして

も人事異動等で、もう行ったことがある職員等が多数あって、そういった部分が理由として

今年度見送る場合もございますので、向こうのカリキュラム、プラスこれまでの実績等を勘

案して人数等がちょっと変動したりするものでございます。 

松隈清之委員 

わかりました。 

では、同じく雑入の中で、競馬事業雑入が100万円、補正で100万円入ってるんですね。で

も、その上の諸収入の競馬事業収入ってゼロじゃないですか。 

その、内容的には多分違うだろうと思うんですよね。まあ、赤字だったから諸収入の競馬

事業収入はゼロなんだろうけれども、それでも入ってくる、雑入の競馬事業雑入の100万円て

いうのは、これはどういう状態になると入らないということがあるんですか。 

姉川勝之財政課長 

今、おっしゃっております競馬事業雑入の分につきましては、計算式といたしまして、ミ

ニ場外馬券場の売得金、売得金の今0.5％の100万円未満切り捨てという部分を協力金として

いただくという形で算出がでてきております。 

それで、その上の諸収入の競馬事業収入につきましては、競馬事業の収益等に伴いまして

の配当金という意味で、平成９年を最後に、その後、今入ってない分ということでございま

す。 

松隈清之委員 

100万円未満切り捨てっちゃあ、えらい、ざっくりした切り方っすなあ。 

80万円やったらもう１銭も入ってこんというわけですね、それ。これ、入ってくるときは、

じゃ例えば、100万円単位で入ってくるわけ。100万円でした、200万円でした、300万円でし

たということで。 

姉川勝之財政課長 

計算上は、100万未満切り捨てという形になりますんで、百、二百、三百という形になるか

と思います。 

松隈清之委員 

まあ、そういう話し合いになっとるっちゃろうけど、それはねえ。ちょっとざっと……。 

これがね、例えば、一億何千万円入ってくるやつが100万円未満切り捨てだったらわかるん

ですよ。でも、100万円入ってくるか、入ってこんかのようなレベルで100万切り捨てられた
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ら結構厳しいよね。１万円未満切り捨てぐらいならわかるけど。 

姉川勝之財政課長 

松隈委員の御指摘のように、もう売得金のほうとかも12月補正のほうで、競馬事業の概要

等については説明させていただいておるんですけど、確かに、もうぎりぎりのところになる

と百かゼロかという話になってくるかと思います。 

ですので、そういった部分につきましては、今後競馬組合のほうとまた御相談のほうをさ

せていただいて、検討させていただきたいと思いますが、現時点では協定でそういう形にな

っております。 

松隈清之委員 

協定はわかるけど、これがね、常態的に１億円、２億円とか入ってきてるんだったら、そ

の切り捨てられるレベルが100万円でも全然納得するけど、ゼロ・百で100万円はちょっと、

ね。 

ぜひ、見直しをしていただきたいなとお願いをしておきます。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

下田寛委員 

すいません、私もふるさと寄附金のところでちょっとお尋ねしたいんですけれども、今、

松隈議員からお話があったところで大体わかったんですが、ホームページ見てても、これ大

体どのくらいやる気があるのかなっていうのが正直わからないんですよね。 

実際、見る側、寄附する側なったら、あのホームページを見て本当に寄附したいなって思

いますかっていう観点で見ると、例えば、今回コカ・コーラさんがジョージアのコーヒーを

提供してくださってますけど、ホームページ見ると、段ボールの１ダースをどんって、カシ

ャッと撮ってるの載っけてるだけでしょう。あんなの、その辺で買ったほうが早いじゃない

ですか。 

その見せ方っていうところを考えると、実際どの程度まで考えてあのページをつくって、

鳥栖の事をもっと見てくださいという思いであのページをつくり込んでいるのかなっていう

ふうに考えると、はっきり言って意思が伝わってこないんですよね。と、つくられてて思わ

ないのかなと思って。 

あのページ、多分、僕無駄だと思うんですよ。全然、熱意は伝わってこないんで、多分そ

れ、見たら一目瞭然だと思うんですよね。 

そこの見せ方っていうところは、やっぱり考えないと、本当ただの経費の無駄遣いになっ
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ちゃうと思うんです。それで、ほかの自治体がやってて、鳥栖も後発で今やってますけど、

どういう意思を持ってやろうとしているのかっていうところが、まあ、周りが何となくやっ

てるからうちもちょっとそろそろ乗っかってやろうかなと。あのページだけを見ると、そう

いうふうにしか見えないんですよ。 

逆に、皆さんどう思われるのかっていうのをちょっと聞きたいところでもあるんですよね、

つくってる側として。本当に意思持って、鳥栖の魅力を伝える一端としてこれをつくらなけ

ればいけないのか。それとも、どっか上のほうから言われてつくれと言われたんで淡々とや

っているのか。 

やっぱ、つくる側の姿勢によって見せ方見え方、大分変わってくると思いますし、今から

地場のものとかもやっていかれると聞いてますけど、その生産者の顔とか、ああ、この人こ

ういう思いでつくってるんだとか、そういうストーリー性とかってすごい大事だと思うんで

すけど。そういったところを見て、初めて人って共感して、じゃちょっとこれ買うかなとか、

寄附しようかなって思うと思うんですよね。そういうのが、今のところは、もう全くといっ

ていうほど、何かただのカタログ、ただのカタログにしかなってない現状ですんで。 

その辺を、せっかくまた来年もやるわけですから、つくり込んでいただきたいと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

先ほど、申し上げましたけど、もちろん量、それから内容っていうのは、品物といいます

か、ＰＲの仕方、それから事業項目の見せ方、そういうものをは現時点で充足してるという

ふうには思っておりませんので、改善をして参りたいし、いろいろよそのところ、いいとこ

ろを見ながらですね、研究をして充実させていきたいというふうに思っております。 

下田寛委員 

参考になる事例、たくさんあると思うんですよね。それで、もっと鳥栖の地場の商店とか

にスポットを当てても僕はいいんじゃないかなと思うんですけど。 

例えば、武雄とか先行してやってましたよね。それで、農家をやっているおばあちゃんが、

ただ米食ってるっていうだけで爆発的にその動画を見て、お米ががばっと売れたとか、そう

いう事例とかがもう先例としてあるわけですよ。 

実際、その動画無茶苦茶おもしろくて、ただおばあちゃんが御飯食べてるだけなんですけ

どね。 

そういうつくり方っていうのもありだと思うし、お金もかからないですし、何かこう、攻

めてほしいんですよね。鳥栖いいだろうっていうところで、これ、もしかしたら総務の担当

じゃなくて商工とかが専門なのかもしれないですけれども、そういうのがなかなか伝わって
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こないのが、見てて歯がゆいです。と、意見申し上げて、終わらせていただきたいと思いま

す。 

尼寺省悟委員 

ちょっと２点だけ、気になるところありますので。 

１つは、２ページに、原子力広報紙配布委託金と。これ２月に配布したものだと、そうい

った説明があったんですが、ちょっともう少し、どういったものなんかっていう説明を。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

これは、県のほうが主催されました……、すいません。 

古賀庸介総務課庶務防災係長 

尼寺委員の御質問にお答えします。 

原子力広報紙配布委託金は、平成27年２月にも原子力防災の手引というものを県のほうが

作成して、市町のほうで各戸配布をさせていただいているものになります。今回、改定があ

りまして、先ほど課長が申しましたとおり平成29年２月に各戸配布をしております。 

内容としては、原子力防災の普及啓発のために県が作成した――名前は前回と一緒ですが

――原子力防災の手引となっておりまして、ちょっと項目につきましては、原子力災害とは

とか、放射能、放射線、放射線物質とはどういうものか。 

それから、原子力災害対策重点区域はどういったものか。それから、原子力災害が起きた

ときに屋内退避や避難が必要なのかとか、屋内退避の指示が出たらどうするかとか、あと安

定ヨウ素剤の予防服用とか、そういった災害が起きたときに、複合災害とかが起きたときの

持ち出し品リストとか、そういったものを広報、啓発をするものでございます。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

わかりました。いいです。 

次は、退職者の話があったですね。８ページのところに、退職者増に伴う退職手当の補正

等ということで3,300万円出て、ちょっとこれもう少し説明してください。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

早期退職者が７名出ております。そのうち退職手当が発生する者が５名おりますので、そ

の分の増でございます。 

尼寺省悟委員 

今、早期退職者と言われたわけですね、早期と。 

だから、要するに、定年前にやめられる人が７名と。ちょっと、多過ぎないかなと思うん

ですけど、その内訳とかその辺は何かわかりますか。 
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山本英規総務課職員係長 

７名のうち、ほかの自治体、県庁とか市役所へ行く者が２名ですね。あと、病気を理由に

退職される方が２名、あと家庭の事情等により退職される方が３名となっているところでご

ざいます。 

尼寺省悟委員 

ほかに行くところの２名、これは別として、病気で２名というようなことで、これ、以前

もそういった質問したかと思うんですけど、何かその辺で、いろんな仕事上の問題とか、何

らかの問題で行き詰まって長期に休んで、その結果やめると。 

そういった方々が過去にもいたというようなことなんですが、その辺の問題というのはど

うなんですかね。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

１名は、長期入院。意識がない状態で長期入院されていらっしゃる方が今回退職をされま

す、総務課付きになっております。それと（「小声で話すぐらいなら、休憩して」と呼ぶ者あ

り）ああ、すいません。 

１名は、長期入院をされていらっしゃる方が、今回早期退職をされます。それと、もう１

人につきましても、長期自宅療養中の方が退職されることになっております。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

潜在的にね、現在の時点で、職員の中で長期に休んでおられる方っちゅうのはどれぐらい

おられるわけ。 

山本英規総務課職員係長 

現在、心身の故障等によって長期に休んでる職員は３名でございます。 

尼寺省悟委員 

３名。３名を多く見るか少ないと見るかは、なんですけどね。 

その辺のケアっていうんか、その辺はどうなんですかね。ケアっちゅうんか、その辺の問

題っちゅうんか、あるいは、これこれこういった問題があって上司に相談したけれども、何

もやってくれないということで、病んでるとかですね。そういった話を聞かないでもないん

ですけどね。 

野田寿総務部長 

非常に、今委員さん言われているメンタルヘルス的な様相での心身の故障があります。 

原因については、それぞれが仕事関係、それからプライバシー関係があって、なかなか言

えない部分があるんですけれども、職場の関係であれば、本人がなかなか話したがらないと
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ころはありますけれども、そこはうちも配慮しながら、どういったことなのということと、

家庭の事情なのか仕事の理由なのかということは、そこは仕事の理由だとすればそこはうち

としても何らかの配慮をして、人事的な配慮とか、いろんな人間関係なら人間関係等の配慮

とかをしてやらないといけないという部分がありますんで、そこは重々聞き取りをさせてい

ただいております。 

そして、あと適性申告ということで自己申告が出てますんで、そこに詳しく書いてもらえ

ればそれが一番いいんですけれども、書けない職員もなかなかいるんで、そこは聞き取りを

行いながら、仕事上の事でということであるならば我々はそれを全力で排除してやるという

努力はしております。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

せっかく長年かけてね、育ててきた職員がそういった形で悩んで、結果としてやむなく早

期に退職すると、これ極めてね、残念であるし。本人にとってみても市にとっても。 

だから、そういった事例をやっぱりなくすように、現時点も３名いらっしゃるというんや

ったら、その辺は十分ケアをですね、してください。 

はい、いいです。 

下田寛委員 

12ページの、監査委員費に関連してちょっと考え方を伺いたいんですけど、毎回、議会の

とき報告をもらうじゃないですか、監査報告。監査報告、これが、監査の結果、不備が見受

けられましたって全部書いてあるわけですよね。いや、それでどうなのかっていうところを

僕らは知りたいんですけれども。 

このあたりの考え方をお伺いしたいんです。 

岡本昭徳監査委員事務局長 

各課、年間通じまして定期監査ということで行っております。それで、監査の結果につい

てということで報告をいたしておりますけれども、その対応といいますか、そういう各課の

対応につきましては、そういった処置をされておるということで、それぞれに、概要につき

ましてはそういった報告をしておりますけれども、内容につきましてはある程度細かく、各

課については処置をするようにということで、監査の内容につきまして、それぞれの課にそ

ういったことでいたしておりますので、それについての事務的な対応とかそういう契約事務

等の対応についてはそれぞれ課がいたしているところでございます。 

以上です。 

下田寛委員 
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いや、そうなんだと思うんですけど、毎回報告をいただくときに監査の結果、不備があり

ましたって。ああ、そうなんだと思うんですけど、それでどうだったのかっていうところと、

結構、毎回こんな感じで書いてあるように記憶してます。 

そんなに、なかなかこう、監査までに持っていくのが、皆さん書類が難しいのかっていう、

僕らは見ないんでわからないんですけれども、この辺の指導といいますか、なぜこうなって

いるのかっていうところと、あとこれ、監査を受けて、じゃその後どうだったのかっていう

ところを僕らは報告してほしいなと思っているんですけど、その辺いかがでしょうか。 

野田寿総務部長 

監査の結果については、各課ごとに受けている監査であって、その指摘事項は私たちも詳

細にはいただいてないんですけれども、代表監査なりとお話を持つ機会もいただいておりま

す。その中で、文書事務、それから契約事務、会計事務それぞれ、代表監査から言われてる

のは、もう監査というのは定期健康診断なんだということで言われてます。そのときそのと

きのミスについて正していくという意識を持っていただくということが必要なんだというこ

とを言われてあります。 

それで、指摘された内容については、契約事務でしたら契約管財課、それから出納室のほ

うでは会計事務、それから文書に関しては総務課のほうで毎年職員に研修を行ってます。監

査の内容で指摘があった内容についても含めて、そこでこういった指摘があったから注意す

るようにということでの研修をやってます。 

それでも、なかなか改善されないという部分ありますけれども、できないところはなかな

か、ミスがやっぱり出てくる部分はあります。それでも、繰り返し繰り返しそれについて研

修を行いながらできるだけ、もうミスゼロっていうのはなかなか、日付の問題とかっていう

のはあったりするんでなかなか難しいかもしれませんけれども、できるだけもうゼロに近づ

けていくという努力は続けていきたいというふうに考えてます。 

以上です。 

松隈清之委員 

前、一般質問でもね、この監査の件させてもらって、今、下田副委員長言われるように、

もう、ほぼほぼ同じような内容で毎回出るんですよね。 

何で直らないのという話はさせてもらったんだけど…… 

 

    〔録音機器の不調により議事を記録することができなかった〕 

 

古賀和仁委員長 
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暫時休憩します。 

           

  午前11時８分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時19分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

休憩前に引き続き、質疑を行います。 

松隈清之委員 

どこまで話したか忘れましたけど、特に、先ほども指摘あったけど、こういう指摘をしま

したという報告があって、本来であればそれぞれ１カ月後ぐらいまでに修正してという指摘

をされておると思うんですよね。 

ただ、実際期日までに修正されないケースもあるということも以前、ちょっと委員会等で

はないんですけどお聞きしたこともあるし。そういう、ちゃんと指摘に関しては、監査が当

然また確認をするわけですから、やりましたという報告もね、例えば前回の定期監査分は、

次の定例会のときに指摘に関してはできてますというような報告も、どうせ文書つけるだけ

なんで、あってもいいのかなと思うんですよね。 

多分、本来あるべきなんですけど、そこも報告されるところではないんで、緊張感がもし

かしたらないのかもしれないし、先ほど研修をされとるというのありましたけど、本来起案

する人間というのは若い職員もいるかもしれないですけど、みんな決裁されるわけじゃない

ですか、上司が。 

そのための決裁ですよね、ミスがないのかを確認するための。じゃあ、それって機能して

ない、結果論ですよ。結果論としては、それを決裁する人が何人もいるのに、結局気づかな

いまんま文書として残ってるってことは機能してないっていうことだから、そこにも多分問

題があるわけですよね。 

だから、同じような指摘が毎回、ざっくりと文書の管理とか何とか、契約事務とか、旅費

規程にどうのこうのとかっていうのは、多分それぞれ管理職になられた方は若いときから経

験をしておるところで、そこに気づかずに最終的に監査に指摘されるっていうのはね、やは

り問題だと思うんですよね。当たり前のことができてないっていう意味では。 
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だから監査は、もちろんその指摘をするのが仕事なんでね、指摘をしていただいていいん

だけど、毎回のように上がってきてるっていうことは、やっぱり事務として、総務部なのか、

もう全部なんですけど。そこは、やっぱり改めて緊張感持ってやらないかんし、議会として

も、こうたびたび質のね、大小はわからんですよ、文書だけなんで、簡単な。わからんけれ

ども、そこは、例えばきちっと議会にも指摘を受けたところに関しては報告をするというこ

とで、少しでも緊張感が出るんであればそういうふうにしてもらいたいなと思いますけど、

いかがでしょうか。 

岡本昭徳監査委員事務局長 

下田委員からも指摘がございましたけど、毎回不備がありましたというふうな、同じよう

な監査の報告ということでございますけれども、これでは、確かに内容的なものがよくわか

らないというところの御指摘は十分にわかります。 

これまで毎回毎回こういったふうな形で報告をいたしておりましたけれども、他市の例と

かもありますので、そういった例も参考にしながら、この裏にあるものというか、不備があ

りましたという裏は、例えば日付が文書において漏れておるとか、具体的に申し上げますと

ですね。 

例えば、それから印鑑が漏れているとか、こういうところは、確かにもう一度、その書類

書類を一度見直すとか、そういう作業をしておれば直るといったふうなこともございますし、

そういったものにつきましては、注意事項にとどまるようなことでございますので、そうい

ったものぐらいといいますか、そういった程度のことでありましたら、それはおおむね文書

的に、事務的に処理がなされているというふうな報告でいいということもあると思います。

けれども、重大な条例違反であるとか、そういったふうなことで処理がなされているとかい

うことは、はっきりと指摘事項ということで、そういった、こういうことがありまして、そ

れは改善をしていただきたいという、そういう報告になるかと思いますので、そういった本

当に指摘しなければいけない事項なのか、または、注意すれば済むことであるのかという、

そういうところのレベルもございます。 

監査の指摘についてレベルもございますので、そういったことを区分けしまして、ある程

度そういう報告のほうに、具体的に申し上げていきたいというふうに私のほうでも考えてお

りまして、代表監査委員もそういうふうに考えておりますので、平成29年度からは、そうい

った方向で報告事項のほうも上げさせていただきたいというふうに思っております。 

また、監査の指摘をされた内容につきましては、１カ月後ぐらいにはおおむね各課とも文

書事務であったりとか、そういうことの訂正できる分は１カ月以内ぐらいにはある程度訂正

をして、ちゃんと訂正をして提出をしたということで、こちらのほうにも報告をいただいて
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おります。 

それで、中には、執行部側で協議をしなくちゃいけないような指摘事項もございますので、

改善事項もございますので、そういったものについては、きちっと監査のほうに報告をいた

だくようにいたしておりますので、そういったことで平成29年度からはそういった監査の改

善というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員 

いずれにしても、その平成29年度からの報告の中でどういうふうにされるのかっていうの

をちょっと、また見てみたいと思いますけど、先ほど申し上げましたようにね、日付が漏れ

てるっていうのは誰が見てもわかるんですよね。それが、何人も判こ押してるのにそれに気

づかんというのは、ちょっとある意味その決裁をしている意味があるのかなと。軽微なもの

であるほどね、気づかないっていうことは。 

本当に、その決裁をするという事の責任に対しては、そこは、もう監査委員とか監査委員

事務局の話ではなくて、受ける側の話なんで。そこは再度ね、気をつけていただきたいなと

思います。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

ありませんか。 

    〔発言する者なし〕 

質疑を終わります。 

以上で、総務部関係議案の質疑を終了いたします。 

企画政策部の準備のため、暫時休憩をいたします。 

           

  午前11時27分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時31分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  企画政策部    

           

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

           

古賀和仁委員長 

これより、企画政策部関係議案の審査を行います。 

企画政策部関係の議案は、議案乙第１号の１議案であります。 

それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）を議題といたし

ます。 

執行部の説明を求めます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

それでは、委員会審査に入ります前に一言、御挨拶と御報告を差し上げたいと思います。 

本日は、企画政策部関連で御審議を賜りますのは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般

会計補正予算（第５号）のうち、企画政策部関係分でございます。 

今回の補正予算につきましては、基本的には決算見込みによる調整等が主なものでござい

ますけれども、歳入として、県補助金でございますさが未来スイッチ交付金の追加交付決定

がございましたので、この部分を総合政策課の歳入としてお願いをいたしております。 

また、１つ報告でございますけれども、鳥栖駅周辺まちづくり基本計画策定委託料につき

ましては、当初予算において議決をいただきまして鋭意事務を進めておりましたけれども、

一般質問でもお答えをいたしましたように、協議に調整を要し年度末までの策定となりませ

んでした。現在も鋭意調整を進めておりますけれども、来年度に繰り越すことといたしまし

た。 

それで、昨年の９月議会の一般質問時に、この基本計画に対して国の地方創生推進交付金

の内示を受けている旨、お答えをしておりましたけれども、この交付金がですね、年度内の

完了が必須要件ということになっておりましたもんですから、今回、申請を見送ることとい

たしたところでございます。 

それでは、それぞれ説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

まして、御挨拶と御報告とさせていただきます。 

古澤哲也情報政策課長 

それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）のうち、企画政
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策部関係について御説明をいたします。 

説明は、お手元に配付しております総務文教常任委員会資料により御説明をいたします。 

それでは、表紙をめくっていただきまして、資料１ページ目をお願いいたします。 

歳入についてでございます。 

款14．使用料及び手数料、項１．使用料、目１．総務使用料、節１．総務管理使用料につ

きましては、庁舎南側情報センターの民間事業者への貸し付けに伴います土地、建物使用料

の決算見込みによる補正でございます。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

その下段です、項２．手数料、目４．土木手数料、節１．都市計画手数料でございますが、

都市計画に関する用途証明などの諸証明手数料を決算見込みにより１万3,000円補正してお

ります。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

続きまして、款15．国庫支出金、項２．国庫補助金、目１．総務費国庫補助金、節１．総

務管理費国庫補助金60万2,000円につきましては、補助金の交付額の決定による補正でござい

ます。 

内訳といたしましては、社会保障・税番号制度システムの総合運用テストに係る補助金等

として176万1,000円。個人番号カード交付関連の負担金に対する補助金として115万9,000円

の減額補正となっております。 

以上でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

款16．県支出金、項２．県補助金、節１．総務管理費県補助金でございます。 

上段の分につきましては、土地利用規制等対策費交付金の額の確定による減額補正。それ

から下段の分、さが未来スイッチ交付金の追加交付決定に伴う補正ということで179万9,000

円。これは、歳出は商工振興課のほうで組む予定になっております分でございます。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

次に、款16．県支出金、項３．委託金、目１．総務費県委託金、節１．総務管理費委託金

中、１つ目の県広報紙配布委託金につきましては、委託金の交付額の確定による補正でござ

います。 

１つ飛びまして、節５．統計調査費委託金につきましては、工業統計調査委託金及び統計
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調査員確保対策事業委託金の交付額の確定による減額補正でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

同じ項目でございますけれども、１つ飛んだ分ですが、国土利用計画法関連調査委託金は、

額の確定による増額補正でございます。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

一番下になります。 

次に、款21．諸収入、項６．雑入、目４．雑入、節４．雑入につきましては、ホームペー

ジ広告収入、市報広告収入及び情報案内版広告収入の決算見込みによる補正でございます。 

次に、歳出について御説明を申し上げます。 

３ページ目をお願いいたします。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目３．広報費について申し上げます。 

節９．旅費及び節12．役務費につきましては、決算見込みによる減額補正でございます。 

次に、目４．情報管理費の主なものについて申し上げます。 

節13．委託料につきましては、社会保障・税番号制度改修業務委託料及びコンビニ交付シ

ステム導入委託料等の入札残による減額補正でございます。 

節14．使用料及び賃借料につきましては、パソコン貸借料等の入札残によるものでござい

ます。 

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、通知カード、個人番号カード関連事務の

委任に係る地方公共団体情報システム機構への負担金の決定に伴う減額補正でございます。 

なお、補正後の542万4,000円につきましては、財源となります国の補助金が繰り越しを見

込んでおりますので、歳入歳出ともに繰越明許とさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

目９．企画費でございます。 

節８．報償費のマイナス10万2,000円につきましては、指定管理者選定委員会を開きません

でしたので、この分の減額と、まち・ひと・しごとの有識者の分の報酬辞退ということがご

ざいましたので、この分の減額でございます。需用費につきましては決算見込みによる減額

補正。 

それから、節19．負担金につきましては、クロスロード協議会負担金の額の確定による減

額補正でございます。 

以上でございます。 
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古澤哲也情報政策課長 

次に、４ページをお願いいたします。 

項５．統計調査費のうち、目１．統計調査総務費について申し上げます。 

節３．職員手当等及び節11．需用費につきましては、決算見込みによる減額補正でござい

ます。 

次の、目２．基幹統計費につきましては、それぞれ各節とも経済センサス活動調査等に要

する経費の決算見込みによるものでございます。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

次のページでございます。 

款８．土木費、項４．都市計画費、目１．都市計画総務費、節３．職員手当につきまして

は、職員６名分の決算見込みによる減額補正でございます。 

節９．旅費につきましても決算見込みによる減額補正１万5,000円でございます。 

続きまして、節14．使用料及び賃借料につきましては、都市計画審議会の視察研修のバス

借上料の決算見込みによる減額補正でございます。 

その下、節19．負担金、補助及び交付金につきましては、全国都市計画協会負担金等の決

算見込みによる減額補正を行っております。 

続きまして、目６．まちづくり推進費、節８．報償費につきましては、鳥栖駅周辺まちづ

くり検討委員会報酬の決算見込みによる減額補正でございます。 

下段、節９．旅費につきましては、まちづくり検討委員会の費用弁償、また職員の一般旅

費の減額補正3,000円でございます。 

その下、節13．委託料、鳥栖駅周辺まちづくり基本計画策定委託料入札残による減額補正

を行っております。 

なお、部長が冒頭御説明いたしました繰越明許はこの委託料でございます。 

続きまして、節14．使用料及び賃借料につきましては、鳥栖駅周辺まちづくり検討委員会

の開催会場借り上げ料の決算見込みによる減額補正を行っております。 

以上が、平成28年度３月補正予算、企画政策部の御説明でございます。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

尼寺省悟委員 

３ページに委託料として、いわゆるマイナンバー関連の委託料があって、いずれも決算見
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込みによる減額補正と。これについて入札残だというふうなことを言われたわけですが、ち

ょっと簡単にいいですから改修業務委託料についてと、その下のコンビニシステム交付金か。 

これは、私の勘違いかもしれんけど、現在交付していて、その実績っちゅうかその辺がわ

かればちょっとお願いしていいですか。 

古澤哲也情報政策課長 

まず、社会保障、マイナンバー関系の改修業務委託料でございますけれども、今年７月か

ら情報連携が始まりますので、その分の総合運用テストというようなことで今年度実施をい

たしております。それで、決算、委託料の合計でございますけれども884万880円が決算見込

みでございまして、予算が946万2,000円、差し引きまして62万1,000円の減額というふうな状

況でございます。 

次に、コンビニ交付でございますけれども、ことしの２月１日に運用開始をいたしており

ます。それで、直近の３月12日、昨日までの状況でございますけれども、住民票の交付につ

きましては28部――部数ですけれども28部。それから、印鑑登録証明につきましては20部、

戸籍証明につきましては３部、合計の51部の交付状況というふうになっております。 

ちなみに、市内コンビニでの交付部数といたしましては、うち37部、市外のコンビニの利

用状況といたしましては14部というふうな状況でございます。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

最後に言われた交付数なんですが、51部か。これはどうですか、想定と比べてみて、どん

なふうに評価をされてますか。 

古澤哲也情報政策課長 

コンビニ交付サービス、これはやっぱりカードの交付が一番かというふうに思っておりま

す。 

今の、カードの交付状況、申請状況を申し上げますと、２月23日現在で約6,000件というふ

うな状況でございまして、コンビニ交付の利用状況としましては、１カ月程度で51件ではご

ざいますけれども、今後、カードの交付に伴いまして、市外での利用もあっております状況

からしましてもふえてくるというふうなことで見込んでいるところでございます。（「はい、

いいです」と呼ぶ者あり） 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

松隈清之委員 

駅周辺まちづくり基本計画策定委託料、年度内にできないということで交付金の申請をし
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ないと。 

それで、大体幾ら来るような予定だったんですかね。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

対象事業総額が基本計画の策定委託料、それから検討委員会の開催経費、そして文化財の

ほうの審議会の分の、文化財の鳥栖駅の調査に特化したものを申請いたしまして、総額とい

たしましては3,231万2,000円。 

それで、交付決定がその２分の１でございますので1,615万6,000円でございます。 

松隈清之委員 

これが残念ながら入ってこないということですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

そもそも、その補助金のメニュー、交付金自体は、例えば平成28年度までのものだったの

か。申請して、その年度内に終わるというそのもので、別に平成29年度に始めていれば29年

度でもできたような内容なんですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

地方創生推進交付金でございますので、平成28年度の予算で国の予算がつけられたもので、

これがその単年度でのソフト事業の交付金でございまして、いわゆる、計画ものとかに来る

もので、基本的には平成28年度予算で28年度中に終わるっていうのが原則の交付金でござい

ます。 

この、地方創生推進交付金は、当然平成29年度も予定をされているというふうな状況です。 

松隈清之委員 

もちろん年度内にやって、年度内にできるっちゅうのが一番いいんですけど、多分よその

自治体でも、いろんな事情があってできないところもあるのかなと思うんですけど。 

これは、例えば来年度の申請ができるというわけではないんですか、やってみればできる

かもしれないとかっていうことですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

この、推進交付金につきましては、先ほども申しましたようにソフト事業が中心というこ

とでございまして、仮に手を挙げるとしたら、この基本計画の部分、次の基本設計が対象に

なるのかどうかっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうのはございますけれども、あ

くまでもソフトに特化した事業というような位置づけでございますので、何らか手を挙げて

いく、その可能性は検討していきたいというふうに考えております。 

松隈清之委員 

ということは、同じような条件、条件というか同じような状態で、例えばこの3,231万円の

もともとかかっとったやつを、ちょっと年度内に終わらないんで仮に、仮にというか予定で
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は平成29年度にできるということなんですけど、平成29年度にできるんで、申請できますか

っていうものではもうないということですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃるとおりで、その推進交付金の取り扱いが来年度で厳しくなるというようなこと

も言われておりまして、事前着手が認められないと、いうふうになっておりますので、新た

な計画ものっていうところでは可能性、何らかの計画ものというところでは可能性があるの

かなというふうに考えております。（「残念ですね」と呼ぶ者あり） 

小石弘和委員 

１点だけお聞きしますけど、５ページのバス借上料見込みの減額ですが、２万2,000円。13

万円で要するに補正後の10万8,000円、これ余りにも安くしたから、審議会の委員を危険にさ

らしたんやないかなというようなことでね、もう少し正常なバス料金を設定しなくてはいけ

ないかなあと、ね。（「ああ、とまった」と呼ぶ者あり）（「そうそう」と呼ぶ者あり） 

高速道路でああいうふうなね、危険をさらすようなバスを借りたらいかんですよ。これだ

け、ちょっと反省をしていただきたいなと思っております。 

以上です。 

藤川博一まちづくり推進課長 

今、御指摘いただいた件に関しては、もう、おわび申し上げます。 

ただ、こういったバスの借り上げにつきましては、国のほうからもですね、さまざまなほ

かのバスの事故とかに鑑みて、大変委託料の減額とか借上料の減額とか、安売りはもう禁じ

られておりまして、適正な見積もりをいただいてお願いしておりました。 

今後は、ちゃんと故障しないバスを届けていただくように、重々お願いして万全の安全対

策を施したいと考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

５ページ、同じくまちづくり基本計画策定委託料。これ入札だったんですよね。 

これ、入札の参加したところって何社ぐらいあったんですか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

３社（73ページで「２社」に訂正）でございます。 

それと、説明に加えますと、入札なんですがプロポーザルで行っております。 

松隈清之委員 

ということは、金額的には高い安いではなかったと、選んだ基準はっていうことですね。 

藤川博一まちづくり推進課長 
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金額の高い安いで決まったものではございません。 

松隈清之委員 

我々は、結果しかわからんし、どういう内容なのかっていう比較はできないんですけど、

そこを選ばれた理由っていうのは何かあったんですか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

昨年、基本構想を策定いたしまして、その中で、当然、ＪＲ九州さんであるとか、佐賀県、

関係機関との協議が非常に困難なものになるであろうということもありまして、そういった

ところとの連携・関係の構築であるとか、そういったこと。それと、当然これまでの類似計

画の経験、策定された経験、それであるとか、鳥栖市が発注しました業務に対する職員さん

の体制などが充実しているというところを評価の視点として我々は選定をいたしたところで

ございます。 

以上でございます。 

古賀和仁委員長 

いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終わります。 

以上で、企画政策部関係議案の質疑を終了します。 

教育委員会事務局の準備のため、暫時休憩をいたします。 

           

  午前11時53分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後１時８分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  教育委員会事務局 

           

   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 
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古賀和仁委員長 

これより教育委員会事務局関係議案の審査を行います。 

教育委員会事務局関係の議案は、議案乙第１号の１議案であります。 

それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）を議題といたし

ます。 

執行部の説明を求めます。 

園木一博教育次長 

こんにちは。委員会の審査に入ります前に、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、御審議を賜ります議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）の

うち、教育委員会関係分でございます。 

歳入につきましては、国の２次補正採択に伴う国庫補助金及び教育債の補正、国県補助金

の額の確定及び決算見込みによる補正となっております。 

歳出につきましては、決算見込みによる調整が主なものでございますけれども、国の交付

金事業採択を受けまして、市内３小学校及び２中学校のトイレ洋式化及び屋内運動場非構造

部材の改修、さらには田代中学校屋内運動場大規模改造事業を行うための費用をお願いいた

しております。 

また、本年２月５日に、第１回の会議を開催いたしました鳥栖市学校給食センター被災検

証委員会が、春休みの長期休業中に実施を予定いたしております現地調査の事業支援を行う

ため学校給食センター被災検証支援事業に要する経費をお願いいたしております。 

なお、これらの事業につきましては、翌年度に繰り越すことといたしております。 

以上、概要を申し上げましたけれども、詳細につきましてはこれより各担当課長より説明

させますので、どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして御挨拶とさせてい

ただきます。 

よろしくお願いいたします。 

柴田昌範学校教育課長 

それでは、学校教育課より歳入について御説明いたします。 

資料１ページをお開きください。 

款13．分担金及び負担金、項２．負担金、目２．教育費負担金、節１．小学校費負担金及

び節２．中学校費負担金につきましては、学校管理下における傷害保険であります日本スポ

ーツ振興センター負担金額の決定による増額及び減額分となっております。 

以上です。 
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江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、款15．国庫支出金、項１．国庫負担金、目２．教育費国庫負担金、節１．中

学校費国庫負担金につきましては、田代中学校普通教室棟の増築工事に係る国庫負担金の補

助対象経費の単価の見直しに伴うものでございます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、項２．国庫補助金、目５．教育費国庫補助金、節２．小学校費国庫補助金の

主なものは、特別支援教育就学奨励費補助金額の決定見込みに伴う減額補正となっておりま

す。 

江嵜充伸教育総務課長 

同じく、その次の行の学校施設環境改善交付金につきましては、今年度の国の２次補正予

算により前倒しで事業採択を受けたものでございまして、トイレ改修事業及び屋内運動場非

構造部材改修事業に伴うものでございます。 

詳細は、歳出で説明させていただきます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

節３．中学校費国庫補助金の主なものは、特別支援教育就学奨励費補助金額の決定見込み

に伴う減額補正となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

同じく、その次の行の学校施設環境改善交付金につきましても小学校費国庫補助金同様、

国の２次補正予算によりまして前倒しで事業採択を受けたものでございまして、トイレ改修

事業、屋内運動場非構造部材改修事業及び田代中学校屋内運動場大規模改修事業に伴うもの

でございますす。 

詳細は、歳出で説明させていただきます。 

以上でございます。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続きまして、節４．社会教育費国庫補助金の、上から埋蔵文化財発掘調査補助金、史跡等

購入費補助金、子ども・子育て支援交付金につきましては、それぞれ決算見込みによる減額

補正でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、２ページ目になります。 
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款16．県支出金、項２．県補助金、目６．教育費県補助金、節２．小学校費県補助金及び

節３．中学校費県補助金につきましては、被災幼児児童生徒就園就学支援補助金の決算見込

みによる補正額となっております。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

その下、節４．社会教育費県補助金の、上から埋蔵文化財発掘調査補助金、その下、子ど

も・子育て支援事業費補助金につきましては、決算見込みによる減額補正でございます。 

その下、史跡等購入費補助金につきましては、決算見込みによる減額と県からの補助率が

７％から2.45％に下がったことによる減額補正でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

その下になります、款17．財産収入、項２．財産売払収入、目２．物品売払収入、節１．

物品売払収入は、給食センター資源物売却による補正となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、款18．寄附金、項１．寄附金、目２．教育費寄附金、節１．教育総務費寄附

金につきましては、昨年10月18日に、鳥栖市本町１丁目の任意団体のなんばしよっ会様から

の本市への育英資金貸付基金に対する寄附によるものでございます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、款19．繰入金、項２．特別会計繰入金、目１．国民健康保険特別会計繰入金、

節１．国民健康保険特別会計繰入金につきましては、フッ化物洗口のフッ化物の費用決算見

込みによる補正となっております。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

その下、款21．諸収入、項４．受託事業収入、目１．受託事業収入、節５．教育費受託収

入の埋蔵文化財発掘調査受託料につきましては、決算見込みによる減額補正でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、３ページをお開きください。 

款21．諸収入、項６．雑入は、田代小学校に併設しております中原特別支援学校鳥栖田代

分校負担金の決算見込み額となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 
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続きまして、款22．市債、項１．市債、目４．教育債、節１．小学校債のうち、１行目の

小学校屋内運動場非構造部材改修事業及び３行目の小学校トイレ改修事業につきましては、

国の２次補正予算により前倒しで事業採択を受けたものに伴うものでございまして、２行目

の鳥栖小学校屋外トイレ改修事業の減額につきましては、今年度の事業費の決算見込みに伴

うものでございます。 

続きまして、節２．中学校債のうち、１行目の中学校屋内運動場非構造部材改修事業、２

行目の田代中学校屋内運動場大規模改造事業及び４行目の中学校トイレ改修事業につきまし

ては、小学校債と同様、国の２次補正予算により前倒しで事業採択を受けたものに伴うもの

で、３行目の田代中学校普通教室棟大規模改造事業の減額につきましては、今年度の事業費

の決算見込みに伴うものでございます。 

続きまして、目７．災害復旧債、節１．教育施設災害復旧債の減額につきましては、昨年

４月の熊本地震により被災しました学校給食センターの被災原因を検証することとしたため、

起債申請を行わないことにしたものによるものでございます。 

以上で、歳入についての説明を終わります。 

続きまして、歳出について申し上げます。 

４ページをお願いいたします。 

款10．教育費、項１．教育総務費、目１．教育委員会費の主なものについて申し上げます。 

節９．旅費から節14．使用料及び賃借料の減額につきましては、それぞれ決算見込みによ

るものでございます。 

続きまして、目２．総務事務局費について申し上げます。 

節２．給料から節19．負担金、補助及び交付金までの減額補正につきましては、それぞれ

決算見込みによるものでございます。 

節13．委託料のうち、学校給食センター被災検証支援委託料につきましては、被災検証委

員会が行います現地調査に必要な環境の確保や人的支援を行う経費をお願いするものでござ

います。 

なお、事業内容につきましては、主要事項説明書の３ページにお示しをしております。 

節20．扶助費につきましては、昨年11月に新たに１名、交通遺児手当の申請がございまし

たので、12月分からの手当と見舞品に要する経費をお願いするものでございます。 

めくっていただきまして、５ページをお願いいたします。 

節28．繰出金につきましては、歳入で御説明いたしました育英資金貸付基金への寄附に伴

うものでございます。 

以上でございます。 



 - 46 - 

柴田昌範学校教育課長 

その下になります、目３．学校教育事務局費、節１．報酬から節13．委託料までは決算見

込みによる減額補正となっております。 

節８．報償費は、就学相談会、就学指導委員会、教科「日本語」検討委員会に大学教授等

が欠席となったための減額となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

次、同じページの、項２．小学校費、目１．学校施設管理費について申し上げます。 

節２．給料及び節３．職員手当等の減額につきましては、決算見込みによるものでござい

ます。 

節13．委託料のうち、調査設計委託料の減額につきましては、鳥栖北小、田代小、旭小学

校３校の外壁調査業務及び鳥栖小、若葉小、旭小学校３校の屋内運動場非構造部材改修工事

の設計業務の入札残が主なものでございます。 

ページをめくっていただきまして、６ページをお願いいたします。 

１行目の工事監理委託料につきましては、歳入で御説明しましたとおり、国の２次補正予

算により前倒しで事業を行うものでございまして、鳥栖小、若葉小、旭小学校３校の普通教

室棟と屋内運動場のトイレ改修工事及び屋内運動場非構造部材改修工事に伴う監理委託料を

お願いするものでございます。 

節15．工事請負費のうち、営繕工事費につきましては、新年度の特別支援学級の学級編制

に伴います教室の間仕切り設置工事に要する経費をお願いするものでございます。 

また、トイレ改修工事費及び屋内運動場非構造部材改修工事費につきましては、監理委託

料で御説明いたしました３校のそれぞれ工事費をお願いするものでございます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、目２．学校事務管理費の節７．賃金から節19．負担金、補助及び交付金につ

きましては、決算見込みによる減額補正となっております。 

目３．教育振興費、節20．扶助費につきましては、就学援助費の決算見込みによる減額補

正となっております。 

目４．学校給食センター費の節２．給料から節18．備品購入費は、決算見込みによる補正

となっております。 

なお、節２．給料から節４．共済費の減額につきましては、育児休業中の職員が１名いる

ための減額となっております。 
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節７．賃金の減額は、嘱託職員１名が８月から12月まで病気による治療で休まれたことと、

正規嘱託職員の休みに伴う代替勤務が予想より少なかったためによるものです。 

節13．委託料の減額は、施設管理委託料の決算見込みによる減額補正となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、同じページでございます。 

項３．中学校費、目１．学校施設管理費でございます。 

節３．職員手当等の減額につきましては、決算見込みによるものでございます。 

節13．委託料のうち、調査設計委託料の減額につきましては、田代中学校屋内運動場大規

模改造工事設計業務及び同校、普通教室棟増築工事監理業務の入札残が主なものでございま

す。 

工事監理委託料につきましては、歳入で御説明しましたとおり小学校費同様、国の２次補

正予算により前倒しで事業を行うものでございまして、田代中学校屋内運動場の非構造部材

とトイレ改修を含む大規模改造工事の監理業務、また、基里中学校の教室棟と屋内運動場の

トイレ改修工事及び屋内運動場非構造部材改修工事に伴う監理委託料が主なものでございま

す。 

節15．工事請負費のうち、営繕工事費につきましては、小学校費同様、新年度の特別支援

学級の学級編制に伴います教室の間仕切り設置工事に要する経費をお願いするものでござい

ます。 

また、トイレ改修工事費、屋内運動場非構造部材改修工事費、田代中学校屋内運動場大規

模改造工事につきましては、監理委託料で説明いたしましたそれぞれの工事費をお願いする

ものです。 

なお、関係資料といたしまして、主要事項説明書４ページに小中学校屋内運動場非構造部

材改修事業、５ページに小中学校トイレ改修事業、６ページに田代中学校屋内運動場大規模

改造事業についてお示しをさせていただいております。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、目２．学校事務管理費、節７．賃金の減額につきましては、特別支援学級生

活補助員が家庭の事情等により欠勤が出てしまったことなどによる減額となっております。 

節８．報償費の減額は、理化学研究所の講演会講師が１名減となったことと卒業記念品、

印鑑代の入札残によるものが主なものでございます。 

節19．負担金、補助及び交付金はヘルメット補助金や日本スポーツ振興センター、それか
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ら通学補助金等の決算見込みによる減額補正となっております。 

目３．教育振興費の節20．扶助費につきましては、就学援助費の決算見込みによる減額補

正となっております。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続きまして、項４．社会教育費、目１．社会教育総務費の節１．報酬から、次のページの

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、決算見込みによる減額補正でございます。 

主なものといたしまして、節19．負担金、補助及び交付金といたしまして、放課後児童健

全育成事業補助金の減額でございますが、これにつきましては、なかよし会を運営いたしま

す鳥栖市放課後児童クラブ運営協議会と、アフタースクールあいあいを運営いたします和貴

福祉会への補助金の決算見込みによるものでございます。 

続きましてその下、目２．文化財保護費の節１．報酬から節19．負担金、補助及び交付金

につきましては、決算見込みによる減額補正でございます。 

続いて次のページ、目３．図書館費の節２．給料から節11．需用費につきましては、決算

見込みによるものでございます。主なものといたしましては、育児休業者分の人件費の減額

及び光熱水費が不足することから増額補正をお願いするものでございます。 

続いてその下、目４．埋蔵文化財発掘調査費につきましては、発掘調査作業員賃金等の決

算見込みによる減額補正でございます。 

続いてその下、目５．埋蔵文化財調査受託費の節４．共済費から節14．使用料及び賃借料

につきましては、民間開発に伴う受託事業の決算見込みによる減額補正でございます。 

次のページをお願いいたします。 

目８．勤労青少年ホーム費につきましても決算見込みによる減額補正でございます。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、その下でございます。 

款11．災害復旧費、項３．教育施設災害復旧費、目１．単独災害復旧費でございます。 

節15．工事請負費の減額につきましては、被災原因を検証することとし、現場を保存する

ため災害復旧工事を中止したことに伴うものでございます。 

続きまして、めくっていただきまして12ページをお願いいたします。 

繰越明許費について申し上げます。 

１行目の学校給食センター被災検証支援事業につきましては、調理エリアの現地調査を春

休み期間中に予定しておりまして、事業完了が平成29年度になる見込みであるため繰り越す

ものでございます。４行目の旭小学校特別支援学級整備事業につきましても、新年度の特別
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支援学級の学級編制に伴いまして、春休み期間中に教室の間仕切り設置工事を行う必要が生

じたため事業完了が平成29年度になる見込みであるため繰り越すものでございます。 

以外の、小中学校のトイレ改修事業及び屋内運動場非構造部材改修事業、田代中学校屋内

運動場大規模改修事業につきましては、歳入歳出予算の中で御説明しましたとおり、国の今

年度の２次補正予算で事業が採択されましたが事業実施が平成29年度となるため繰り越すも

のでございます。 

以上で、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）の教育委員会事務

局関係についての説明を終わらせていただきます。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

小石弘和委員 

歳入のところで１点お聞きしたいんですけど、財産収入の物品売払収入、これ給食センタ

ーの資源物売却による売り払い品目は何だったんですか。 

豊増秀文学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長 

売り払い品目につきましては、スチール缶、段ボール、ペットボトルになっているところ

でございます。 

以上です。 

小石弘和委員 

じゃですね、スチール缶とか段ボール、そのキロ数。 

豊増秀文学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長 

すいません、ちょっとキロ数につきましては持ち合わせておりません。 

申しわけございません。 

園木一博教育次長 

すいません、数量等については確認して、改めてお答えをさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 

わかり次第、報告ということでいいですか。 

小石弘和委員 

10ページの図書館費の需用費、これ光熱水費が増に伴う補正と、50万円組まれているんで

すけど、ちなみに、平成27年度の光熱水費の実金額はお幾らだったんですか。 

栗山英規生涯学習課図書係長 

平成27年度の光熱水費につきましては、実績として558万7,854円でございました。 
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小石弘和委員 

再度、ゆっくり。 

古賀和仁委員長 

正確に、ゆっくり言ってください。 

栗山英規生涯学習課図書係長 

市立図書館に平成27年度の電気代につきましては558万7,854円でございました。今年度の

見込みにつきましては、３月までで589万2,161円を見込んでおります。 

以上でございます。 

小石弘和委員 

ちょっといいですか、これ、558万7,854円、これは光熱費ですか。水道、水は入ってない

んですか。 

栗山英規生涯学習課図書係長 

今、申し上げました金額につきましては、電気代のみを申し上げております。 

以上です。（発言する者あり） 

光熱水費全般で申し上げますと、平成27年度は611万3,540円でございました。平成28年度

につきましては、電気代、上下水道代あわせまして644万2,000円を見込んでいるところでご

ざいます。 

そのために、今回50万円の増額補正をお願いしているものでございます。 

以上でございます。 

小石弘和委員 

じゃあ、ちょっとよくわからないですけど、この補正前の1,218万円の、ほかも入っている

わけですか。補正後が1,268万7,000円になっているんですよね、金額が。 

栗山英規生涯学習課図書係長 

記載しておりますのは需用費ですので、光熱水費のみではなく消耗品費、修繕費等も含ま

れているからの額となっております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

じゃあ、昨年の需用費も含めたものを教えていただきたいんですけど。 

栗山英規生涯学習課図書係長 

平成27年度の需用費全体の決算額につきましては、965万9,797円でございました。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

先ほどから需用費の内訳について申し上げておりましたが、事業費につきましては修繕料
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等が入りますので、年度間においてかなり増減をいたします。 

今回、補正をお願いしておりますのが、光熱水費のうちの電気料が不足するためでござい

ます。この、電気料の不足につきましては、主な要因といたしましては、平成27年度から図

書館の２階で文化財の常設展示を開始いたしました。その関係で、照明費等が増額になった

ものと思われます。 

また、昨今、ほこりや騒音による苦情等で窓の開閉を控えておりますので、そのために空

調等の費用がかさんだものというふうに考えております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

データ、ありがとうございました。 

２ページの被災幼児児童の就学補助金があるじゃないですか、支援補助金。これ、該当者

何名なのか教えていただけないでしょうか。 

柴田昌範学校教育課長 

２ページの被災幼児児童生徒就園就学関係ですけれども、小学生が小学校の場合４名、中

学生が１名ということで把握しております。 

以上です。 

下田寛委員 

これは、いつまで継続されるものかっていうのは何かあるんでしょうか。 

柴田昌範学校教育課長 

現時点での把握はできておりません。申しわけございません。 

下田寛委員 

わかりました。ありがとうございます。 

あと、６ページの、学校施設管理費の特別支援の間仕切り営繕工事費ということですが、

平成28年と平成29年での生徒の推移見込みを教えていただけないでしょうか。 

中島達也学校教育課参事兼教育相談係長兼指導主事 

まず、平成28年度、本年度が特別支援学級に在籍してしているお子さんの数が287名、全部

で61学級。来年度につきましては、現在のところ、まだ少し増減が今もあっておりますので

最終的な確定段階ではございませんが、９学級増の70学級を予想しております。児童生徒数

につきましては、現在のところ330名。 

以上です。 

下田寛委員 

間仕切りに関しては、さっき旭小学校のどこをどうするんでしたっけ。図工室でしたっけ。 
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江嵜充伸教育総務課長 

旭小学校の特別支援学級の間仕切り工事につきましては、図工室、ひと教室を３つに分割

する間仕切り工事をやる予定にしております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

ほかの学校の状況というのは、まあまあ、こういった営繕工事をしなくても対応できるよ

うな形だと思うんですけれども、何か概要を教えてもらえればと思うんですが。 

原祥雄教育総務課総務係長 

すいません、お待たせしました。 

旭小学校につきましては、特別支援学級の児童も増加をしておるんですけれども、通常学

級の児童のほうも依然として増加をしている状況です。微増ではございますけれども。 

そういったこともありまして、学級増に対応できるスペースというのが、非常にほかの学

校と比べて少なくなっております。 

今回、補正予算を要求するにあたりまして、学校のほうとも協議をいたしましたけれども、

図工室が一番適切だろうということが一つございました。 

理由といたしましては、図工室が１階にあること。そして、トイレが比較的近くにあるこ

と。保健室も近いということがございます。そのほか、旭小学校内で余裕がある、余裕があ

ると言うと語弊がございますけれども、多目的に使用しているスペースというのがございま

すが、こちらが３階にございます。 

３階には、水場とトイレがございませんでしたので、ここはちょっと使えないだろうとい

うことで、１階の図工室を３部屋に間仕切りを入れまして、図工室をその３階の多目的室に

持っていくということで整理をさせていただきました。 

以上、お答えとさせていただきます。 

すいません、ほかの学校につきましては、小学校に関しては今年度はございません。昨年

度までは、１年前には小学校のほうを２校ほどさせていただきましたけれども、今年度につ

いては、現状の通常学級を特別支援学級に切りかえるのみで大丈夫ということになっており

ます。 

下田寛委員 

わかりました。 

図工室は、空調はついているんですかね。 

原祥雄教育総務課総務係長 

旭小学校の図工室につきましては、現状空調設備は整っておりません。 
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この分につきましては、当初予算において審議のほうをお願いして、承知いただければ取

りつけのほうに入ってまいりたいというふうに思っております。 

下田寛委員 

わかりました。 

また、当初のほうも含めて質問させてもらいたいと思います。 

尼寺省悟委員 

１ページ見てみますと、国庫補助金として学校施設環境改善交付金があわせて２億円ぐら

い出てますが、これは３分の１ということ、事業費の。 

江嵜充伸教育総務課長 

補助率は３分の１でございます。 

尼寺省悟委員 

それで、一番最後の12ページ見てみますと、採択を受けたからということで、これ基本的

にはこういった、トイレとか大規模改造とかするときには、申請すれば基本的には全部採択

されると。過去においても、将来においてもというふうに考えていいのか。 

江嵜充伸教育総務課長 

補助採択につきましては、過去ついたりつかなかったり、その年々によって違ってきてお

ります。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

なぜ、ついたりつかなかったり、理由は何かわかりますか、その辺は。 

園木一博教育次長 

国の、この交付事業の採択の特徴としては、今年度２次補正で採択いただいたのが、一つ

は、まず屋内運動場が全国的に避難所として活用される。要は、災害対策の視点に注視され

て、当然、東日本でも被災あったんですけど、非構造部材の落下事故等を防止する、避難場

としてですね。 

それと、避難者が利用するトイレ等含めて、学校施設のトイレ利用っていうのが災害時の

利用等も含めてですね、そういった視点でトイレ、今回非構造部材について国の採択を受け

たと。 

その時々の、やっぱり国の文科省を中心として、学校施設、何を優先すべきかという方針

に基づいて採択される経緯等がございますので、過去で申し上げますと、普通学級の空調設

備を数年前整備した際に申請を行っておりましたけれども採択されずに整備したという経緯

もございますので、その時々の、やっぱり国の交付金事業の事業方針に大きく左右されるも
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のだというふうに認識してます。 

尼寺省悟委員 

わかりました。 

そうするとトイレの整備とか、あとやってないところあるわけですね。あるいは、体育館

とか、そういったことについても今後やっていくと。でも、今のような考え方であれば、普

通考えたらば採択されるんじゃないかと考えるのは普通なんですけど、その辺はどうですか。 

園木一博教育次長 

含めまして、当然、私どもとしては、交付金事業の採択を前提として、来年度分の事業実

施という考え方ではおりますけれども、教育委員会としては、やはりトイレ改修と非構造部

材、これは、大規模災害等の避難所として学校施設が利用されるし、利用された場合に避難

者にとって快適とまではいかないとしても、安全に利用できるような施設にすべきだという

考えのもと非構造部材、並びにトイレ改修については平成29年、30年の２カ年で事業を完了

したいと。 

ましては、国の動向としては、震災対策という視点を今持っておられますので、この時期

に、できればこの交付金採択をとって事業進めたいという考え方でいるということでござい

ます。 

尼寺省悟委員 

だから、基本的には採択は、例えばね、特別教室の空調とかそういった問題、予定をして

るけれども、そういった問題についても要請、申請は当然やっていくわけでしょう。 

園木一博教育次長 

当然、交付金事業として事業名で挙がっている部分で、本市で今後事業計画として進めて

いこうとしている事業については、常に申請等を行ってまいりたいというふうに考えていま

す。 

尼寺省悟委員 

わかりました。 

あと、３ページに災害復旧債として1,080万円が、これ減額になっていますけど、これは、

理由は。 

園木一博教育次長 

今回、資料で申し上げますと３ページの最後の行になりますけれども、当初予定しており

ました災害復旧、単独事業での災害復旧事業ということで起債の申請を行った経緯がござい

ます。 

しかしながら、先般からその被災原因等含めて、最終的には、調理エリアについては一部



 - 55 - 

その補修を行いましたけれども、エントランス、２階側ですね。ランチルーム含めて、現場

保存をするということで復旧工事を行っておりません。 

被災の原因特定のための検証委員会を立ち上げたりもしておりますけれども、そういった

ことから、当初予定した事業内容と大きく変わってきているということで、これで起債をし

て、借り入れを行うというのは適正ではないという判断のもと、今回この分については減額

をさせていただいたと。 

尼寺省悟委員 

その判断というのは、こちらで、当然国のほうと相談とか――以前の一般質問で、これに

ついては国のほうと協議してどうのこうのと言われとったけれども、その結果なのか。そう

ではなくて、もうこれは話しても同じだと。話するまでも、相談する必要もないという判断

でしたのか、どっちですか。 

園木一博教育次長 

当然、この災害復旧債を活用するにおいては、原形復旧というのが最低条件になります。 

ただ、今回工事については、当然、原形復旧できてない箇所が存在しますので、そういっ

た意味から災害復旧債を活用するというのは困難であろうという私どもの判断のもとで、減

額をさせていただいたということでございます。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

小石弘和委員 

10ページですけどね、10ページの埋蔵文化財調査受託費の中で、これ、汲み取りを行わな

ければならない、トイレですかね。これ何箇所あるんですか。 

そして、もしよかったら場所、どこに設置してあるのかなと。 

久山高史生涯学習課文化財係長 

発掘調査の現場内に簡易トイレを置く場合がございまして、そこでの汲み取り料というこ

とで計算しております。 

ただ、実際の発掘調査においては、相手の業者さんのほうが用意されている場合もござい

ますので、そういった場合はこういった形で減額できる場合もあるということです。 

以上です。（発言する者あり） 

場所は、ですから今年度に関して言えば１カ所ありまして、京町遺跡でございます。本鳥

栖町の京町遺跡、マンションの増築用地でございます。 

松隈清之委員 

２ページの県支出金の、先ほどちょっとありましたけど、被災幼児児童生徒就園就学支援

補助金と、並びに中学校費のそれぞれで、これ減額理由をもう一度教えていただけますか。 

柴田昌範学校教育課長 
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現時点で、ちょっと説明する資料ございませんので、また後ほど用意したいと思っており

ますが、減額の主な理由として考えられるのは、被災児童生徒数が少なかったというところ

で減額されたのではないかなと思っておりますが、また調べたいと思います。 

松隈清之委員 

そうなのか、要は、これ歳入ですよね。だったら、歳出のほうで何か減額されているかっ

ちゅうと、わからんのですよ。ちょっと見当たらない。 

だとするとね、単に補助率が減らされたのか、とかっていうのを知りたいんで、教えてく

ださい。 

それでは次に行きますが、先ほども、ちょっとありました間仕切り云々、要は特別支援学

級の話なんですけど。よく言われる、対象児童がふえとるというような話もありますが、実

際、今後もふえ続けるという認識であるとすると、全体的に児童数が減ってきてバランスが

とれればいいんだけど、そうでなければスペースが足りないということに、今回もね、旭小

はちょっと厳しかったんだろうと思うんですけど、なってくると思うんですよね。 

だから、そこら辺の見込みはどうなんですかね。 

柴田昌範学校教育課長 

非常に難しい質問なんですけれども、年々、確かにふえている状況にあるっていうところ

からすると、もうことしはふえないのかなと思っておりましたらまた今回も、先ほど言いま

したような数字で増加が見込まれているということ。それから、特別支援学校のお子さんが

こちらに流れて、向こうは減っているのかっていうとそうではなくて、中原特別支援学校本

校についても、もう教室が足りない状況であると。 

また、田代小学校に併設されております鳥栖田代分校も、もう教室が足りない。田代小に

どこか場所を貸していただけないだろうかというふうな御相談もあっているんですが、うち

としても、もう田代小で空いているスペースがないということで、特別支援学校自体もかな

りパンクした状態になってきております。 

今後の見通しとして、これ以上ふえていくのかっていうことについては、まあ、何ともお

答えが難しいんですが、この３月に来ても、この段階でまだ特別支援学級に入りたいという

ふうなお子さんも若干名いるような状態ですので、来年度以降も微増が見込まれるのではな

いかなっていうふうなことを予想はできるところであります。 

天野昌明教育長 

先ほどから説明があってますように、非常に、昨年は13学級増でした。今回は、10ないし

９学級っていうようなことになって、子供たちも約30人から40人、毎年今ずうっとふえてき

てます。 
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そういうようなことを含めると、児童数、生徒数は普通の児童数、一般の子供たちはそん

なにふえているかというとそうでもない。しかし、その率的に見るとこの特別支援教育に係

る子供たちはふえているので、これはやっぱり、私は、予想では非常にふえていくだろうと

思ってます。率的にですね。 

そして、一つその大きな要因は、例えば旭小は今度10学級になるんですけれども――やっ

ぱすごいですよね、これは、はっきり言って。その理由は、御存じだと思いますけど、旭地

区にある幼稚園、保育園が特別支援学級、そういうような子供たちを受けて、そして指導し

て、それでその幼稚園からどこに行くかというと旭小学校に行くということで、旭小学校は

そういうふうなちょっと特異な、そういう体制といいますか、幼稚園、保育園の体制を組ん

でいるということも含めてふえている状況です。 

しかし、やっぱり来年は、この資料を見ますと、来年鳥栖北小が９、そして旭小が10、弥

生が丘小学校は８ないし９学級というところでふえてますので、普通学級のほうが減るとそ

こを使えるんですけれども、教室として使えるんですけれども、今回の旭小のような場合は、

図工室あたりを間仕切って使わざるを得ないという状況になってます。 

それで、この特別支援学級の児童というのが、もう一つは、非常に鳥栖市のほうは特別支

援教育について理解もあるし、もう親のほうも進んで入りたいというような希望もあって、

そういうところもありますので、やっぱり将来的にはふえていくだろうし、その対応をしっ

かりこれから見ていく必要があるだろうというふうに思ってます。 

以上です。 

園木一博教育次長 

すいません、１点、数字的なもので補足をさせてもらいますけれども、小学校の児童生徒

の中で、特別支援学級に入級する児童生徒数の割合というのが、平成24年度で小学校で2.47％

だったものが、平成29年度見込みでいきますと5.49％。 

要は、単純に率だけでいきますと倍増しているような状況でございまして、これ中学校に

ついても、中学校が1.73だったのが3.23％と。小中平均でいくと2.1が4.36％というように、

やはり特別支援学級に在籍する児童生徒の割合というのがふえてきている傾向。これはグラ

フで見ますと年次的にふえてきている、比率的にはふえてますので、今後もこの比率という

のは一定伸びてくるのかなという。 

ただ、普通学級に在籍する子供たちというのは、おおむね、弥生小でも一定ピークが超え

たという状況にございますので、微増ではございますけれども、どうしても特別支援学級在

籍の子供たちの比率というのはふえてきているという状況は今後も続くんではなかろうかと

いう予想をしているところです。 
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松隈清之委員 

ここ近年の伸び、その倍増しているっていうのについては、例えば、一つは、そういう理

解が進んで、いわゆる普通の、一般の教室に入れてたようなケースでも、特別支援学級のほ

うに進んで入れられる方が出てきて、ふえているのもあると思うんですよね。だから、一概

にとは言えないけれども、ただ県内で見ても、ね。あっちが減って、こっちがふえていると

いうわけでもないとすると、やはりある程度ふえていくっていうことも想定せないかんと思

うわけですよ。 

それで、もう一歩、もちろん担当部署ではないんだけれども、市としてはね、やっぱり今

後も人口増を図っていかないかんわけですよね、まちづくりとしては。いろんな今後も開発

だったり、再開発だったり進めていくと、やはり人口減る前提では考えるべきじゃないんで

すね、市としては。 

そうするとね、やはりそういうスペースが出て、必要であるっていうのは、今後じゃあ普

通の教室が減ってくるだろうという見込みでは、また多分いかんので。じゃあ、そこは逆に、

市としては、まちづくりとしては、人口ふやしていくということ考えれば子供もふえていか

ないかんわけだから。そうすると、スペース自体が結構厳しくなるなっていうのを考えない

かんと思うわけですよ。 

それで、そういう、ちょっと気になるというか、そういう支援、指導が必要だっていうお

子さんの把握っていうのは、やっぱり幼稚園とか保育園でされつつあるじゃないですか。そ

この情報共有も多分されていると思うんですけど、だから、それこそね、１歳児、２歳児じ

ゃなかなか見分けづらいところはあるにしても、３歳児ぐらいから大体、少しずつわかって

くると、若干何年か前ぐらいから、一、二年ぐらい前にはある程度、今後入ってこられるだ

ろうなっていう数の補足が、100％ではないにしてもできるのかなと思うんで、ここ数年の動

きにしても、やっぱ今回も旭小は結構厳しかったっていうことでいくとね、いずれこれ、教

室ないよと。 

それこそ、小人数学級見直して、ね。また40人にして教室つくらないかんよとかっていう

話になんのか。じゃあ、どっかにプレハブでもいいからスペースをつくるのかっていう選択

をせないかんようになるんじゃないかなあと思うんですよね。 

だから、予算は予算で別に、これはこれでいいんだけれども、この動きを見ると少し先の

ことも考えた手をそろそろ考えとかんと。恐らく、もう本当に、単純にね、何クラスふえま

したっていうのは、この手の教室の場合はあんまり……、必ずしも同じじゃないじゃないで

すか。１人で１クラスのところもあれば、３人で１クラス取れるところもあるんで。 

予測はなかなかしづらいと思うんですけど、ただ、いずれにしてもそういうスペースが今
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後も必要になってくるということを考えると早目に予算の見込みとかね。いや、もうこれ場

所とか。じゃあ、敷地内に、どっかにじゃプレハブも含めて考えないかんねとかっていうの

も考えとかんと、いや、もういっぱいいっぱいで入らんよと。もう、すぐになる可能性あり

ますよね、もしかしたら、平成30年度にも。 

だから、ちょっと準備をしとかれたほうがいいのかなあと思います。 

小石弘和委員 

ちょっと、関連ですけど。 

今、特別支援学級と、私、近年学びの教室ってちょっとお聞きしたんですけど、どんな違

いがあるんですかね。ちょっとその点をお伺いしたいと思います。 

中島達也学校教育課参事兼教育相談係長兼指導主事 

市内の学校、今、委員御指摘のように特別支援学級と通級指導教室という形で、学びの教

室と言葉の教室というのがございます。２種類ですね。 

学びの教室につきましては、例えば、特別支援学級につきましては、障害種別に知的障害

のクラス。自閉、情緒、障害のクラス。それから病弱のクラス。それから肢体不自由のクラ

ス。難聴、弱視のクラスということで分かれております。 

特に、例えば、自閉、情緒クラスにつきましては、自閉症スペクトラムとか、そういう診

断をお持ちのお子さんが大体入級をされております。これは、発達障害の中には、学習障害

ということで、読みの部分が苦手のお子さんとか、書きの部分が苦手なお子さんとかそうい

ったお子さん方もいらっしゃいます。そういう、学習障害をお持ちのお子さん方を対象に学

びの教室というところを設置しているところです。 

障害が、語弊があるかもしれませんが、やはり障害的に重いお子さんについては特別支援

学校に行かれて、次の段階として特別支援学級、それから通級指導教室という考え方のほう

がわかりやすいかなと思います。 

柴田昌範学校教育課長 

若干補足ですけれども、特別支援学級につきましては、自分の学校に在籍する、そういっ

た障害をお持ちのお子さんがそこの特別支援学級に行くんですけれども、通級教室について

は――「通う、学級の級」と書くんですが――先ほど申しましたように言葉の教室と、先ほ

ど言われました学びの教室。学びの教室につきましてはＬＤ――学習障害ですね。それとＡ

ＤＨＤといって多動性の子供、そういったお子さんたちが、言葉が落ちているからとか、あ

るいは、コミュニケーションが苦手とか、落ちついて学習できないとか、そういったいろん

な特性をお持ちのお子さんが専門の先生につきまして、通級するということで週１回、例え

ば田代小には通級ありませんので、田代小から若葉小に行くとか、そういったことで、週に
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１時間から２時間そこの教室に行って学ぶといったことで通級という制度が始まっておりま

す。 

非常に需要が高くて、今待機の子供たちがたくさんいるという状況で、今、鳥栖小学校に

ＬＤ、ＡＤＨＤの学級が２学級。そして、鳥栖北小学校に言葉の教室が１学級、そして若葉

小に言葉の教室が１学級あるんですけれども、今回、平成29年度につきましては、非常に小

学校の需要が高いということで、若葉小学校に通級のＬＤ、ＡＤＨＤですね。学びの教室を

１学級増ということで考えております。 

また、中学校が、今、通級指導教室がないんですけれども、中学校についても今後県のほ

うに加配要求をいたしまして、ぜひ通級を設置したいなと考えております。これが、今、国

の加配事業で設置されてるんですよ。 

いわゆる、定数制で設けてあるわけじゃなくて、教員の加配があったところに置かれてい

るような状態なんですけれども、それでは、ちょっとまずいだろうというふうに国の動向も

なってまいりまして、今後、定数制に10年ぐらいかけて移行していくというふうな情報が入

ってきているところです。 

小石弘和委員 

じゃあ、今、１学級どのくらいいらっしゃるんですかね。 

柴田昌範学校教育課長 

15人から、下手すると20人近く、コマ数が足りない関係で同じような、例えばコミュニケ

ーションが、２人が苦手なので一緒にコミュニケーションを学ぶとか。言葉についても、言

葉が苦手な時間をあわせてとかですね。そういったことでグループ学習等も取り入れながら、

鳥栖小学校は、いわゆる小学校は45分の６コマなんですけれども、それでは足りないという

ことで７コマの授業を組んで、工夫して子供たちを受け入れているというふうな状況です。

（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

尼寺省悟委員 

別の質問です。 

４ページに、被災検証支援委託料なんですけど、これは前も聞いたと思うんだけど、最初、

今後のこのスケジュールっていうんか、ちょっと。 

原祥雄教育総務課総務係長 

学校給食センター被災検証委員会の現地調査支援業務に関しまして、今後の予定をという

ことで簡単に御説明をさせていただきます。 

これまで第１回、第２回と検証委員会のほうを開催いたしてしていきました。２月５日、

そして３月１日のほうで開催をいたしましたけれども、今後といたしましては、今月の３月
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31日金曜日、14時から現地調査、検証委員の現地調査を行う予定というふうにしております。 

これは、給食センター内の調理エリアの部分を３月31日に調査をするということで予定を

しております。４月に入りまして、４月11日の日に非調理エリアですね、これエントランス

ホールとランチルームの調査、検証委員さんの調査ということで予定をしております。 

その後、４月下旬から５月下旬にかけまして、３回程度の検証委員会のほうを予定いたし

ております。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

それで、会議の公開っちゅうか、中身の問題として、当初は検証委員の名前すらいろいろ

複雑な問題があって、いろんな絡みがあってそれを防ぐということであったけれども、結果

的にそれは公開したし、会議の公開についても議事録はホームページに出たんかな。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

出るとかいうふうなことなんで、そこまで、かなり執行部としてはその辺心配されて、そ

ういった措置をとったっちゅうことは理解できますけれども、そういった形で公開とかやっ

てるということだからね、今後の問題として、この検証委員会について、ほかの委員会もそ

うだと思うんやけど、公開するとか、そういったところの考えというのはやっぱり今までど

おりいくと。 

そして、あとで、いろいろ中身について精査っちゅうんか、いろいろ検討して、その結果

について議事録という形で公開していくという方法、その辺は。 

園木一博教育次長 

尼寺委員から御指摘ありましたように、既にホームページで、教育のカテゴリーから入っ

ていただいて、検証委員会でページはもう、既にアップをさせていただいております。この

中に、委員さんの名簿等も記載をさせていただいております。ただ、審議内容の詳細な議事

録というのは、やはりちょっと控えたいというのはこの委員会の中の決定事項でもございま

した。 

ただ、どういった審議をしたのかというのを一切公開しないっていうのはやはりまずいだ

ろうということでですね、審議の概要ということで、審議された概要項目だけはホームペー

ジ上でアップしようということで、実は、もうホームページのほう、前回の１回目の会議の

ほうは上げさせていただいております。 

ただ、審議内容については、１回目については現状報告をし、現場で見れる範囲だけ現地

を確認されて、今後の進め方も含めて意見交換をされたのが主な会議の内容でございました

ので、委員からの主だった意見は特段ないということで掲示はしております。 
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２回目を前回行いましたけれども、３月１日、佐賀市のほうで、これは審議内容について

は、主に今度春休みで実施します現地調査、これの具体的な方法。どういう場所をどういう

ふうな形で準備をして、先生たちに見てもらうような環境を用意すればいいのかというよう

なことを主に御議論いただいてます。 

これについては、今、議事概要について、ホームページ上では作成中としております。 

審議内容等を委員さん等にまず確認をいただいて、掲載内容の案文をつくりまして、御了

解いただいた内容をホームページに公開しようというふうに考えております。 

それと、もう１点あわせて申し上げますと、今、一応委員さんの現地調査の日程は決定を

いたしております。 

今後、支援事業のコンサル発注も早急に準備を、春休みに環境を用意する必要がございま

すので、当然、その現地の足場の準備とか、それと現地の委員さんの調査のお手伝い。それ

と、委員さんのほうから一部、要は施工図あたりを起こしてほしいというような箇所の指摘

もあっておりますので、そういった具体的な協議も入りながら、最終日程調整はさせていた

だきますけれども、現地については、議会のほうにも、再度、天井が見れる状況の環境がで

きたら見ていただくようなことも考えさせていただくというお話をさせていただいておりま

した。 

実は、委員会最後の総括後に、この報告とあわせて、日程の御相談をさせてもらおうとい

うふうに考えておりました。日程的に申し上げますと、３月31日午後から委員さんの現地調

査を予定していますが、時間の都合でいきますと、その31日の午前10時から時間が確保でき

るとなればそこなのかなと。 

それと、４月については、委員さんの調査後の13日、または14日あたりで見ていただくと

いう形でどうだろうかという御相談をさせてもらうつもりにしておりましたし、できました

ら委員会のほうで、委員会現地調査ということで、一つ私どもがちょっと気にしているのは

マスコミの対応等ですね。それと、恐らく所属委員会以外の議員さんでも現地をちょっと見

てみたい、というふうなお話もあるのかなというのを気にしておりましたので、そこは、で

きたら委員長から委員会の中でですね、御判断をいただくようなことでお願いできませんで

しょうかという御相談をさせてもらう予定で考えておりました。 

ちょっと長くなりましたけど、以上です。 

尼寺省悟委員 

最終的な結論が、８月って言われたかな。最終的な結論は、結果は。（「一応５月末、５月

でお願いできればと」と呼ぶ者あり）５月末。 

はい、よかです。 
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松隈清之委員 

関連してなんですけど、今のその調査、被災検証の調査なんですが、今、５月末っていう

お話ありましたけれども、今後ね、じゃ検証しましたと。 

さっき、国の減額、何でしたっけ。災害復旧費の減額とかもありましたよね。 

要は、検証しましたと、今後どうするかっていうことは、ある程度方向性としては持って

おられるんですよね。 

園木一博教育次長 

大きく、その報告にあたって２点あるというふうに認識をしておりまして、まず、春休み

に現地調査をしていただきます。 

その現地調査の調査結果っていうのを一つ取りまとめていただきたいというふうに考えて

おります。これは、技術的な視点も含めてですね。技術的な視点を含めてどういうふうにな

ったのが原因だろうと。 

特定ができるかどうかっていうのは、今後の現地調査によろうかと思いますけれども。そ

れと合わせ、最終報告の目標として５月末ぐらいにまとめていただきたいというお考えを委

員会のほうにはお示しいたしておりますけれども、被災原因を含めて、現地調査結果を踏ま

えた上で、じゃ原因がどこにあったのか。それらによって、例えば関係者にとってどういっ

た責任度合い等含めて出てくるのか。 

こういったものを最終報告の中で取りまとめていただきたいというふうに考えておりまし

て、その取りまとめていただいた最終報告書を提出いただいた後、それを受けて市が判断す

べきことというふうな認識で考えております。 

当然、そこに何らかの関係者の責任というものが出てきて、それが何らかの法的な対応も

含めて必要だというようなことになれば、それも踏まえて市の判断としてどういうふうな行

動を起こすのかというような、最終的にそこは市が判断すべきもんだというふうに認識して

います。 

松隈清之委員 

委員の中には弁護士さんとかも入られてますんで、当然そこまで多分考えておられるんだ

ろうなと思うんですよね。 

そうなるとね、やはり先ほど情報公開の話もありましたけど、いろんな、今後ケースが考

えられるんですよね。そうなったときには、やはり最終報告書自体も含めてね、情報の取り

扱いっていうのは若干慎重にならざるを得んのかなと。一定、整理がつけばね、そのあと公

開するのは結構だと思うんですけど。 

いろんなことが想定される以上は、その取り扱いは途中経過も含めて、最終報告も含めて、
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やっぱり注意が必要なのかなあと思いますんで、御意見だけ言っておきます。 

古賀和仁委員長 

ほかに。（「先ほどの、もし、よろしければ答弁ができてない分、ありましたのでお答えを」

と呼ぶ者あり） 

豊増秀文学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長 

すいません、先ほど答弁できておりませんでした財産売払収入の関係の内容でございます。 

これにつきましては、年度当初に、月当たり段ボールを５キロ程度、ペットボトル100本程

度、スチール缶等120缶程度ということで業者のほうに買い上げ価格を入札していただくと。

それで、高い業者と契約して、月々持っていっていただくというようなことで契約している

ところでございますので、最終的にどの段ボールが何キロというようなことではちょっと把

握してないとこでございます。 

以上です。 

小石弘和委員 

それはおかしいよ。 

そんな、要するに売り払い収入なんてん、おかしいですよ、ね。ざっとしとるやないです

か。 

こういうふうなね、売り払いをしたらいかんですよ。 

年間幾ら、きちっとね、入札。要するに入札、落札したところどこですか、これは。 

豊増秀文学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長 

有限会社のウラカワさんというところでございます。 

以上です。 

小石弘和委員 

ちょっと、これ納得できないですよ。 

じゃあですね、給食センターの開設が平成25年度から始まってますから、平成25年度と26

年度と27年度、時期的に、要するに段ボールがなんぼ、ね。スチール缶が何キロ、出してく

ださいよ。そして、要するに売り払い収入が幾らやったと。 

月ごとのそういうふうな入札の仕方も、私は非常にね、いかんと思いますよ。 

園木一博教育次長 

すいません、御指摘あった部分については、早急にちょっと内容等確認し、過去の資料等

含めて整理をさせていただいたあとで報告ということでお願いをしたいと思いますけれども、

よろしゅうございますか。 

小石弘和委員 
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ペーパーで出してください。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

先ほど、松隈委員のほうから指摘がありました、２ページ目の被災幼児児童生徒就園就学

支援補助金の内訳でございますけれども、小学校のほうが４名、中学校のほうが１名という

ことで、当初予算を組んでおりました。 

ところが、認定作業の結果１名が認定から外れ、もう１名は転出により対象から外れたと

いうことで、それに伴いまして減額のほうを行っております。 

また、歳出のほうでございますけれども、６ページの中ほどから下、教育振興費、扶助費

の10万4,000円、この中のほうで減額をいたしているところでございます。 

以上です。 

松隈清之委員 

４名１名のは、減って４名１名ということですか。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

小学校が４名から、実は、対象者が平成28年度見込みでは３名減って１名というふうにな

っております。これによりまして減額ということをさせていただいているところでございま

す。 

以上です。 

松隈清之委員 

４名だったけど、対象から外れて３名になったっていう、小学校費に関してはそういうこ

とでいいですか。 

金額的にね、ちょっとどういう支援なのかよくわからんけど、半分以下なんですよね。だ

けん、例えば４名が２名とかって言われるとわかるけど、４名が３名でも――支援内容がよ

くわからんけど、これはあくまで県の補助金なんでね、どういう率で出てるのかわからんけ

ど。４名が３名になったってことですか。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

そのとおりです。 

厳密に申し上げますと、１名分の減というのは中学生になります。（発言する者あり） 

古賀和仁委員長 

暫時休憩します。 

           

  午後２時26分休憩 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後２時35分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

答弁を求めます。 

園木一博教育次長 

先ほどの被災児童の、国の交付金の減額等について、今詳細に数字を確認させております

けれども、資料としてまとめさせていただいて、申しわけございませんけれども、後日改め

て提出をさせていただくということでお願いしたいと思いますけれども、よろしくお願いい

たします。 

古賀和仁委員長 

それでは、ただいまの御答弁のとおり、後ほど提出ということでようございますか。 

ほかに。 

下田寛委員 

ちょっと聞いておかなければいけないなと思っているのが、なかよし会の件なんですけれ

ども、９ページの、減額の575万5,000円についてもう少し詳細に教えていただけないかなと

思っております。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

９ページの負担金、補助及び交付金の放課後児童クラブが鳥栖市内には、なかよし会と、

現在アフタースクールあいあいという民間の事業所がございます。それぞれ運営する放課後

児童クラブ運営協議会と、それから和貴福祉会のほうに運営補助金として支出をしておりま

すけれども、こちらのほうが、なかよし会を運営いたします鳥栖市放課後児童クラブ運営協

議会、こちらの運営費として今回事業費が減額となりました。 

その内訳としては、収入が利用料でございますけれども、当初の予算よりも1,000万円ほど

減額の見込みでございます。また、支出ですが、こちらのほうが1,630万円程度の減額という

ことで、こちらをあわせまして568万円程度の補助金の減額をさせていただいているところで

ございます。 

また、和貴福祉会のほうへの補助金でございますが、こちらにつきましても、今回、決算

見込みで補正をしておりますが、こちらについては、国のほうが示されております補助の単

価、補助の基本額が、単価の変更がございまして、こちらについては10万8,000円の増額を見
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込んでおります。 

このことから、今回の補助金についての減額をさせていただいているところでございます。 

以上です。 

下田寛委員 

これ、人件費とかはどうなっているんでしょうか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

まず、支出の分の、今回決算見込みでの減額については、放課後児童クラブ運営協議会の

ほうについての人件費が、ほぼこの減額の主な内容になっております。 

特に、指導員の給与、賃金でございますけれども、こちらのほうが、当初、常勤の指導員

で予定しておりました人数よりも大幅に常勤の指導員が確保できなかったということと、あ

わせて常勤の指導員で配置すべきところを非常勤、代替の指導員で配置したということで、

常勤指導員と代替指導員の賃金の差額の分も減額の要因となっております。 

以上です。 

下田寛委員 

これ、人数は出ますか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

当初、常勤指導員53名の配置で試算をしておりました。実質は、常勤指導員が１年間で変

動がございますけれども、大体40名程度確保し常勤指導員が働いておりますけれども、実際

に、１日当たり常勤の指導員、それから代替の指導員あわせて大体四十七、八名で運営をし

ておりますので、当初の予定よりも若干少なめの人数、あるいは単価が少ないという形でご

ざいます。 

以上です。 

下田寛委員 

じゃあ、すいません、これに伴ってなかよし会もいわゆる待機児童みたいな子たちもいる

わけですよね。 

大体何人ぐらいになる、なったんでしょうか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

平成28年度、当初は通常期、また長期とそれぞれ待機児童数が違いますけれども、通常期

においては４年生以上の方が待機ということでございました。人数についてが……。平成28

年度の状況で、よろしいんでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

平成28年度について、直近の待機児童数でございますけれども、３月１日現在で、通常期

については、いわゆる学校があっているときについてはゼロでございます。そして、長期に
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ついてが、２つの学校であわせて15名の待機児童数になっております。 

以上です。 

下田寛委員 

じゃあ、さっきの４年生以上っていうのは、全部長期の子たちと考えていいんですかね。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

申しわけありません、説明が不足しておりました。 

年度当初が、４年生以上が中心の待機児童数でございまして、先ほど申し上げた待機児童

の長期の15名については、これは１年生からも学校によっては含まれております。 

下田寛委員 

すいません、さっき待機の子がいるということだったんですけど、当初で何人いて、３月

１日時点でゼロだそうですが、もともと何人ぐらいいたのか、行きたいっていう子が何人い

たのかっていうのは。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

平成28年度、当初の入会において、通常期の待機児童が24名、それから長期においては待

機児童が117名でございました。 

内訳といたしましては、通常期について４年生が21名、５年生が３名、６年生は、そのと

きはいませんでした。それで、トータルで24人。 

長期につきましては、４年生が100名、５年生が15名、６年生が２名、トータルで117名と

いう状況でございました。それで、この長期について、特に、夏休みを過ぎたあたりから入

会者が減ってきまして、退会される方が多くなりまして、その都度定数に余裕が出てきたと

ころについては、この待機者のほうに御案内を差し上げているところですけれども、高学年

の方を中心に、その時点で入会を辞退される方も大変多ございます。 

それで、随時、利用申し込みも受け付けておりますので、その中で、新たに１年生、２年

生、３年生と低学年の方も御利用をお待ちいただいている方もいらっしゃいます。 

そういう変動があって、現在の待機者数というのが長期の15名という現状でございます。 

以上です。 

下田寛委員 

これ、来年以降対策っていうのは、また当初予算になってくるんでしょうけれども、この

４年生100人というの、なかなか多いと思うんですよ。 

ここは、どう執行部として捉えていらっしゃるのかお伺いしたいんですが。 

園木一博教育次長 

実はこれ、一般質問でもいただきまして御答弁も差し上げたんですけれども、子ども・子
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育て支援制度を立ち上げる前の児童福祉法の法要件から申し上げますと、学童保育対象事業

の対象者が10歳未満、要は、小学３年生までということで、従前からずっと事業を進めてき

た経緯がございます。 

ただ、法改正によって、小学校に在学する子供全てが事業の対象になったというのとあわ

せて、これの事業の実施主体は市町村だということで、要件として、これは市町村事業とい

う形で位置づけもされてきております。 

それで、やはり働いていただく指導員さんの確保――施設要件としては、面積要件が基準

でございますので、その面積要件で定数をつくっていきますと一定の定数確保ができるんで

すけど、やはり指導員、保育所と非常に似た状況ではございますけれども、見ていただく指

導員の確保が、やはり事業の、待機児童解消の全てと言っても過言ではないのかなっていう

気がいたします。 

これまで、要は働いていただく指導員さんの賃金単価の見直し等も行ってきた経緯がござ

いますけれども、処遇改善も含めて、今後見直し、また、もう一つは保育所の、要は、要員

確保の対策等も国のほうで動いているような状況もございます。一つは、国の動向を少し見

据えたところでの判断が必要だと思いますけれども、今の運営の形態も含めて平成29年度の

中で一定整理をして、やはり５年間の待機児童解消という子ども・子育て支援計画の計画等

もございますので、供給を確保するという視点で、要因にも含めたところで計画をしっかり

練りながら、今後の体制づくりをしていく必要があるというふうに認識をいたしているとこ

ろです。 

下田寛委員 

あと、そこ含めて、ちょっとそれちゃうかもしれないんですけど、お伺いしたいのが、こ

れ、なかよし会は、特別支援に通う子たちも普通に来てるわけですよね。 

ちょっと確認なんですけど。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

そのとおりでございます。 

下田寛委員 

それで、もし何か問題が起こったときに、誰が責任をとるのかってなったら、これなかよ

し会のその職員の方がとるわけですよね。違うんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

問題というのが、どういう問題なのかにもよるかと思いますけれども、お預かりしている

中で、例えばけがをしたりとか、そういう場合について指導員として重大な過失があったり

とかする場合は、当然、そういった責任というのはかかってくるものだと思いますけれども、
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例えば、子供同士の遊びの中でのけがというのもよくありますし、そういった場合は保険の

中で医療費の負担等はさせていただいているところでございます。 

以上です。 

下田寛委員 

というのが、恐らく議論がそういう方向になってくることも想定できるかなと思うんです

よ。 

うちの子は、そういう配慮が必要なのに配慮ができてないじゃないかと。それは指導が悪

いんだと。誰が責任持つんだと。なかよし会の職員が、そういった特別支援に配慮ができな

いのに何でいるんだとかいう話も、想定できると思うんですよね。 

そうなったときを考えると、学校とのかかわりとか専門性とかいう話も、もしかしたらな

ってくることも考えられると思うんですよね。それが、僕の中でちょっと怖くて、懸念され

ることで。 

だから、そうなると、じゃあ学校として、なかよし会もどう巻き込んで運営していくのか

っていう話にもなるでしょうから。学校は学校、なかよし会はなかよし会じゃ当然違う、プ

ラスアルファの話になってくると思いますんで、その辺も、ちょっと今後検討いただければ

と、お願いします。 

園木一博教育次長 

確かに、御指摘のとおり任意の組織団体で今運営しているような状況です。 

先ほどちょっと触れましたけれども、子ども・子育て支援制度の創設に合わせ、また法改

正に合わせて放課後児童健全育成事業自体が市町村の事業という位置づけがなされてきてお

ります。これまで、その中で、じゃ運営主体をどうするのかっていう議論を重ねてきた経緯

もございます。責任体制を明確にするというのも含めて、方針としては直営化にしていくべ

きだろうという方向性を見出しまして、ただ準備期間もある程度必要ございますので、ここ

２年ぐらい準備期間をいただいて直営で放課後健全育成事業を進めると。 

また、民間の社会福祉法人等で運営される放課後児童クラブ等についても支援を行ってい

くというなことの整理が必要だろうというようなことで、議論を平成29年度は特にですね、

集中的にそこの整理をやっていこうということで方向性としては今持ち合わせておりますの

で、その方向での議論を深めていきたいというふうに考えております。 

松隈清之委員 

ちょっと関連して、今の問題でまず３月１日時点で、通常期の待機児童はゼロだというお

答えいただきましたけれども、これは、年度当初はニーズがあるけど後半になると少なくな

ってきて、今はいない。むしろ、空きがあると理解していいんですか。 
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佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

まず、空きがあるところもございます。それで、なおかつ定数以上というか、能力よりも

多く受け入れているところもございます。 

ただ、だんだん夏を過ぎて減っていく要因としては、特に高学年でございますけれども、

新年度については、利用申し込みをしていたけれども、夏休みを過ぎて必要性がだんだん薄

れてきたということで申し込みを辞退するということが多ございます。 

ただ、低学年も随時、先ほどから申し上げておりますように申し込みを受け付けておりま

すが、低学年については、随時御案内をしている方についてそれぞれ入会をしていただいて

いるところでごさいます。 

以上です。 

松隈清之委員 

これ、例えば、平成29年度当初では、多分、もう申し込みとかっていうのもあるんだろう

と思うんですけど、今の状況の中で、当初で待機は出る予定があるんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

平成29年度のお申し込み状況等については、通年で671人の申し込みがありまして、その中

で入会者が644人。27人の待機がでております。特に、４年生以上の待機者ということになっ

ております。 

また、長期休暇中の利用につきましては、905人の申請者数に対し810人の入会決定をいた

しまして、95人の待機児童ということで、これも４年生以上の待機児童ということになって

おります。 

以上です。 

松隈清之委員 

ということは、やはりある程度は対処をせないかんということですよね。この収入減とい

うのが、要は、ニーズがなくて収入減は別に構わないんですよね。それはもう仕方ないんだ

から、ニーズがなければね。 

ただ、やはり言われるように、指導員がいなくて受け入れられなくて、結果として収入減

になってるとなれば、やはり頑張らないといけないのかなっていうふうに思うんですよ。支

出に関しては、もちろん人件費相当分は、当然雇わなければ支出も減るんですけど、それ以

外って多分そんなに変わらないじゃないですか。子供の数が少々ふえようと、減ろうとね。 

だから、やはり、別にいっぱい、ニーズもないのに空いてるからいっぱい人集めろってい

うもんでは決してないけれども、どうしても保育園の延長と考えるとね、やっぱり親の不安

を少しでも軽減しようと思えば、そういう受け入れ先としては準備をしないといけないんで、
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引き続き指導員確保に努力してくださいとしか言いようがないんですけどね。 

いずれにしても、年度間で、前聞いたときは、多分夏休み過ぎるとニーズが減るみたいな

話も御答弁であったんで、であれば少なくとも、夏休みの短期だけでもどうにか人をね、お

願いできるようなアイデアを考えていただければなと思います。 

以上です。 

久保山博幸委員 

８ページの、学校事務管理費の報償費の中で理化学研究所のお話があったんですが、その

実施状況っていうのを知りたいんですが。 

満遍なく、市内全校区まで行き渡っているのか、その辺の状況を教えていただきたいと思

います。 

柴田昌範学校教育課長 

理化学研究所の方に来ていただきまして、理科の講演会をしているということは今回の一

般質問の答弁の中にも入ってたかと思いますが、ここ数年、市内全４中学校に向けて実施し

ております。 

今年度、１名減となったところは、香楠中と鳥栖高校にも行ってたんですよね、昨年度ま

で。理科の校長先生ということもあったと思うんですけれども。ただ、鳥栖高校、香楠中学

校が非常にスケジュール的に入れるのが難しいと。 

鳥栖市のほうで、香楠中と鳥栖高の分を持っていたわけではなくて、向こうは向こうで払

っていただいていたんですけれども、その２校が外れたことによって１名少なくスケジュー

ル的に入るようになったので、今回３名で賄えたということで、１名分の減額となっており

ます。 

私が来てからは、理化学研究所の分は毎年実施している状況です。何年ぐらい前から始ま

ったかっていうのはちょっと。（「５年前」と呼ぶ者あり）５年前ですかね。 

最初は、もう鳥栖高校だけであっていたというふうに記憶しておりますが、市内の全中学

校でやっております。 

また、小学校については、Ｍ＆Ｍ研究所というところの久留米高専の先生とか、佐賀大学

の先生とかですね。その辺の先生たちが小学生に対して、体育館で雷の実験とか、さまざま

な金属を持ってきて特性を教えていただいたりということで、理化学に興味を持つような取

り組みということで、市内の小中学生に向けてそういった講演を今やっている状況です。 

久保山博幸委員 

そうすると、例えば中学校３年間の場合は、３回ぐらいチャンスはあるんですか。 

柴田昌範学校教育課長 
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内容的にも難しいという面もありまして、中三のみに実施しているので、中学校にいる間

に１回ということで、この前、理化学研究所で新しい元素記号を発見された九大の森田先生、

あのあたりの先生もおととしぐらい鳥栖に来ていただいて、子供たちに元素記号表を配って

お話をしていただきました。（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

古賀和仁委員長 

このほかにございますか。 

質疑を終わります。 

以上で、教育委員会事務局関係議案の質疑を終了します。 

暫時休憩をします。 

           

  午後３時休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後３時８分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をいたします。 

藤川博一まちづくり推進課長 

午前中の、松隈委員の御質問の鳥栖駅周辺まちづくり基本計画策定の、入札参加業者数の

お尋ねをいただきました。そのとき、私、３社とお答えいたしましたけれども、２社でござ

いましたので、おわびして訂正させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  採   決 

        

古賀和仁委員長 

それでは、これより採決を行います。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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   議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号） 

    

古賀和仁委員長 

それでは、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）中、当総務文教

常任委員会付託分について採決を行います。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、議案乙第１号 平成28年度鳥栖市一般会計補正予算（第５号）中、当総務文教常

任委員会付託分につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

以上で、当委員会に付託されました補正予算議案の審査は終了いたしました。 

なお、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任いただくことでよろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任をいただくことに決しました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

本日の総務文教常任委員会は、これにて散会をいたします。 

   

  午後３時10分散会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年３月16日（木） 
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  な  し 
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  午前９時59分開議 

   

古賀和仁委員長 

これより、本日の総務文教常任委員会を開きます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

本日は、まず総務部関係議案の審査を行います。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  総務部      

           

   議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算 

           

古賀和仁委員長 

総務部関係の議案は、議案乙第８号及び議案甲第１号の２議案であります。 

それでは、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

姉川勝之財政課長 

皆さんおはようございます。 

それでは、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算のうち、総務部関係について御

説明させていただきます。 

なお、説明は、総務文教常任委員会資料及び総務文教常任委員会参考資料により行わせて

いただきます。 

まず、総務文教常任委員会資料１ページ目をお願いいたします。 

まず、歳入について申し上げます。 

最初に、款の２地方譲与税でございます。 

項の１地方揮発油譲与税につきましては、平成28年度決算見込み額等により6,500万円を計

上いたしております。 

次に、項の２自動車重量譲与税につきましては、平成28年度決算見込み等により昨年度と
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同額の１億5,000万円を計上いたしております。 

続きまして、款の３利子割交付金でございます。引き続き低金利が想定されますので、昨

年度より400万円減の600万円を計上いたしております。 

次に、款の４配当割交付金につきましては、平成28年度決算見込み額等により2,000万円を

計上いたしております。 

次に、２ページ目をお願いいたします。 

款の５株式等譲渡所得割交付金につきましては、平成28年度決算見込み等により1,000万円

を計上いたしております。 

次に、款の６地方消費税交付金でございます。平成28年度決算見込み等により12億円を計

上いたしております。 

款の７ゴルフ場利用税交付金でございます。こちらにつきましては、平成28年度決算見込

み等から1,400万円を計上いたしております。 

次に、款の８自動車取得税交付金につきましては、平成28年度決算見込み等により3,000

万円を計上いたしております。 

次に、３ページ目をお願いいたします。 

款の９国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、平成28年度決算見込み等に

より、昨年度より400万円増の1,500万円を計上させてもらっております。 

次に、款の10地方特例交付金5,500万円につきましては、住宅取得特別控除に係る減収補填

に伴うものでございます。 

款の11地方交付税は、今年度７億5,000万円の予算を計上いたしております。 

内訳といたしましては、普通交付税が５億円、特別交付税が２億5,000万円となっておりま

す。 

続きまして、款の12交通安全対策特別交付金につきましては、昨年同額の1,800万円を計上

いたしたところでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

４ページをお願いいたします。 

款の14使用料及び手数料、項の１使用料、目１．総務使用料、節１．総務管理使用料の電

柱敷地使用料等338万1,000円につきましては、九電の電柱やＮＴＴの鉄塔などの敷地使用料

でございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 
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次の段でございます、款15．国庫支出金、項３．委託金、目１．総務費委託金、節１．総

務管理費委託金２万円は、自衛官募集事務に係る国からの委託金でございます。 

三橋和之契約管財課長 

その下になります、款の17財産収入、項の１財産運用収入、目１．財産貸付収入、節１．

土地貸付収入につきましては京町ビル敷地の貸付料でございます。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

その下の、同じく目の２利子及び配当金でございます。 

節の１利子及び配当金といたしましては、139万5,000円を計上しております。 

内訳といたしましては、財政調整基金の利子、減債基金利子、退職手当基金利子、公共施

設整備基金利子、土地開発基金利子によるものでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

５ページをお願いいたします。 

款17．財産収入、項２．財産売払収入の目１．不動産売払収入、目２．物品売払収入、目

３．証券売払収入につきましては、それぞれ1,000円の頭出しをしております。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次の段でございます。 

款18．寄附金、項１．寄附金、目１．総務費寄附金、節１．総務管理費寄附金2,000万円は、

ふるさと寄附金の見込み額でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、款の19繰入金、項の１基金繰入金でございます。 

まず、目の１財政調整基金繰入金５億2,633万7,000円は、今回、当初予算編成に伴い財源

調整のため繰り入れを行うものでございます。 

同じく、目の２減債基金繰入金でございます。こちらは1,358万円の繰入金でございます。 

なお、参考資料１ページ目の基金現在高見込み額の取り崩し欄に、その内訳を記載させて

いただいております。 

次に、資料の６ページの款の20繰越金でございます。今回の予算編成に伴います繰越金と

して頭出しを行っているところでございます。 

次に、款の21諸収入でございます。 

項の５収益事業収入、目の１競馬事業収入、こちらにつきましても、競馬事業収入として
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頭出しを行っているところでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

その下になります、款の21諸収入、項の６雑入、目の３違約金及び延滞利息につきまして

も1,000円の頭出しといたしております。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次の段の、目４．雑入、節３．消防雑入は、消防団員の退職報償金等でございまして、共

済基金からの受け入れ予定額を計上いたしております。 

その下の、節４．雑入のうち、全国市町村職員研修助成金は職員研修に係るもので県市町

村振興協会から、その下の生活習慣病予防検診助成金、胃検診助成金、婦人検診助成金は、

職員の検診に係るもので市町村共済組合からの助成金を計上いたしております。 

三橋和之契約管財課長 

説明欄の一番下になります光熱水費雑入192万8,000円につきましては、佐賀銀行市役所内

派出所を初めとする市役所本庁舎の貸し付け使用に係る電気料などの実費負担分を計上いた

しております。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

次に、７ページをお願いいたします。 

款の22市債でございます。 

歳入の市債につきましては、事業ごとに関係する常任委員会で御説明させていただいてお

りますが、歳入にかかわる分でございますので一括して報告させていただきます。 

別冊の参考資料２ページ目から３ページ目の起債一覧表とあわせてごらんください。 

まず、目の１総務債でございます。 

九州国際重粒子線がん治療センター施設整備事業及び旭まちづくり推進センター改修事業

に係る分でございます。 

次に、目の２民生債でございます。 

節の１社会福祉債は、社会福祉会館空調設備改修事業に係る分でございます。 

節の２児童福祉債は、認定こども園、２園の施設整備事業に係る分でございます。 

次に、目の３土木債でございます。 

節の１道路橋梁債は、道路改良事業として9,960万円を計上いたしております。 

次に、節の２住宅債の1,720万円は、防災拠点建築物耐震改修事業といたしまして、佐賀競
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馬場スタンド等の耐震改修に対して補助を行うものでございます。 

次に、目の４消防債でございます。1,900万円は、防災基盤整備事業といたしまして、小型

動力ポンプ付積載車の購入に係るものでございます。 

次に、目の５教育債でございます。 

節の１小学校債1,090万円は、小学校屋内運動場非構造部材改修事業及びトイレ改修事業に

係るものでございます。 

節の２中学校債600万円は、中学校屋内運動場非構造部材改修事業及びトイレ改修事業に係

るものでございます。 

節の３保健体育債500万円は、市民体育センター非構造部材改修事業に係るものでございま

す。 

目の６臨時財政対策債につきましては、地方交付税制度の振りかえ措置として計上するも

のでございまして、昨年度と同額の６億5,000万円を計上いたしております。 

歳入については、以上でございます。 

緒方心一議会事務局長 

続きまして、歳出の御説明をいたします。 

委員会資料８ページをお願いいたします。 

款１．議会費、項１．議会費、目１．議会費の主なものについて御説明をいたします。 

節１．報酬につきましては、現議員21名分、並びに新任期分といたしまして議員22名分を

計上いたしております。 

節２．給料につきましては、事務局職員７名分を計上いたしております。 

節３．職員手当等につきましては、事務局職員７名分の期末手当等及び６月期の議員21名

分、並びに12月期の議員22名分の期末手当を計上いたしております。 

節４．共済費につきましては、事務局職員７名分の共済費及び議員年金給付費負担分を計

上いたしております。 

節９．旅費につきましては、職員随行旅費等及び常任委員会、議会運営委員会等の行政視

察旅費、議長会関係旅費、並びに本会議、委員会等の出席費用弁償を計上いたしております。 

節13．委託料につきましては、本会議の録音テープ反訳、会議録作成委託料のほか、イン

ターネットによる議会映像配信業務委託料が主なものでございます。 

節14．使用料及び賃借料の主なものにつきましては、委員会の会議録作成のために導入を

いたしております反訳ソフト及び録音機材の借上料が主なものでございます。 

次に、９ページをお願いいたします。 

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、全国市議会議長会、九州市議会議長会、
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県内市議会議長会等への負担金のほか、政務活動費交付金を計上いたしております。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

同じページでございます。 

次に、款２．総務費、項１．総務管理費でございます。 

目１．一般管理費の主なものについて申し上げます。 

節１．報酬は、個人情報保護審査会、情報公開審査会など各種審議会の委員の報酬及び嘱

託員76人分の報酬でございます。 

節２．給料、節３．職員手当等、節４．共済費は、特別職２名及び部長以下職員70人分の

人件費でございます。 

なお、節３．職員手当等については、一般会計職員分の時間外手当の年間分として１億1,490

万4,000円、退職手当8,373万7,000円を計上いたしております。 

節７．賃金は、育児休業の代替嘱託職員等の賃金でございます。 

節８．報償費は、顧問弁護士、産業医等への謝金、報酬及びふるさと寄附金の謝礼品代で

ございます。 

節９．旅費は、職員の研修旅費などでございます。 

次に、10ページをお願いいたします。 

節11．需用費のうち、消耗品費439万6,000円は庁内の用紙代等でございます。 

節12．役務費のうち、通信運搬費は郵便料金代、手数料は職員、嘱託職員の健康診断の手

数料などでございます。 

節13．委託料は、嘱託員の研修委託料116万3,000円、職員の研修委託料225万1,000円及び

例規集差しかえのための例規集データ構築業務委託料345万6,000円。それから、ふるさと寄

附金謝礼品の管理等委託料279万2,000円などでございます。 

節14．使用料及び賃借料のうち、システム借上料は例規集をホームページ上で見るための

システム借上料でございます。 

次に、11ページをお願いいたします。 

節19．負担金、補助及び交付金は、上から６つ目になりますけれども、職員研修等負担金

60万5,000円及び最後の行の防犯協会補助金512万6,000円が主なものでございます。 

次に、目２．秘書費の主なものにつきましては、節９．旅費、これは市長、副市長及び職

員随行の旅費でございます。 

節10．交際費は市長交際費でございます。 

12ページをお願いいたします。 
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節19．負担金、補助及び交付金は、全国市長会など市長会関係負担金が主なものでござい

ます。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、目の５財政管理費でございます。 

節の９旅費から節の19負担金、補助及び交付金までにつきましては、予算編成などに係る

経費を計上したものでございます。 

以上でございます。 

松隈久雄会計管理者兼出納室長 

目６．会計管理費のうち、主なものについて説明いたします。 

節12．役務費のうち、手数料233万7,000円につきましては公金振替手数料等で、市民税な

どの口座引き落とし等に要する手数料でございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

続きまして、13ページをお願いいたします。 

目の７財産管理費について御説明させていただきます。 

節の７賃金につきましては、庁舎当直職員４名分の賃金でございます。 

節11．需用費につきましては、公用車の燃料費や本庁舎の光熱水費、庁舎維持管理に要す

る修繕費、公用車の車検に要する経費などでございます。 

節の12役務費につきましては、本庁舎の電話料や建物共済保険料及び公用車の自動車任意

保険料などでございます。 

節の13委託料につきましては、庁舎管理委託料や公用車の定期点検委託料、土地開発公社

への公共用地買収事務委託料でございます。 

節の14使用料及び賃借料につきましては、庁舎内ＬＥＤ照明借上料、電気自動車等の借上

料などでございます。 

節の15工事請負費につきましては、市庁舎の営繕工事費でございます。 

節の18備品購入費につきましては、新規購入を予定しております公用車４台分の購入費な

どでございます。 

節の19負担金、補助及び交付金につきましては、講習会の出席負担金などでございます。 

節の27公課費につきましては、公用車の自動車重量税でございます。 

続きまして、14ページをお願いいたします。 

目の８契約検査費につきましては、契約事務に要する経費として、節の９旅費から節の19
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負担金、補助及び交付金までそれぞれ計上いたしております。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、目の12財政調整基金費、節の25積立金につきましては、ふるさと寄附及び基

金利子相当額などの積み立てでございます。 

次に、目の13公共施設整備基金費、節の25積立金につきましては、基金利子相当額及び今

年度の財源調整を図るための積み立てでございます。 

以上でございます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、項４．選挙費、目１．選挙管理委員会費の主なものを申し上げます。 

節１．報酬は、選挙管理委員会委員４人分の報酬でございます。 

節２．給料、節３．職員手当等、節４．共済費は、事務局職員２人分の人件費でございま

す。 

次に、15ページをお願いいたします。 

節14．使用料及び賃借料の主なものとしてシステム等借上料でございますが、これは選挙

投開票管理システムのリース代でございます。 

目２．選挙啓発費は、ポスターコンクール賞品代など経常的な経費を計上させていただい

ております。 

15、16ページにわたります目３．市議会議員選挙費は、平成29年11月29日任期満了に伴う

市議会議員選挙に要する経費を計上いたしております。 

以上でございます。 

岡本昭徳監査委員事務局長 

続きまして、16ページの次の段をお願いいたします。 

項６．監査委員費、目１．監査委員費の主なものについて御説明いたします。 

節１．報酬は、監査委員２名分の報酬でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、事務局職員３名分の人件費でございます。 

次に、節９．旅費につきましては、職員の一般旅費及び監査委員の費用弁償であり、その

主なものといたしましては、全国、西日本、九州の監査委員会等の定期総会や研修会へ出席

するための経費でございます。 

次に、節13．委託料につきましては、工事監査の工事技術調査業務を委託するための経費

でございます。 

以上でございます。 
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石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

次に、17ページをお願いいたします。 

款９．消防費、項１．消防費でございます。 

目１．総務管理費の主なものにつきましては、節２．給料、節３．職員手当等、節４．共

済費は、消防担当職員２名分の人件費でございます。 

節19．負担金、補助及び交付金の鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金は、組合の構成団

体のうち、鳥栖市の負担金でございます。 

目２．非常備消防費の主なものにつきましては、節１．報酬は、消防団員332名分の報酬で

ございます。 

節８．報償費は、消防団員の退職報償金が主なものでございます。 

節11．需用費の被服費は、消防団員の活動服の購入費でございます。 

節19．負担金、補助及び交付金は、県消防協会、公務災害補償組合、消防団員福祉共済、

退職報賞金の負担金などでございます。 

18ページをお願いいたします。 

目３．消防施設費の主なものについて申し上げます。 

節11．需用費は、各消防団格納庫、消防車の維持管理費でございます。 

節15．工事請負費は、第２分団本部格納庫の屋根塗装等の営繕工事費でございます。 

節18．備品購入費は、安楽寺町の第１分団第１部、幡崎町の第２分団第２部、柚比町の第

３分団第６部、下野町の第５分団第１部の計４台の小型動力ポンプ付積載車の購入費でござ

います。 

節19．負担金、補助及び交付金は、消火栓の増設、修繕の経費に係る上下水道局への負担

金でございます。 

目４．防災費の主なものといたしましては、節12．役務費の通信運搬費は、コミュニティ

無線システム65局分の利用料などでございます。 

節13．委託料は、気象情報の提供を受けるための気象情報収集業務等委託料とコミュニテ

ィ無線システムの点検業務委託料でございます。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、19ページ目をお願いいたします。 

款の12公債費、項の１公債費、目の１元金、節の23償還金、利子及び割引料でございます。

地方債の元金償還金の見込み額17億6,350万9,000円を計上いたしております。 

次に、目の２利子でございます。 
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地方債の利子１億7,147万1,000円、一時借入金分見込み額といたしまして150万円、あわせ

て１億7,297万1,000円を計上いたしたものでございます。 

以上でございます。 

三橋和之契約管財課長 

その下になります、款の13諸支出金、項１．土地開発基金費、目１．土地開発基金費につ

きましては、土地開発基金の預託金利息相当額の繰出金でございます。 

以上でございます。 

姉川勝之財政課長 

続きまして、項の２公営競技収益金貸付基金支出金、目の１公営競技収益金貸付基金支出

金、節の24投資及び出資金につきましては、公営競技収益金貸付基金支出金といたしまして

頭出しを行ったものでございます。 

続きまして、20ページ目をお願いします。 

款の14予備費でございます。予備費として、昨年と同額5,000万円の予算を計上したもので

ございます。 

以上で、議案乙第８号 平成29年度一般会計予算のうち、総務部関係について御説明を終

わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

尼寺省悟委員 

14ページですね、公共施設整備基金積立金。この件について質問します。 

こちらのほう、もう一つの基金残高見込みというところですね。こちらのほうに去年のや

つがあるんですが、平成28年度については、３月の時点で１億円と、そして、９月で２億5,000

万円、昨年度ですね。計３億5,000万円という形で公共施設整備基金が積み立てられたわけで

すが、ことしは、当初から２億円というふうになっていますが、その辺の意図は。どうして

なのか。 

姉川勝之財政課長 

公共施設整備基金の２億円の積み立てにつきましては、今年度、平成28年度に計画策定を

予定されております公共施設管理計画に基づく公共施設の改修を初めといたしました公共施

設全般の改修更新に係る部分につきまして、まだ事業費がはっきりしてない事業もございま

すが、可能な時期に可能な限り積み立てを行い、備えていくという形で積み立てを行ったも

のでございます。 
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以上でございます。 

尼寺省悟委員 

今後の公共施設について、大規模な改修とか更新とか、そういったのに備えてということ

なんですが、とすると今年度、昨年は３億5,000万円、今年度はどれぐらい積み立てる考えで

すか、予定ですか。 

姉川勝之財政課長 

当初予算編成時におきましては、他の事業等の調整を行った上で２億円という形の積み立

てを行っております。 

それで、このあとにつきましては、今後の９月での繰越金の額及びこれ以降の事業の財政

需要に応じた上で、また検討してまいりたいと考えております。 

尼寺省悟委員 

細かいこところについてはもちろん別だし、今後の想定できないところもあるでしょうけ

どね、基本的な基金の積み立てとか、これ基本的な問題、財政の問題だから、少なくともど

れくらいは積み立てていこうと、今後の行政がこうだというふうに読んでね。そして、当初

の時点でこんだけだと、それで９月になったらこれだけするというような形でやっていくの

ではないんですか、違う。 

姉川勝之財政課長 

尼寺委員の御指摘は、確かにそのとおりだと思っております。 

ただ、まだ現時点におきまして、庁舎の分につきまして、あとそれ以外の施設の改修等に

つきまして、具体的な事業費等がまだ想定できない状況でございます。ですから、そうは言

ったものの決して少なくない事業費が推察されますので、持続可能な財政運営に備えまして、

可能な限り備えていきたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

最後の質問やけどね、そうなってくると、少なくともことしの本市の財政状況とか考えて

みて、少なくとも昨年度よりは多いと。３億5,000万円よりも多くすると――少なくとも、な

ると。 

その辺は言えないわけ、少なくとも３億5,000万円より積み上げるんだというふうなところ

は言えないわけですか。 

姉川勝之財政課長 

今後の補正等での、どういう事業が補正で上がってくるのかといったところを勘案しなが

ら、可能な限り積み立てていきたいと考えております。 
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以上でございます。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

松隈清之委員 

13ページ、需用費の庁舎電気料、この14の使用料及び賃借料のところでもＬＥＤ照明借上

料、挙ってるんですけど、つけて、多分丸々比較ができるぐらいなったかなあと思うんです

けど、借上料に見合うぐらいの電気代の削減ってできているんですかね。 

三橋和之契約管財課長 

すいません、昨年度も御答弁をさせていただいた内容でございますが、ＬＥＤをつけてま

すけれども、それぞれにメーター器を設置しているわけではございませんので、個別のかち

っとした差額ということは算出できませんが――ほかの電気料等もございますので。 

ただ、使用ワット数等々とから推測いたしますと、年間150万円ほどの節電の効果が生じて

いるものと契約管財課としては考えております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

単純に庁舎の、全部ではないですけど、庁舎の電気料として150万円減ったということです

か。庁舎の電気料が150万円減っているということですか。 

三橋和之契約管財課長 

電気料が直接減ったということではございませんで、ほかにふえた部分の電気料等々もご

ざいますので。ただ、使用キロワット数で換算すると150万円ほどの削減があったのではない

かと、推察をしているというところでございます。 

ちなみにでございますが、電気料につきましては、暑い年とかいろいろありますけれども、

大体年間1,400万円前後で使用料としては推移をしております。 

その中で、ＬＥＤ照明をつけさせていただいて随分時間はたつんですけれども、使用料に

換算しますと先ほど申し上げた150万円で、これも以前答弁をさせていただいたと思うんです

が、今、リース料を払っているような状況でございます。 

ただ、リースが満了しますと無償譲渡ということの契約になっております。そうなります

と、リース料を払わずに節電もできるということになりますので、その後、もうこのリース

料も要らなくなりますので、それなりの実入りがあるのではないかというふうに思っており

ます。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

今の段階で、当然、ＬＥＤってあれですよね、切れました。じゃあ、電灯だけ交換します

っていっても、それ自体が普通の電灯と違うわけじゃないですか。ＬＥＤ照明自体は。 
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だから、ある程度のライフサイクルコストって出るんですよね。例えば、それが大体どれ

くらいの期間使えるだろうと、照明時間とかに合わせて。あくまで、推測ですけどね。 

それで、今言う、電気代の減額と払ったリース料と、じゃそれがどれだけ使えるか、新た

な更新時期にどんぐらいかかるかっていうのを考えたら、いや、何が言いたいかっていった

ら、じゃこれで効果があったと。じゃあ、ほかの施設も含めて、例えば小中学校とか含めて

やったほうがいいのかっていう検証ができているのかなってことなんですよね。 

そこはどうなんですか。 

三橋和之契約管財課長 

今現在、市の庁舎のほうにつけておりますＬＥＤにつきましては、もう、ある程度の年数

がたっているということで、いわゆる、トランスと言いますか、機器から全部切りかえてリ

ースをしております。それで、月額18万6,270円払っております。 

ただ、最近は、要するに器具は変えずに、いわゆる蛍光管的なものだけですね、切りかえ

てできるような物もございますので、切りかえはしやすくなったのかなと。 

御指摘の部分、じゃ全体としてどのくらいの削減といいますか、実入りがあったのかとい

うことですが、ＬＥＤは普通の蛍光灯と比べて寿命が長いと、何万時間ということになって

ますので。現在、つけた分を取りかえをしたことはないんですけど、全体で、一応８年リー

スが終わったあとに無償譲渡ということになってますので、どのくらいもつかという不安は

あります。 

ただ、従来の、その都度その都度蛍光管が――どう言ったらいいですかね、黒くなって、

切りかえをしょっちゅうせないかんとか、そういうのは随分楽になって、楽になったという

言い方が正しい表現がどうかわかりませんが、そういう手間が省けているのも事実です。電

気料としては年間150万円、それから、その取りかえの手間が減っている、それからあと、リ

ース満了後に無償譲渡していただいたときに、実際これがどのくらいもつのかということは

まだわかりませんけれども、契約管財課としては、切りかえたことによってそれなりの効果

はあっているのかなと。 

それで、御質問の、じゃ他の施設はどうするのかということになりますと、当然、施設の

特性とか、要するに、役所の蛍光灯としては基本的にある一定時間ずっとつけておくという

ことと、一般の事務、執務に影響がない明るさということになっております。 

これを、例えばそのまま文化会館に当てはめるとかいうことにはならないと思いますが、

当然そこで導入をするのであれば、施設の特性を勘案して、入れるのか入れないのかという

ふうな議論になると思いますが、そこをどうするかというのは、ちょっと私が言うべきとこ

ろではないと思いますので、そこは相談があれば契約管財課としての、今までの経験を説明
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させていただいて、やっていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

どれくらいもつかわからんのは、確かにカタログスペックと実際のやつ、必ずしもイコー

ルではないし、想定しとった点灯時間というのもそれは変わるかもしれないですよね。 

だけどね、例えばこういう会社の営業の人がこられると、１日どれぐらい使われています

かと。そうしたら寿命がこんだけありますと。だから、どれくらいもちますねと。それで、

リースの期間がこんくらいですと。大体ワット数からして、年間これぐらいだからこんぐら

い得になりますよとか、大体説明されるんですよね、こういうのは。 

だから、導入したってことは、そこの、ある程度長期スパンで見たときに、数年スパンで

見たときに、やったほうが得だとかいう試算があって導入したんじゃないんですか。やって

みなければわかんない、じゃないと思うんですよね。 

だから、そこが当初想定しとった、例えばＬＥＤの寿命が、庁舎が１日、朝何時から夕方

何時までつけてる。それで何時間だと。年間何時間と。じゃあ、寿命がどれくらい。だから

何年ぐらいもつだろう。リースでこんくらいとっていうので、さっき言ったのは、実際、た

だ使ってみて、やってみないとどれくらい下がったかっていうのはわかんないから、ちょこ

っと検証できるぐらいになったんじゃないかなと思って。当初の想定と含めてね、実際やっ

てみて、そこはどうなのかなっていうお尋ねなんですよ。 

もちろん、ほかの施設もその使用時間とかによってね、そこ変わると思うんすよ。一概に、

ここがよかったからいいとは限らんけれども、そういう試算を含めて検証ができているのか

なっていうこと。 

三橋和之契約管財課長 

現状の決算値とかを見ますと、先ほど申し上げたとおり月額18万円ほど払っておりますの

で年間220万円ほど払っています、リース料がですね。 

じゃあ、どのくらい電気量が得だったのかということですと150万円ぐらいと考えておりま

すということで、そうすると70万円ぐらいは赤字という言い方はあれですけれども、プラス

マイナスいきますと出てます。ただ、先ほど申し上げたとおり、蛍光管を取りかえる必要が

ある、今のところあっておりませんので、蛍光管の購入費とか取りかえの手間とかいうふう

なものは省かれていると思います。 

ただ、じゃそれだけではメリットというのが感じられないと思いますけれども、これが、

平成25年６月から導入しておりまして８年間ということですから、平成33年５月末までこれ

がリース期間になっておりますので、その後、じゃあどのくらいもうかったのかということ
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になると思うんですが、契約管財課としては、10年以上はもつというふうに考えております

ので、そこからいきますと、このリース料の220万円ですか、これの２カ年分もしくは３カ年

分、こういう言い方は適切じゃないかもしれませんが、長くもてばもつほどその分実入りが

ふえるというふうに考えております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

もちろん、長くもてばもつほど、ただこれはもう完全に消耗品なんで、点灯させる限りは

いずれ寿命が来るんですよね。だから、次の更新というのは、今、トランスから交換したら

この金額になってるって言うけど、当然、切れる時期が来るんですよね。 

そんときにどういうやり方、その１本１本かえるようなことなのか、切れてきたんでまと

めて全部かえるようなことをするのかはわからんけど、その更新のときには、前回の更新よ

りもどれくらい安くなるんですかね。 

三橋和之契約管財課長 

先ほどの答弁で一部触れましたが、この庁舎を使って更新をするという大前提でいきます

と、機械、器具はもうかえる必要はないと思います。当然、経年劣化でかえるべき部分は出

てこようかと思いますが。 

次回の、今度更新をするのであれば、蛍光管といいますかＬＥＤ管のみの更新ということ

になると思いますので、その時点で今のようなリースのほうがいいのか、直接購入して、物

品購入をして取りつけたほうがいいのか、そこは、当然議論になってくると思います。 

かえるにしても、１本、２本であれば、その都度その都度修繕対応になろうかと思います。

ただ、経年劣化が進んで、もうエリア的にかえなければならんということになりますと、そ

こは、再度リースでいくのか、購入でいくのか。そこら辺の議論、検証が必要になってこよ

うかと思いますけれども、現時点では、幸いなことにそういうリース期間中のトラブル等は

あっておりませんので、当然、そこについては契約管財課として、庁舎管理担当部署として

整理を進めていきたいとは考えております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

先ほど、答弁にもありましたように、もう機械かえずにその管だけ交換するっていうのも

今ありますよね。ただ、もちろん１本当たりは高いですたいね。だから、実際、今後、ここ

だけやりましたなんですけど、いろんな市が持っている施設ありますよね。 

もし効果があるんであればね、やはり進めていくべきだと思うし、ただそれは時間的なタ

イミングがあって、早ければ早いほどやっぱり普及する前だと高かったりするわけじゃない
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ですか。先ほど言われたように、今、もう管だけかえることもできるようになったし、じゃ

それまで待ってたほうが実は安かったんじゃないのかとか、出てくると思うんで、そこを見

きわめながらね、電気、お金というよりも、国を挙げて省エネとかいう部分でもやったほう

がいいことであれば、そこは検証しながらぜひほかの庁舎も、庁舎以外の公共施設に関して

も検討していくべきかなと思います。 

この件、以上です。 

下田寛委員 

何点かお尋ねしたいんですけど、すいません、さっき尼寺議員の公共施設整備基金に関し

てなんですが、これは、ちょっと改めてになってしまいますが、公共施設の耐震なんかも含

めてどう整備するかっていうことも踏まえていいんでしょうか。 

耐震はもうできてると。防災という観点も全部含めた上で、どう整備していくかというこ

とでいいんでしょうかね。 

姉川勝之財政課長 

老朽更新、その防災上の不足部分がある分についてはその部分の改修等も含めたところで

の公共施設の整備に係る基金ということで御理解いただいて構わないかと思います。 

以上でございます。 

下田寛委員 

ちょっと１つ、かなり細かいところ聞きたいんですけれども、これを公共施設と捉えるべ

きなのかどうかもわからないんですが、下野園あるじゃないですか、保育園。あそこ、１カ

所明らかにドアが開かないところがあるんですよ。 

それで、一応、市役所の方こられて耐震の補強等はしているんですけれども、明らかに避

難口になるであろうドアが、天井が落っこちてきて開かないっていうのがあるわけですよね。 

今後、あそこの園をどうするのかっていうことも考えながらなんでしょうけど、これはち

ょっと対応しとかないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、もし、今御回答で

きれば。どう考えてあるのか。 

姉川勝之財政課長 

現時点におきまして、担当課のほうからの話としては聞いておりません。 

以上でございます。 

下田寛委員 

あそこ、公共施設にならないんですかね。 

姉川勝之財政課長 

公共施設というくくりでいけば、公共施設になるというふうに思います。 
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以上です。 

下田寛委員 

ちょっと把握しといてもらえるとありがたいなと思いますんで、お願いします。 

それで、次、聞きたいところが、７ページの旭まちづくり推進センターについて。これは、

まだ図面とか出ないんですかね。 

姉川勝之財政課長 

担当課のほうとして、今どういう、お出しできる段階にまで行っているのかというところ

については、ちょっと把握はしておりません。 

申しわけございません。 

下田寛委員 

わかりました。 

では、次、10ページの職員採用試験について、昨年から趣向を凝らしといいますか、新し

い取り組みを始めたと聞いてますが、来年度以降も、来年度というか、この予算に計上して

ある分も含めて、どういう方針でやっていくのか。昨年の点を踏まえた上で、どう改善して

いくのかとかありましたらお伺いしたいです。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

委員おっしゃるように、本年度から面接を重視した試験、それから一般的な公務員試験対

応ではなく通常の民間の方も受けやすいような試験ということで、人物重視ということで試

験をさせていただいております。 

来年度につきましても、基本的な考え方は同じで、特に、社会人枠については引き続き行

ってまいりたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

人物重視っていうところが、人物の何を重視しているのかを教えてほしいんですけれども。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

要は、ちょっと違った視点を持っているとか、積極性があるとか、そういう、特に社会人

枠になりますと、いろんな視点をお持ちということもありますし、あと職員構成上、年齢的

な観点もございますので、そういう観点から考えております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

うぅん、違った視点と言われてもちょっとよくわからないんですけど、今鳥栖市に求めら

れている人材というのはどういう人なんでしょうか。 
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石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

まず、何事にも積極的に物事を進めていくということ、それから、あと基本的なこととし

て……、ということでございます。 

下田寛委員 

これ、採用を決めるのは市長ですか。面接して、この人を採用すると決めるのは誰なんで

すか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

最終的には市長でございます。 

下田寛委員 

面接は誰が行うんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

面接は、まず民間の方の面接が、１次面接がございます。そのあとに、２次面接として市

長以下、市のほうで面接官で面接をしております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

すいません、要は、鳥栖市として今必要な人は積極性のある人だっていうのが、それはそ

うだろうと思うんですけど、その違った視点を持った人っていうのをもう一歩噛み砕いて教

えていただきたいんですけれども。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

近年、公務員の専門学校で勉強されてお越しになる方が非常に多ございました。公務員試

験ということで、それなりの公務員専門の専門学校に行って、そういうノウハウを身につけ

て試験を受けられると、あくまでも成績主義ですので、そういう成績の方が――その方がで

けんということではないんですけれども、そういう方が多ございました。 

今、思っているのが、最初から公務員志望といういうことではなく――公務員志望がでけ

んということじゃないんですけど――民間、普通の志望先の一つとして市役所を選んでいた

だける、最初からもう公務員だけということではなくて、そういう、幅広い思いをお持ちの

方にぜひ入っていただきたいというふうに思っておって、今回制度を大きく変えております。 

いろいろ必要な部分は、必要な資質とかいろいろ、私どもが欲しいものはいろいろあるん

ですけれども、一番今必要なのは、積極的に物事を捉えて挑戦していく、推進していくとい

うような方を、ぜひ欲しいというふうに思っております。（発言する者あり） 

下田寛委員 

そうなんですね。 
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それで、じゃあ逆に、今職員研修委託料っていうのも上に上がってるじゃないですか。こ

こで、何度か私も聞かせてもらったことありますけど、役職に応じて必要なものを適宜やっ

たり、昨年も新しいものを導入していろいろやっていらっしゃるということ聞かれるんです

けど、そういったところでも当然ながら、その積極性が開発されるような研修というのはや

っぱやってあるんでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

それぞれの職責、それから勤務年数等によって、こちらのほうから指名する場合もござい

ますけれども、例えば、特にアカデミー、自治大学とかいう部分について等は、本人さんか

らの申し出、それからその後に、担当部局の推薦を得て最終的にどなたが行くというような

形で、本人の積極性等を根拠にいたしております。 

そのほか、研修としてはプレゼンテーション研修とか、あと政策形成能力研修とかという

ものをやって、本人の資質の向上につながるような研修をさせていただいております。一部

ではございますけれども、そういう形ですね。 

それから、あとアカデミー等についても積極的に本人さんが行きたいという方を中心に、

最終的にはそこの部局でどなたという推薦をしていただきますけれども、行きたいという方

についてはできるだけ要望に沿うような形で行っております。 

以上でございます。 

下田寛委員 

わかりました。 

ちょっとこれ、気をつけていただきたいなと思っている点がありまして、要は、新入社員、

新しい職員に関しては積極性だとか、新しい視点を持った人を求めているということだと思

うんですけれども、今採用したりとか、今市役所で働いている方々っていうのは、基本的に

は公務員学校とかでしっかり勉強してペーパーテストを受けて働いていらっしゃる方々じゃ

ないですか。そういった方々が、新しく採用する人たちの新しい視点というのをどこまで理

解できるのかっていう器量がやっぱ試されると思うんですよね。 

新人が入ってきても、上が、上司がいやいやそんな無理だよって言ってしまえば、何で俺

はこんなところ入ったんだろうっていうことは往々にして考えられることだと思うんです。

だから、結局は採用する側の上司が、自分たちの器量を広げていかないと鳥栖市の今後の発

展なんてことは絶対あり得ないと思うんです。 

だから、職員研修にしても、そういったハウツーを学ぶっていうことは大事ですけれども、

やっぱりその人物そのものの殻をいかに破って、器量を磨いていくかっていうところがない

と、恐らく、今後どんなにいい人材が入ってきたとしても、手前で潰してしまう可能性って
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いうのもあるんじゃないかなと思いまして。もちろん、日ごろから意識されてらっしゃると

思うんですけれども、その辺の部分というのは、ぜひとも共有をしていただきたいなと思い

ますんで、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ちょっと、１点だけいいですか。 

採用試験で高卒、短大・大卒ってあるわけですよね。そうすると、定年後の採用とかある

わけですよね。再雇用とかあるんですけど、この年齢制限というのはそれぞれ設けているん

ですか、どんなですかね。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

通常の試験、それから社会人枠それぞれ年齢制限は設けさせていただいております。 

古賀和仁委員長 

それ、わかりますか。 

山本英規総務課職員係長 

大卒の一般事務Ａが、30歳でございます。それと、従来の技術職、土木・建築につきまし

ては、35歳としておりましたが、今回、追加で実施いたしました社会人枠につきましては、

建築につきましては45歳まで引き上げて実施したところでございます。 

以上でございます。 

久保山博幸委員 

消防団員の件でお尋ねしたいんですが、今年度で退職予定者というのは何名ぐらいいらっ

しゃるんでしょうか。 

古賀庸介総務課庶務防災係長 

久保山委員の御質問にお答えします。 

消防団員が今年度、予定で何人ぐらい退団されるかということですが、現在、各消防団の

ほうで、分団のほうで消防団を通じて退職の願いを出していただくものですから、今取りま

とめの途中になっておりますが、ちょっと前のデータで申しわけございませんが、年末時点

ではまだ２名ということでした。 

それで、これから、やはり３月で勤務の状況とか、勤務先の変更等ありますので、これか

らがちょっとふえてくるかと思います。今現在では、その２名ということで把握をしており

ます。 

以上です。 

久保山博幸委員 
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前々からも言われていることですけど、なかなかなり手が、若い人のなり手がないっちゅ

うのは前々から言われているんですが、今の現状ですね、やめられる方それと同等の当てが

あるのか、その辺の状況、なり手の状況は何等か、状況的にはつかんでらっしゃるでしょう

か。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

おっしゃるとおり、各分団のほうで大分御苦労されております。 

定数が今332名ですけれども、実際の人数が327名ということで、５名欠員になっておりま

す。そのうち２名が女性消防団でございまして、通常の分団のほうは３名の方が欠員状況で、

これをよしとするかというところはありますけれども、退職される場合には、大体ほかの方

を見つける努力を非常にされていらっしゃいますので、ほかの団体に比べると、うちのほう

は100％ではございませんけれども、ほぼ100％に近い数字でございます。 

以上でございます。 

久保山博幸委員 

これ、よその市町村なんですけど、飲食店に消防団員募集のポスターがあって、やっぱり

そういうふうにＰＲしてあるところはあるなあと思って感心したんですが。 

市内で、要するに消防団員募集のＰＲはどんな状況、どんなふうな形でやられているのか

どうかお尋ねいたします。 

古賀庸介総務課庶務防災係長 

久保山委員の御質問にお答えします。 

すいません、お答えになるかどうかなんですけど、県のほうでは、消防団員の確保事業と

してソフト事業、テレビＣＭとか、新聞とか広告等で消防団員の確保を呼びかけていただい

ている関係もありまして、また鳥栖市のほうでも県の事業に、側面からではありますけどハ

ード事業など取り組んでおりまして、そういったところで側面からの確保に向けた対策とい

うのはしているところでございますが、ＰＲに関しましては、実際、今具体的にしているか

というと消防団が中心ということになっています。 

鳥栖市のほうは、幸い332人の定数に対してが、もともと確保ができているほうということ

で、大体320人後半の消防団員が、先ほど課長が言いましたとおり消防団の御努力によって、

地元ということもあって、どんな方が地元に、年齢的にも人物的にもいらっしゃるかという

のを承知されてますので、そこにちょっとお願いをして確保させていただいております。 

久保山委員が例に挙げていただいたような、飲食店でのＰＲというのは現在のところして

ない状況になります。 

以上になります。 
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久保山博幸委員 

現場の話を聞くと、高年齢化でなかなかやめたいけど若い人の入ってくる当てがないけん

っちゅう、現状はほぼ定員は満たしているということですけど、現場においては、なかなか

世代交代が難しいっていう時期にあるんで、やっぱり一般的なＰＲにはこれから取り組んで

いかないと、今のままの状態ではもう高齢者ばかりになってしまうのかなっていう危惧をい

たしております。 

それでもう１点、自主防災組織で補助金が防災費の中で見てあるんですが、防災費に関し

て、これから自主防災というのは重要になってくるんですが、その辺の援助についての補助

の金額もそうなんですけれども、どういった構想をお持ちなのか、お考えをお持ちなのかお

聞かせください。 

古賀庸介総務課庶務防災係長 

久保山委員の御質問にお答えします。 

自主防災組織の現在の制度、まず制度からでございますが、鳥栖市のほうでは立ち上げの

補助になっております。それで、その補助の内容ですけれども、大きく言うと防災用品とい

うことになります。 

具体的には、ヘルメットとかですね、防災のヘルメット。それから、ハンドマイク、食料

品、救急用品、懐中電灯そういった全体的な防災用品ということになります。 

金額についてでございますけれども、世帯で、世帯数で補助の限度額というのを決めてお

りまして、100世帯未満で10万円、それから100世帯以上200世帯未満で11万円、200世帯以上

300世帯未満で12万円、それから、300世帯以上400世帯未満で13万円、400世帯以上500世帯未

満で14万円、それで、500世帯以上はもう一律で15万円としております。 

立ち上げ補助ということで、平成28年度の実績等については、柚比町のほうで立ち上げを

されておりまして、世帯数に基づいて11万円といった補助をさせていただいております。 

以上になります。 

すいません、考え方についてですけれども、今、立ち上げのほうが、立ち上げ補助という

ことで76町区中の48町区が結成をされております。 

結成率は63％になっておりまして、県のほうが、70％程度と記憶しておりますので、若干

設立ができてない状況になっておりますので、いろんな場面で自主防災組織、区の組織を利

用して設立される場合が多ございますので、そういった嘱託員さんであるとかそういったと

ころ、嘱託員会であるとかそういったところで呼びかけをしていきたいと考えております。 

以上になります。 

久保山博幸委員 
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ありがとうございます。 

自主防災組織、地域で頑張ってあるところ、いろいろ考えていくといろいろ経費的にも、

もちろん最低限ヘルメット、懐中電灯あるんですが、いろいろその地域のアイデアが出てく

ればああいうこともしたい、こういうことも検討したいといろんな要望があるんですが、そ

のあたりはよろしくお願いいたします。 

それと、選挙ポスターのコンクールの件でお尋ねいたしますけれども、これ、どういった

形で運営されているんでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

主に小中学生を対象に、学校を通じてポスターを上げていただいております。 

それで、本年度は、全国表彰を受けられたお子さんもいらっしゃいまして、そういうポス

ター、まず市のほうで選定して、それから全国のほうでもまた別に表彰規定がございますの

で、そういう形でそれぞれの段階でずっと上に上げていくようなシステムになっております。 

以上でございます。 

久保山博幸委員 

せっかく子供たちに、そういう選挙ポスターを書いてもらえるんであれば、もちろん入賞

者はそうですけれども、多くの方に見ていただけるような、何かそういう、選挙ももちろん

投票率アップもあるんですが、多くの方に見ていただけるような、そういう機会を多く持っ

ていただく何かアイデアを出していただければなあという、そういう要望なんですけれども、

よろしくお願いいたします。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

表彰があった場合は市報とか、あとそれから、いろんなパンフレットとかにも使わせてい

ただいておりまして、特に子供さんが書いたということになると大人の方も一生懸命見てい

ただけるような傾向がありますので、今、委員がおっしゃったように一生懸命書いていただ

いた作品については有効活用したいというふうに思っております。 

古賀和仁委員長 

質疑もあると思いますけど、暫時休憩をいたします。 

           

  午前11時８分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時19分開議 
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古賀和仁委員長 

再開をします。 

休憩前に引き続き、質疑を行います。 

松隈清之委員 

補正でもお聞きしましたけど、寄附金のふるさと寄附金2,000万円。補正では大幅に減額さ

れましたけど、これは、2,000万円いけそうなんですかね、いろんな改善されて。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

いくように努力をいたします。 

松隈清之委員 

前回、補正のときも申し上げましたけれども、制度的にどうなるかって非常にあやふやな

ところがあると思うんですよね。 

ですから、今の取り組みは取り組みとして、ことしはもう予算も上げられてますんでされ

ていかれるとは思うんですけど、方向性としてはね、見直しを考えとったほうがいいと思う

し、あり方も含めてね。経費をかけて寄附金を集めるところに主眼を置くというよりは、い

かに鳥栖に御縁のある方に対するアプローチ、お金集めるのが目的じゃなくて、人材のネッ

トワークをつくっていくとかね。 

そういう視点も含めて取り組んでいくべきかなと思いますけど、お考えはどうでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

一部もう崩壊っちゅうか、もともとのふるさと納税の趣旨と違ったような形に進んでいる

部分もあって、それは国のほうからも指摘があったりしております。 

鳥栖市といたしましては、商品競争をするという考えは基本的にございませんで、商品に

ついては鳥栖市の魅力発信の一つというような考え方をしております。 

それで、あとソフト面とか、そういうふうな、先ほど申し上げたお金を使わない、お金が

かからないようなことも今後考えていかなければいけないというふうには思っております。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

わかりました。 

ちょっとこれ、ちなみになんですけど、例えば鳥栖にいる方が鳥栖市に寄附をするという

ことっていうのは可能なんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

可能でございます。 
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松隈清之委員 

とするとね、要は、普通に入ってくるもんが、みんなこっちに流れると４割ぐらい減にな

るっていうことですよね。 

あんま議事録も残したくないけど。 

だから、根本的に、仕組み的におかしいんですよ。普通に税金払うほうがばからしいとい

うことになるわけやけん。 

だって、鳥栖市に税金を納める人がね、鳥栖市に寄附をして景品もらうんですよ。その４

割、経費なんですよ。 

だからナンセンスなんですよ、仕組みとしては。 

だから、下手するとね、めっちゃこれ予算よりも集まるけど、その分市民税が減るとかっ

ていうことだってあり得ますよね、もちろん。ですよね。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

普通交付税で一部補填される部分はありますけれども、基本的には今おっしゃったような

形になる可能性があると思っております。 

松隈清之委員 

だから、よそから集める前提ではもちろん考えているんだろうけど、そういうことができ

るっていう時点でね、すごくリスクがありますよね。 

みんな、あんま思ってないからやらないのかもしれんけど、みんなで、もともとどうせ鳥

栖市に払う、どうせ鳥栖市に入るお金で、片方は何も返ってこんけど、片方に寄附をして払

えば景品もらえるというのをつくってて、何かおかしいと思いませんでしたか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

もともとの、ふるさと納税のふるさと寄附金の制度、それから趣旨から見ると制度設計に

若干不備があるのかなと思わざるを得ないところはあると思います。 

松隈清之委員 

でもね、要はこれ、別にやらなくてもいいわけじゃないですか、極論すると。全然やらな

くても、やる事を勧められているわけでもなし、やらなくても全然いい。 

でも、じゃあよそもやっているからやろうと、ありますよね。 

それで、やってしまうとね、じゃ今、今回寄附集まっている方、ほとんど市外だと思うん

ですよ、確かに。平成28年度で入っているのはね。 

多分それ、あんまり知らないんですよね、自分ところに寄附ができるって。でも、自分と

ころにでも寄附できると知ったら、いや、全然やるよと。あり得るよね、十分に。 

それって、つくってて、そんなことされたら困るよねと。うち、市内の人もしてもらって
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もいいけど、市外から集まってくるほうが圧倒的に多いから、それでもいいやって判断をさ

れてやったのか。うち、あんまり魅力のある商品つくれないよねって、別に、とりたてて物

産で有名なもんがあるわけでもなし。そうすると、市内の人が税金寄附に振りかえられたら

困るよねって、つくるときには思わないんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

確かに、その点については危惧する部分ではありましたけれども、ふるさと寄附金の趣旨

の広報をさせていただいておりますので、危惧の点としては確かにおっしゃるとおりの部分

がありますけれども、広報の仕方としては、ふるさと寄附金の趣旨に基づいた広報をさせて

いただいて、その御理解をいただきたいというふうに思っております。 

松隈清之委員 

いわゆる、性善説に立ったね、今の話なんですけど。本当、多分知らないだけなんですよ

ね。 

鳥栖市にも寄附して控除を受けられるということになるとね。そうすると、これ、多分知

ったら、じゃそうしよう、だって４割分ぐらい景品でくる、もらえるんだもんって、もちろ

ん額はね、だから、全てがこっちに振りかわるっていう、金額的にはならないと思いますけ

ど、多分しようっていう人出てきますよね、それわかれば。 

だから、つくっているときには気づかなかったっていうとそれまた別だけど、つくってい

るときにも、いや、これよりもよそから入ってくるお金が圧倒的にでかいぞと思ってこの制

度を導入したのか、どうなのか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

もう一つですね、もう一つ考えておったのが、ふるさと納税を他市に、他市にされるより

鳥栖市にされたほうが減収額としては少なくなるというようなことも考えられますので。 

ただ、それはふるさと寄附金のそもそもの趣旨とは違う形ではありますけれども――そう

いうことは想定いたしておりましたけれども、先ほど申し上げたように、それで他市にされ

るより、鳥栖市の収入としては減額率が少ないというような判断はいたしております。 

松隈清之委員 

いよいよもって、もうナンセンスですよね、きっと。 

他市にされるよりはって、実際、平成28年度で、要はふるさと寄附金を他市にされている

方もいらっしゃると思うんですよね。ここ、それの減収分って……、よく考えたらわからん

ね、ここでは。担当課じゃないよね。 

ただね、結局他市にとられるよりはって言っても、鳥栖市民が、じゃあみんなふるさと寄

附金された日にゃあ、多分大ごとなんですよ。他市のほうが魅力がある、実際あるから来て
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ないんだよね。 

そうすると、鳥栖市だけじゃなくてよそも、多分同じ発想でやっていくとね、要は金集め

るのに経費どんどんかかってるってことなんですよ。 

だから、絶対に破綻する仕組みですよね、これ。税収集めるのに、経費が４割とか５割と

かさ、あり得ないんだから。 

やっぱ考え直さないかんと思いますよね。頑張りますじゃなくて、これ。 

でも、実際ここでは、ちょっとよそにどれだけ寄附で流れているかっていうのがわかんな

いんですけど、そういうのってお聞きされてますか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

本年度については、確定申告が終わらないとわからないと思いますけれども、一般質問で

もお答えいたしましたけれども、ふるさと寄附金で他市に出された方との差、単純な差でい

うと2,000万円の差があったと。これは、新聞報道でもされたことでございます。 

以上でございます。 

松隈清之委員 

多分、この仕組み自体はもういずれなくなると、なくならないといけないと思うんでね、

だから、次のことを、さっきも言ったように、次のことを考えていかないといけないと思い

ますので、これに過剰に頑張るというよりは、期待したり頑張るよりは次のことを考えたほ

うがいいかなと思います。 

下田寛委員 

ちょっと私も、今の点のところでちょっと一言だけ。 

今後どうなるかまだ置いといたとして、ある町が鳥栖市をターゲットにしてやっているの

は知ってますかね。というふうに、僕はちょっと、一部聞いたことがあるんですけど。 

実際、聞きに行ったら、うちの町には企業がないと、鳥栖にはいっぱいあるやっかと。そ

この個人をねらい撃ちにして、寄附金を募っているというのは、もう実際やってるわけなん

ですよね。 

だから、鳥栖、露骨に今食われてるわけですよ。 

さらに、無茶苦茶大規模に、今、水面下でのそういうシナリオづくりというか、ストーリ

ーづくりっていうのがよくできているわけなんですよね。 

それ考えると、今、松隈議員が言われたような点というのはちょっと、僕聞いた瞬間怖い

なと思ったんですけれども、もちろん制度自体がどうなるかわからないことはあるんですが、

このまま放置して、見ていくわけにはいかんよねえっという危機感は私も思っています。 

それで、僕は、ここはもう本当、市役所だけじゃなくてほかのブレーンも入れて対策を練
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ったほうがいいんじゃないかなっていうふうには思います。これ、意見までですけど、お願

いしたいと思います。 

ちょっと別の質問したいんですけど、13ページの備品購入費。 

財産管理費の備品購入費、自動車購入費が公用車を買われたということなんですが、４台

ですよね。古い車はどうなったのかというのをお伺いしたいです。 

三橋和之契約管財課長 

今、契約管財課のほうでは、共用車の定期の買いかえをさせていただいております。 

買いかえの基準といたしましては、10年以上を超えた物、それから10万キロ以上超えた物。

当然、機械ですから具合というのはあるんですが、それを基本に買いかえをさせてもらって

います。 

ほとんどの場合が、もう、極端な言い方をすると走行にある程度支障があるような、古い

自動車でございますので、一般的な企業みたいな下取りというふうなのに耐え得るような車

ではございませんので、廃車という形をとらせていただいております。 

以上でございます。 

久保山博幸委員 

11ページの秘書費の中の旅費についてお尋ねしたいんですが、市長、副市長、職員随行旅

費ということで288万円上がっているんですが、これ、例年大体これぐらいの予算なんでしょ

うか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

特別職の人数が変われば、大幅に変わることがあったりしますけど、基本的には大体この

程度というふうに認識していただいてよろしいかと思います。 

久保山博幸委員 

話を聞くと、昔は、昔の市長さんというのは、１年のうち、もう半分以上は東京に行っと

ったとかそんな感じで、鳥栖市のセールスをやりよったっていうことで、これについては積

極的に鳥栖市のＰＲ、セールスをやるべきかなと思うんですが、例年あんまり変わらんぐら

いの金額ということであれば、もうちょっと積極的にＰＲに出られる必要があるのかなって

いうふうな、そういう感想を持っておりますが。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

金額的には、余り変わらないんですけど、特に今、１回行って何カ所でも回られたりとか、

そういうことをされていらっしゃいますので、数字的にはなかなか見えないところはありま

すけど、基本的には複数カ所とか、朝早く行ってされたりとかそういうふうで、中身につい

ては工夫をさせていただいております。 
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古賀和仁委員長 

いいですか。 

    〔発言する者なし〕 

ないようですので質疑を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

   議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

          

古賀和仁委員長 

次に、議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

ただいま議案となりました、議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条

例案について御説明いたします。 

議案説明資料、それから条例案等参考資料の１ページをお願いいたします。 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するため、番号の利用等に関する法律、

いわゆるマイナンバー法の一部改正に伴い、情報提供等記録を新たに定めるため改正するも

のでございます。 

改正の内容につきましては、まず情報提供等記録の定義の追加でございます。この、情報

提供等記録と申しますのは、情報提供ネットワークシステムを介したマイナンバーを含めた

特定個人情報の照会、提供の記録、いわゆるアクセスログと言われておりますけれども、そ

のことでございます。このほか、情報提供記録の目的外利用の禁止、情報提供等記録の利用

停止請求の却下、個人情報の訂正の実施をした場合の提供先への通知に関する規定を追加す

るものでございます。 

施行日は、平成29年５月30日でございます。 

以上でございます。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

ちょっと１点だけ、これによって今までとどういうふうに変わるんですか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

これは、今、国の情報提供ネットワークシステムというのがありまして、国のほうは平成
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29年１月１日から行っております。それで、そのシステムを平成29年７月１日から国及び地

方公共団体が利用できるような形になるため改正になっております。 

要は、先ほど申し上げた、何が変わるかというのは、基本的に地方もそのシステムを使え

るようになりますということでございます。 

古賀和仁委員長 

国においては、既にやっているということでいいんですね。わかりました。 

尼寺省悟委員 

この法律の改正をしなければ、どういった問題点が起きるわけ。どういった支障が出てく

るわけ。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

情報提供記録というのは、先ほど申し上げたアクセスログなんですけど、これはシステム

上で自動保存されるものでありまして、この自動保存をしないということになれば、システ

ム自体が運用できませんので、その部分は利用停止請求の棄却ということで、制度ができる

ような形になっております。 

尼寺省悟委員 

そのアクセスした保存っていうか、どっからそこのアクセスしたとか、それから記録って、

もともとそれを保存するようにはなっていなかったのかな。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

内容というか、いつ、どういう情報にアクセスしたというログを保存することをやめてく

ださいということができないという改正でございます。 

古賀和仁委員長 

ほかにありませんか。 

    〔発言する者なし〕 

質疑を終わります。 

以上で、総務部関係議案の質疑を終了いたします。 

企画政策部の準備ため、暫時休憩をいたします。 

           

  午前11時41分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後１時７分開議 
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古賀和仁委員長 

再開をいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  企画政策部    

           

   議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算 

           

古賀和仁委員長 

これより、企画政策部関係議案の審査を行います。 

企画政策部関係の議案は、議案乙第８号及び議案甲第７号の２議案であります。 

それでは、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

委員会の審査に入ります前に一言御挨拶申し上げます。 

本日、企画政策部関連で御審議を賜りますのは、委員長からもございましたように議案乙

第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算及び議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の

変更についての２議案となっております。 

今回の企画政策部関連の当初予算につきましては、総務費のうち、広報費、情報管理費、

企画費、統計調査費、基幹統計費の情報政策課、それと総合政策課関連として３億5,886万

9,000円。土木費のうち、都市計画総務費、まちづくり推進費のまちづくり推進課関連といた

しまして４億3,153万9,000円。合計７億9,040万8,000円となっております。 

今回の当初予算でお願いいたしております主な事業につきましては、新庁舎整備に係る基

本計画の策定経費として2,000万円。新たな拠点創造のための土地利用構想策定経費として

720万円。九州国際重粒子線がん治療センター施設整備補助金4,300万円。都市計画マスター

プラン策定に係る経費として890万円。50戸連たん区域指定に係る基礎調査経費として180万

円などでございます。 

また、甲議案でございますが、鳥栖市総合計画後期基本計画の変更については、リーディ

ングプロジェクト10「これからも、選ばれつづける鳥栖シティ！」プロジェクトへの１つの

取り組み、都市と農村の交流を図りますの追加、あわせて分野別計画の基本目標５活力とに
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ぎわい、豊かな暮らしを支えるまちにこの新たな事業の追加。それから、基本目標６市民の

視点に立った行政を行うまちの取組中、公共施設マネジメントを行いますに、市庁舎の整備

方針に基づく記述を追加し、あわせて組織機構の見直しに伴う取組担当課の一部修正などを

変更するものでございます。 

詳細につきましては、それぞれの担当課から御説明をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは説明に入ります。 

古澤哲也情報政策課長 

それでは、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算のうち、企画政策部関係につい

て御説明をいたします。 

説明は、お手元に配付をいたしております総務文教常任委員会資料により御説明をいたし

ます。 

表紙をめくっていただきまして、１ページ目をお願いいたします。 

まず、歳入についてでございます。 

款14．使用料及び手数料、項１．使用料、目１．総務使用料、節１．総務管理費使用料の

情報センター使用料831万8,000円につきましては、市庁舎南側、情報センターの民間事業者

への情報システム、共同アウトソーシングセンター貸し付けに伴う土地、建物の使用料でご

ざいます。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

その下段の表でございます。 

項２．手数料、目４．土木手数料、節１．都市計画手数料の1,000円につきましては、用途

証明など都市計画に関する諸証明手数料の頭出しでございます。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

続きまして、款15．国庫支出金、項２．国庫補助金、目１．総務費国庫補助金、節１．総

務管理費国庫補助金711万5,000円につきましては、社会保障・税番号制度の個人番号カード

交付関連の負担金に対する補助金でございます。 

以上でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

２ページ目でございます。 

款16．県支出金、項２．県補助金、節１の総務管理費県補助金でございますが、国土利用
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計画法に基づく届け出事務の交付金といたしまして26万9,000円、並びに権限移譲交付金、パ

スポート申請などの県から移譲を受けた事務に要する交付金といたしまして317万7,000円で

ございます。 

続きまして、款16．県支出金、項３．委託金、節１．総務管理費委託金の２段目でござい

ますが、これも国土利用計画法に基づく無届け調査に関する委託金として15万4,000円を計上

いたしているところでございます。 

古澤哲也情報政策課長 

同じく、節１．総務管理費委託金中の、１つ目の県広報紙配布委託金161万6,000円につき

ましては、県広報紙であります県民だよりの配布事務に係る県委託金でございます。 

次に、節４．統計調査費委託金320万7,000円につきましては、就業構造基本調査を初め平

成29年度に実施いたします国の基幹統計調査、並びに統計調査員確保対策事業に係る県委託

金でございます。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

続きまして、款17．財産収入、項１．財産運用収入、目２．利子及び配当金、節１．利子

及び配当金21万3,000円につきましては、都市開発基金の運用利子を計上したものでございま

す。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

次に、３ページをお願いいたします。 

款21．諸収入、項６．雑入、目４．雑入、節４．雑入のうち、上から１行目、２行目、３

行目のホームページ広告収入、市報広告収入及び情報案内版広告収入につきましては、それ

ぞれ年間の見込み額を計上いたしております。 

また、その下、４行目の光熱水費雑入469万2,000円につきましては、アウトソーシングセ

ンター運営に要する光熱水費を計上いたしております。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

同じ部分の一番下でございます。 

10万円、都市計画図と白図の販売代金を計上しております。 

以上でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

款22．市債、項１．市債、節１．総務管理債4,300万円につきましては、九州国際重粒子線



 - 111 - 

がん治療センター施設整備事業に係る市債でございます。 

歳入については以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

次に、歳出について御説明を申し上げます。 

４ページ目をお願いいたします。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目３．広報費の主なものについて申し上げます。 

節７．賃金につきましては、記者室の嘱託職員の賃金でございます。 

節11．需用費のうち、印刷製本費につきましては市報とすの印刷に要する経費が主なもの

でございます。 

節13．委託料につきましては、市報とすの音訳版作成委託料及びテレビ広報とすの放送委

託料でございます。 

節14．使用料及び賃借料のうち、システム使用料につきましては市ホームページサーバー

の賃貸借料でございます。 

次に、目４．情報管理費の主なものについて申し上げます。 

節11．需用費につきましては、情報関連機器の消耗品費及び情報センターの光熱水費が主

なものでございます。 

節12．役務費につきましては、庁外施設とのネットワーク通信料及びインターネット接続

料でございます。 

節13．委託料につきましては、情報システムの改修委託料及び情報システムの管理運営委

託料、コンビニ交付システムの保守委託料が主なものでございます。 

節14．使用料及び賃借料につきましては、アウトソーシング経費を含む基幹系システムの

使用料及び内部情報系システム関連機器の賃借料でございます。 

次のページ、５ページ目をお願いいたします。 

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、県施設や県内市町等を結ぶ佐賀県公共ネ

ットワークの管理運用に要する負担金及び通知カード、個人番号カード関連事務の委任に係

る地方公共団体情報システム機構への負担金及び高度な情報セキュリティー対策のため県と

県内市町で構築いたしました自治体情報セキュリティクラウドの負担金が主なものでござい

ます。 

以上でございます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

目９．企画費につきまして主なものを申し上げます。 

節８．報償費でございますが、これにつきましては、まち・ひと・しごと創生有識者会議
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に係る委員の謝金、それから指定管理者選定委員会の開催のための委員謝金、そして庁舎整

備基本計画策定委員会のための委員謝金ということで計上いたしております。 

節９．旅費につきましては、調査・研究等を含む旅費でございます。 

節11．需用費でございますが、これは年間見込み額を計上させていただいているところで

ございます。 

節12．役務費につきましては、庁舎に係る市民アンケートのための通信運搬費を計上して

おります。 

節13．委託料でございます。不動産鑑定委託料21万6,000円につきましては、河内町の天神

木橋の横に空き家がございますが、そこを不動産鑑定するための委託料でございます。それ

から、庁舎整備基本計画策定委託料2,000万円。そして、新たな拠点の調査ということで720

万円を計上させていただいております。 

節19．負担金、補助及び交付金のうち、鳥栖地区広域市町村圏組合、グランドクロス広域

連携協議会負担金、九州経済調査協会会費、福岡地域戦略推進協議会賛助会費、佐賀地域経

済研究会会費、地域活性化センター会費、筑後川流域クロスロード協議会負担金につきまし

ては、それぞれ規定に基づき計上させていただいております。それから、がん先進医療治療

費助成金300万円につきましては、これまでは200万円ということで予算を計上しておりまし

たけれども、今回、３室目がふえるということで治療者数もふえるだろうということで、100

万円を上乗せいたしまして300万円を計上しているところでございます。 

最後に、九州国際重粒子線がん治療センター施設整備補助金4,300万円につきましては、去

年の決算委員会の中、それから今回の一般質問の中でもお答えをさせていただいております

けれども、当初は収集見込みといたしておりました4,000万円を700万円オーバーをしたとい

うことで、今回その分を差し引きまして4,300万円を計上させていただいているところでござ

います。 

以上でございます。 

古澤哲也情報政策課長 

次に、６ページをお願いいたします。 

続きまして、項５．統計調査費のうち、目１．統計調査総務費の主なものについて申し上

げます。 

節２．給料、節３．職員手当等、節４．共済費につきましては、広報統計係２名分の人件

費でございます。 

節９．旅費以降につきましては、統計調査員確保対策事業に係る経費及び統計書作成に係

る経費などでございます。 



 - 113 - 

次に、目２．基幹統計費の主なものについて申し上げます。 

節１．報酬につきましては、５年ごとに行われます就業構造基本調査、住宅土地統計調査

及び工業統計調査に係る調査員の報酬でございます。 

節３．職員手当以降につきましては、就業構造基本調査を初め住宅土地統計調査及び工業

統計調査など、国の基幹統計調査に要する経費でございます。 

以上でございます。 

藤川博一まちづくり推進課長 

７ページをお願いいたします。 

款８．土木費、項４．都市計画費、目１．都市計画総務費でございます。 

節１．報酬につきましては、都市計画審議会の委員報酬を計上いたしております。 

節２．給料から節４．共済費までは、まちづくり推進課６人分の人件費でございます。 

節９．旅費につきましては、職員の一般旅費と都市計画審議会の視察研修の旅費及び費用

弁償を29万円計上しております。 

続きまして、節11．需用費につきましては、コピー代と年間の需用額を計上いたしており

ます。 

節13．委託料でございますが、上段、都市計画マスタープラン策定支援委託料890万円。そ

れと、50戸連たん区域指定基礎調査委託料として180万円を計上いたしております。 

節14．使用料及び賃借料につきましては、都市計画審議会視察研修のバスの借上料を計上

いたしております。 

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、全国都市計画協会負担金12万3,000円、佐

賀県都市計画協会負担金12万8,000円を計上いたしております。 

続きまして、節23．償還金、利子及び割引料6,034万8,000円につきましては、都市再生機

構立替金の償還金を計上いたしたものでございます。 

続きまして、目６．まちづくり推進費、節９．旅費につきましては、一般旅費でございま

す。 

節13．委託料980万円につきましては、鳥栖駅周辺整備に係る物件調査等の委託料を計上い

たしたものでございます。 

続きまして、節25．積立金３億21万3,000につきましては、都市開発基金の積立金でござい

ます。 

以上、平成29年度当初予算、企画政策部の御説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 
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執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

小石弘和委員 

４ページの記者室嘱託職員の賃金179万2,000円。この嘱託職員は、どういうふうな採用を

されてるんかな。それから、何年ごとの結局採用で、私一回も、市報もですね、この記者室

嘱託員の公募というようなこと見たことないんですよね。 

どういうふうなことでやられているかな、というふうなことをお聞きしたいと思います。 

熊田吉孝情報政策課広報統計係長 

今、小石委員の質問ですが、記者室の嘱託職員につきましては５年、毎年１年更新で雇わ

せていただいております。 

それで、現在が４年目に当たりますので、来年１年間、成績優秀な場合については更新す

ることができるようになっておりますので、本人の意思と合わせて、こちらで査定をさせて

いただきながら来年の雇用も見込ませていただいているところです。 

ただ、来年が５年目に当たりますので、来年につきましては新たな方を、採用の案内を来

年１月、２月ぐらいにはまた試験をさせていただいて、次の年の嘱託職員の募集をしたいと

思っております。 

以上です。 

古澤哲也情報政策課長 

記者室の嘱託職員なんですけれども、平成25年度に今の方を一般公募のほうで採用いたし

ております。そのときには、きちっとを面接をして、一般的に募集して、面接をして採用を

いたしておりまして、その後、先ほど説明しましたように、５年間は毎年の勤務評定を行い

まして任用を更新しているというようなことで、５年を迎えます来年、平成29年度までは同

じ方を採用して、平成30年度はまた一般公募というふうなことで計画をしているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

小石弘和委員 

理由はわかりました。 

これ、いつからこういうふうな記者室の嘱託職員というようなことを、要するに始められ

たんですかね。 

古澤哲也情報政策課長 

すいません、いつから嘱託職員制度になっているかというのはちょっと把握をいたしてお

りませんので、改めて調べさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 
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小石弘和委員 

それなら、委員会の終わるまでによろしくお願いします。 

古賀和仁委員長 

それまでに、よろしくお願いします。 

小石弘和委員 

それからですね、これ、私ずっとこう、私も議員なりまして見よった、同じ人ばっかかり

がね、なっているというふうな、ですけど。公募がないわけですか。応募が。 

熊田吉孝情報政策課広報統計係長 

公募させていただいて、人数はちょっと正確に把握しておりませんが、数名の応募があっ

ております。 

それにつきましても、正確な数字、前回の公募についての人数について一緒に、また御報

告させていただければと思います。 

小石弘和委員 

これ、採用試験は誰がやっているんですか。 

古澤哲也情報政策課長 

一応、当時の担当課長と部長も入ったところで、試験官となってやっていると思います。

そこも、改めて調べさせていただいて御報告させていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

松隈清之委員 

今のちょっと関連で。 

いやいや、採用云々はちょっとお聞きするとしても、大体どんな業務なんですかね。 

いや、というのはね、そんな常駐しておらないかんような仕事なんかなって、ちょっと失

礼ながら思ったりするんで。どんな業務があるんですか。 

古澤哲也情報政策課長 

一応、業務といたしましては、市からの記事の投げ込みであったりとか、また市内の団体

の方からの、そういった広報機関への周知だったりとか、そういった記事の投げ込み、こう

いったものを報道機関のほうへ連絡をするというようなことと、情報政策課の広報の業務の

一部も担っていただいているというようなことでございます。 

松隈清之委員 

時間的には、いわゆる普通の時間いらっしゃるんですかね。普通の職員さんと同じように

ずっと、毎日朝から夕方までいらっしゃいますか。 

古澤哲也情報政策課長 
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勤務時間といたしましては９時から５時までで、週月曜日から金曜日まで勤務をしていた

だいているところでございます。 

松隈清之委員 

やっぱいないとできないですかね、よくわからんけど。そんな、１日にしょっちゅうしょ

っちゅう、そういう仕事があるようにあんまり見えないんですよね。 

別に、投げ込みって、職員さんが行ってあそこのボックスの中に入れときゃいいような気

もするし、何か、そんなに嘱託職員が要るような仕事なんかなって、言われなければあまり

気もしないですけど、改めて言われると、要るのかなと思ったりするんですけど。あんまり

そういうところって考えられたことないんですかね。 

古澤哲也情報政策課長 

毎日、確かに御指摘のように、頻繁に情報が入ってくるというようなことではないとは思

いますけれども、市の分は確かに職員でも対応はできるかと思いますけれども、一般団体の

ほうからの情報提供というようなことで、そういったものに適切に情報提供するというよう

なことで、今のところ勤めいただいているというようなところでございます。 

松隈清之委員 

誰のためにいる人なのかっちゅうところなんですよね。 

例えば、市内のいろんなところからの情報を挙げて、新聞屋さんに提供するのは、別に市

がやることでもない。例えば、それこそ各新聞社がね、そういう情報が欲しいんであれば新

聞社が共同でお金出して雇えばいいだけなんですよ。誰のためにやっているかっていうこと

で言えばね。 

だから、何で鳥栖市が雇わなきゃいけないのかなっていうのが、何かすごく忙しくされて

いるようなところでね、それが市の業務として、だから市の嘱託職員さんだから。それであ

ればわかるんだけど、あんまそんなふうに見えないんですよね。 

これを、例えば各新聞社がね、お金出し合ってそういう人がおったほうが便利だから雇っ

ておる、これ全然かまわないですよ、それで。あるいは、その記者室があること自体も鳥栖

市としてこう、情報のやりとりしやすいから鳥栖市に記者室がある、これも別に構わないで

すよ。ただ、嘱託職員として雇うほどの業務量があるのかっていうと、ちょっと疑問なんで

すよね、鳥栖市のために。 

どんな感じなんですかね。 

古澤哲也情報政策課長 

今のところの判断といたしましては、適切に情報提供したいというようなことで予算を計

上させていただいているところでございます。 
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松隈清之委員 

いや、それは当たり前ですよ。そう思っているから計上されてるけん。思っているからさ

れてるからね、思ってませんとは思ってないですよ。 

それ思ってるから計上されている。思ってるか思ってないか知らんけど、いつも計上され

ているから計上されているんだと思うんだけど、改めて問われてみてね、その意義として、

市として記者室の嘱託職員さんっていうのが要るのかっていうのを改めて説明……。いや、

気持ちはね、今のままやりたい気持ちだから予算が上がっているんだから、改めて、我々も

含めてね、皆さんに、いや、これこれこういう理由でいるんですって、説得できる内容があ

るんですかってことですよ。 

古澤哲也情報政策課長 

今の松隈委員の御指摘も踏まえまして、次回の更新のときにはきちっと整理をさせていた

だきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

小石弘和委員 

適切な説明もできないなら、これ、もうやめたら。 

やめることも前提としてね、検討をしてくださいよ。必要ないですよ。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

ちょっと、大きく２点質問します。 

その前にね、今のこの方の、あとでいいですから、時間単価教えてください。 

マイナンバー関連とハイマット関連について質問します。 

１ページに、国からの補助金として、マイナンバー関連で711万円入って、４ページの時点

でいろんな形で、マイナンバー関連の支出がされておりますけれども、全体としてね、全体

としてマイナンバー関連で事業費がこんだけで、そのうちの国からの補助金っちゅうんか、

市の負担は幾らかと。 

古澤哲也情報政策課長 

マイナンバー関連の事業費の関係ですけれども、平成26年度にシステム改修を始めまして、

26、27、28年度の事業費で申し上げます。 

平成28年度はまだ決算見込みでございますけれども、一応、事業費といたしまして、関連

経費全体で１億9,161万3,623円。そのうち補助金を交付していただいてますのが１億1,344

万7,000円というふうなことでございます。 

尼寺省悟委員 
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平成28年度の時点で１億9,000万円と、そのうち国から来たのが１億1,000万円と。だから、

8,000万円が市の負担だと、そういうことでいいですね。 

それでね、今回コンビニ交付関係も出ておりますけれども、このコンビニ交付については

いかがですか。今と同様な質問。 

コンビニ交付にかかわって国から来た補助金と、確か昨年ね、毎年ランニングコストが500

万円ぐらい発生するとかいう話を聞いたんで、今回、今年度そのコンビニ交付に関して国か

らの補助金及び市の負担は幾らかと、そういう質問です。 

古澤哲也情報政策課長 

コンビニ交付に関しましては、システム導入経費といたしまして1,901万8,980円支出をい

たしております。それに、システム運用経費といたしまして、平成28年度分につきましては

86万5,512円。これは、コンビニ交付の事業者に支払います手数料はちょっと除いております

けれども、かかっております。この分に関しましては、システム構築費、それに当初３年間

の運営費につきましては２分の１、5,000万円を限度に特別交付税措置が出されるというよう

なことでございます。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

あのね、これだけでいいんよ、４ページの時点で、今年度分だけでいいんよ。今年度分と

してしたときに（「今言う今年度って28年、29年」と呼ぶ者あり）ごめん、平成29年度やね。 

平成29年度にかかる、コンビニ交付にかかる事業費と、それと市の負担は幾らかと。そう

いう質問。平成29年度ね。 

古澤哲也情報政策課長 

平成29年度につきましては、システムの保守の委託料、それに地方公共団体情報システム

機構への運営負担金というようなことで、合計で409万4,000円を見込んでおります。 

それプラス、先ほど御説明申し上げましたコンビニ交付事業者への手数料というようなこ

とで必要にはなってまいりますけれども、この経費につきましては運営経費、先ほど申しま

したように２分の１を限度に交付税措置がなされるというようなことでございます。 

尼寺省悟委員 

だから、具体的に幾らかということはわからんけん。幾らなのかと。 

古澤哲也情報政策課長 

金額まではわかってはおりません。 

尼寺省悟委員 

なぜ、こういうこと言うのかというと、きのうの時点で同じ質問したときに、51件と平成
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28年度、今１カ月ということでね。 

以前、私がこの件に関してね、マイナンバーカードそのものがまだ普及していない段階で、

これをするのは時期尚早だと。まだ待って、様子を見ていいんじゃないかという話をしたわ

けね。 

そしたら、そのときの関連として、どのぐらい交付されるのかといったら、先進自治体で

は大体20％ぐらいを目標にしているという話を聞いたわけね。そういう点で、少なくとも２

月の段階で51件というのは、全体の交付の中で何％ぐらいなの。わかる。 

古澤哲也情報政策課長 

平成28年度の住民票等の交付数っていうのはちょっと把握をいたしておりませんで、前回

も、その御説明をした際には、平成27年度の交付数というようなことで住民票、それに印鑑

証明、それに戸籍というようなことで、６万5,000件ほどの数字をたしか御報告をさせていた

だいていたと思います。 

６万5,000件のうちの51件でございますで、数％台というふうな状況ではございます。 

尼寺省悟委員 

51件とは単に１カ月だけの話でしょうが。 

だから、簡単に言ったら１カ月の交付数が幾らであって、51件と比較すれば何％かって、

出てくるでしょう。６万5,000件とかそんなを大きくなくて。 

今、わからなかったらあとでいいです。（「１パーです、１パー」と呼ぶ者あり）１％です

ね、はい。 

１％にとどまっている最大の理由というのは、何ですか。 

古澤哲也情報政策課長 

きのうも御説明をいたしましたけれども、今のマイナンバーカードの交付、申請の状況が

約6,000件というふうなことでございます。 

それで、コンビニ交付につきましては、どうしてもマイナンバーカードの利用が、マイナ

ンバーカードが必要になってまいりますんで、そちらの、マイナンバーカードがふえていく

状況になればコンビニ交付も次第にふえていくというふうには考えております。 

尼寺省悟委員 

だからね、私はマイナンバーそのものについても反対であるけれどもね、市民の利便性を

考えたときにコンビニ交付、絶対否定はしないけどね、しないけれどもさ、日ごろあなた方

はよく言うでしょう、何ちゅうか――言葉出てこん。 

費用対効果、費用対効果ね。いうときね、たかだか１％しかないと。 

それもね、マイナンバー交付が普及されてないということがわかっているならば、これ絶
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対急ぐべきじゃないしね。もっともっとマイナンバーが１割とか２割とかもっと高まってか

らやってもね、私はいいということをもう一回言っておきます。 

次に、ハイマット関連です。 

今回、4,300万円出ておりますね。 

これは、平成25から29年度まで分割で４億5,000万円ということで、今まで４億円払ったと。

そして、残りの5,000万円と。このうち、700万円が集まったので4,300万円ということなんや

けどね、これについて市長はずっと、議会の一般質問答弁とかそういったところで何回も謝

って、申しわけないと、集めます集めますと言った結果がこれぐらいだと。 

そして、今年度で終わってしまったんだから、あと、いくら市長が努力したとしても、も

うこれで終わりなわけよね。 

終わりっちゅうか、終わりじゃないわけ。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

今年度、一応、前回の決算委員会でも御説明を差し上げたんですけれども、4,300万円を計

上させていただくということは、その決算委員会のほうでもさせていただいたんですが、一

応、概算払いと額の確定というところもございますので、今年度いっぱい集めた分までは反

映できるのかなっていうふうには考えております。 

尼寺省悟委員 

いや、払うのは、今年度で終わったらそれで基本的に施設整備補助金は終わるけれども、

それ以降ね、それ以降について寄附金集めるということは、するんでしょう。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

それ以降につきましても、さきの一般質問でもお答えを、森山議員の中でお答えさせてい

ただいておりましたけれども、できる限りの御協力はしていきましょうということで考えて

いるところです。 

尼寺省悟委員 

それで、それもこれも基本的にはＳＰＣね。知ってるとおりＳＰＣが、はっきり言ったら

事業計画とか資金調達、ある意味ずさんなね、した結果こうなってしまったと思うんやけど。

特に、九電がもともと寄附金を65億円か、ね。ごめんなさい。 

寄附金を集める、寄附するときにもかかわらず入ってないというところから来ていると思

うけれども、平成27年８月の段階でこれだけ、入金済額が幾らかというのは聞いているけど、

一番新しいところで寄附金、補助金、融資が幾らかというのはわかりますか。 

わからない。 

平成27年８月の段階で、財団に寄附したのが27億5,000万円、補助金が37億3,000万円、融
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資が15億円というふうに聞いているんですが、一番新しいところの資金調達状況っちゅうの

は幾らかというのはわかりますか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

最新の状況につきましては、ちょっと確認をしてみないとわかりませんので、確認後に御

報告を差し上げたいと思います。 

尼寺省悟委員 

それと、これいつも、この前も言ったと思うんですが、ＳＰＣはサガハイマットから年額

で３億1,000万円の賃貸料を受け取っているわけね。これは、ハイマットがもうけようと損し

ようと、こうだというんですが、契約は３年毎の更新で20年間の契約だというようなことな

んで、この契約をかえるというふうな話は、どうなんですが、その件は。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

今、お聞きしておるところでは、同じ金額をあと２年間ということはお聞きをしておりま

す。 

尼寺省悟委員 

同じく金額をあと２年間ということですから、その２年後についてはかえるという、その

ことを含めての話と理解していいんですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃるとおりです。 

尼寺省悟委員 

さっき、ちょっと戻るんですけど、入金済み額っちゅうのわからんから、九電から……、

そうよね、それもわからんわけよね。 

なら、いいです。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

九電さんから新たに寄附が入っているということはお聞きはしておりません。 

尼寺省悟委員 

その辺、評議員会等があって、その中で市長もその一員だということを聞いているんです

けど、そういった議論ちゅうのはしないんですか、評議員会の中で。 

何で、九電は約束を果たさんのかと。果たさんから結果的にね、鳥栖市はこれだけ余分な

負担をせんといかんと。ちゃんとあなた、その約束を守ってください、あるいはさっきの話

なんですけどね、３億1,000万円やけど、あと２年間と聞いておるけれども、そうやなくても

う１年早めようとか、そういったことは、評議員会等々の中で市長はされないんですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 
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評議員会の中での御議論というところでは、そういうお話はあっていないというふうにお

聞きしております。 

尼寺省悟委員 

そうであるならばね、別のところでもいいんですが、そういったことについてね、ＳＰＣ

に対して申し入れをするとかそういったことは聞いてますか。（発言する者あり） 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

今のスタンスとしても、九電さんは間違いなく寄附をしていただけるものというようなス

タンスでいらっしゃるというふうにお聞きをしております。 

尼寺省悟委員 

そもそもこれはね、この資料にも書いてるけど、スムーズな立ち上げに寄与するというこ

とやったでしょう、スムーズな立ち上げ。もう立ち上げ済んでるわけでしょう。 

だから、遅いわけですよね、入れるのが。もともと、そもそもがそうであるとするならば。 

だから、まだやってないと。九電がね、原発が動いてないということで赤字になったどう

のこうのかもしれんけど、今はもう川内が動いてるし、かなり業績も良好になったというふ

うな話も聞くけどね。 

だから、ちょっとその辺はね、評議員会の中は別としても、どっかの時点できちっとした

姿勢をね、やっぱり示すことが私は必要だと思うんですが、どう思われますか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

繰り返しになりますけれども、九電さんは寄附をするということのお約束を守られるとい

うことで、皆さんそういう同じ考え方というふうに聞いております。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

そういったことについて、私が今言ったようなことについて、ＳＰＣに対して市長が話を

したということはないんですね。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

同じように、九電さんは寄附をされるということのお約束を守られるというふうに、皆さ

んの意思統一がされているというふうに思っております。 

尼寺省悟委員 

いやいや、私が言っているのは、それに対して不満であるから、もう少しね、入金は早く

しろとかね。更新について、２年じゃなくて、もっとこれを短くしろというふうなことをＳ

ＰＣに対して市長が申し入れをされたかどうかと、されてなかったらされてないでいいです。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 
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されておりません。（発言する者あり） 

古賀和仁委員長 

ちょっと、暫時休憩します。 

           

  午後１時49分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後１時54分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

尼寺委員の質疑に対して、答弁整理を行いたいと思いますので、後ほど（「質問、質問。質

問整理」と呼ぶ者あり） 

すいません、質問整理を行いますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、質疑を行います。 

松隈清之委員 

時間が必要ということですんで、ちょっと時間を。 

先ほどのコンビニ交付ですが、マイナンバーカードが普及してないのにやってもという意

見もございます。ただね、そのマイナンバーカードをつくる必要性っちゅうのは、それがな

かったら多分あんまないんですよね、あんまり使わない。今のところね。 

だから、コンビニ交付ができるからつくろうっていうほうが圧倒的に多いと思うんですよ

ね。それができるようになったから、基本今、２月からですけど、平成29年度からがこの普

及の本番。 

そこは、コンビニ交付ができるっていうことをどんだけ広報するかっていうことにかかっ

てくると思うし、ここ数年のコンビニ交付の動き次第が、一般質問をしたけれども、窓口も

どう変わってくるのかとかね。圧倒的に、もしかしたらそっちが普及していって窓口で交付

が少なくなってくると、またそこも変わってくると思うんで、やはりコンビニ交付すべきだ

と思うし、その広報が大事。 

まず、そこの広報について、市報はもちろんそうなんだろうけど、何か、特に取り組みを

考えておられるのかなと。 

古澤哲也情報政策課長 
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今までの、取り組んできたことを申し上げますと、これ市民課のほうで取り組んでおりま

すけれども、住民票の交付を受けられる際、窓口で交付を受けられる際には、コンビニ交付

を始めましたというふうなチラシの配布であったりとか、現在も時間外交付とか、戸籍の郵

送請求をされている方もいらっしゃいますので、そういった方たちに対してコンビニ交付の

御紹介と、マイナンバーカードの申請の御紹介、そういったものを取り組んで、あとは市民

ホールのほう、テレビのあるほうですけれども、証明写真機の設置というようなことで申請

しやすい環境もつくってきたというふうなところでございます。 

松隈清之委員 

例えばね、コンビニ交付って、当然、コンビニにも手数料は入るんですよね。だから、各

交付できるところのコンビニに、そういうポスターとかをお願いするっていうのも一つの方

法だと思うんですけど、そういうことって、ポスターあるのか、つくらなきゃいけないのか

わからんけど、そういうことって考えられてますか。 

古澤哲也情報政策課長 

啓発については、市民課と一緒になってやっておりますので、その辺も市民課と話をしな

がらやっていきたいと思います。 

ただ、庁舎の入り口のところにのぼり旗、それにサンメッセのところにのぼり旗を立てて

いるようなところで、コンビニまではまだ広報っていうようなところまではいっておりませ

んけれども、今後、そういったものも考えていきたいというふうに思います。 

松隈清之委員 

市役所に来るよりも多分コンビニに寄ることのほうが圧倒的に多いので、コンビニなんか

でもそういうのぼりを置かせてもらうとか、あるいはポスターを張らせてもらうとか、それ

が、もうただのお願いというよりも向こうもビジネスチャンスなんでね、それは多分協力し

てもらえるところもあると思いますんで、ぜひそういう取り組みも市民課と一緒になってお

願いをしたいと思います。 

次に、庁舎整備基本計画策定委託料なんですけど、これの進め方って、委託してどんなふ

うに進められるかっていう流れっていうのは御説明できますか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

この間からも、若干御説明を差し上げている部分はあるんですけれども、来年度から国の

交付税の対象になって、４年間ですけれどもなっております。起債も含めて、その説明が４

月の中旬になされるっていうふうに聞いております。 

まず、その交付税関係もなんですけど、例えば、松隈委員からも御提案がありましたよう

に、他の事務所、例えば土木事務所、商工会議所、農林事務所、福祉事務所とかですね。あ
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と、税務署とか、そういうところへの投げかけは年度当初にやりたいなと。 

それから――まずはコンサルタントも決めたいなというのはあるんですが――交付税の状

況も把握し、それからコンサルも含めて、じゃその建て方としてのＰＦＩ、どうなのかって

いうところも検討し、まずいろんな条件をですね、出していきたいなというふうに思ってま

す。それを初めの３カ月程度でやりたいなというふうに思ってます。 

それを踏まえた上で検討委員会をつくっていきたいというふうに考えておりまして、その

検討委員会は夏ぐらいかなというふうに今考えているところですけれども、それを、与えら

れた諸条件、要は規模をどのくらいにするかというところにかかってきますので、まずは諸

条件を全部出した上で、どれが一番ベストミックスなのかっていうところを踏まえて、検討

委員会を夏ぐらいにつくって、それを年度いっぱいで検討していきたいというふうに今考え

ているところでございます。 

以上です。 

松隈清之委員 

最初の条件ですね。今、言われるようにそこで多分変わると思うんで、言われたように他

の行政関連、あるいは行政に準ずる、市と関係の深い事務所を併設するっていうことになる

と、そこを年度当初にやっていただけるということなんで期待したいんですけれども、そこ

がね、すぐ返事が来るかっていうところにもかかってくると思うんですよ。 

これが、じゃあちょっと考えさせてくれと、前向きに検討したいと。 

もちろんそれぞれの庁内でね、議論されることにもなると思うし、そうなると、そこをち

ゃんと待たないと先に進めないんだろうなあって。もう、それこそ規模が大幅に変わる可能

性も出てくるし、内容にによってはね。 

だから、そこをしっかり、逆に、もう返事こんけん先に進めようかじゃなくて、そこがど

うなるかで、そのあとが大きく変わってくるんで、よく答弁でも、当然地震に関することな

のでなるだけ早くっていうのはわかるんですけれども。 

そのあとの、それこそ30年、40年、50年使う庁舎になってくること考えるとね、あんまり

拙速とは言わないですけど十分な準備はやっぱり必要だなと思いますんで、ぜひそこの、ス

タート時点であんまりばたばた行かないようにお願いしたいなと。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

そこの部分は、おっしゃるように私も丁寧にやりたいというふうには思って、スピード感

は持ちながらも丁寧にやっていきたいというふうには考えております。 

以上です。 

松隈清之委員 
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もちろん動きはね、スピーディーにやってもらわないかんけれども、もちろん、これは相

手があることなんで自分らだけだったらスピーディーでもいいんですけどね。相手のあるこ

となんで、そこは十分配慮して、なるだけ利便性の高い、あるいは効率的になるように進め

ていっていただきたいと思います。 

それと、都市計画費の50戸連たんのほうなんですけど、これは具体的にもうここを調査す

るっていう委託料ということでいいんですかね。 

藤川博一まちづくり推進課長 

対象の町区は江島町です。 

松隈清之委員 

ということは、今回これ１カ所だと思うんですけど、うちもやってくれみたいなのが出て、

今後出てくる可能性もあると思うんですよね。そうなったときには、方向性としては順次や

っていくみたいなことで理解をしていいんでしょうか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

ほかには、江島町も含めて19町区20地域できますよ、ということを打診しております。 

それで、この制度は地元の同意というものが必要になりますんで、地元からやりたいとい

う申し出をいただいたのは江島町ということです。それで今度やるわけですが、当然、ほか

に打診している町区から申し入れをいただければ、同じように取り組んでいくということに

なります。 

松隈清之委員 

そうなると、言うたらこう、市街地の流れもこれができて、じゃこれができたことによっ

てまた次にこう、連続的に行くとかっていうこととかね。あるいは、市街地の流れっていう

のも、今まではそうじゃなかったところも含めて変わっていく可能性もありますか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

鳥栖市でやっている50戸連たんは２種類ケースがあって、集落活性化タイプ、要は市街化

区域とちょっと離れた集落で、高齢化とか人口減少が進んでいる集落の活性化。 

それと、もう１つ、県内で佐賀市がやってらっしゃるんですけれども、市街化区域の隣接

タイプで、要は市街化区域がジリジリ、ちょっと広げるようなタイプがあるんですけど、鳥

栖市でやっている分は、最初に言いました集落活性化タイプですんで、市街化区域の事実上

の拡張みたいなモデルではないというふうに考えています。 

松隈清之委員 

鳥栖市では、各市街化区域の拡張につながる50戸連たんはやらないっていう方針があるっ

てことですか。 
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藤川博一まちづくり推進課長 

やらないというか、集落活性化タイプで取り組むという方針があるということです。 

松隈清之委員 

市街化調整区域、市街化区域っていっても、調整区域になっとっても、いや、もう市街化

じゃないかなあみたいなところもあれば、本当に、ああ、見るからに市街化調整区域という

ところももちろんあるんですよね、その中には。 

今の説明は、まずは集落維持のためにやってるっていうことなのか、あえて、そっちしか

やらないっていう意思を持ってやっているのか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

五分五分で、集落活性化タイプに取り組むのは、当然、市街化区域から離れたそういった

集落の活性化を目指すと。 

委員から言われてますその市街化区域の連続性、続いた形での拡大みたいなことについて

は、きちっと区域区分の見直しとか、そういったことできちんと市街化区域に取り込んでい

くとか、拡大するというようなことでやっていくという方向性で臨んでます。 

松隈清之委員 

どっちかっていうとね、本来は、きちっと位置づけをして市街化区域にしていくのが王道

だと思う中でいくと、どっちかっていうとイレギュラーなやり方ですよね。手法としては。 

ただ、やっぱ一般質問等でも答弁もあってましたけれども、住宅供給の、要は大きな計画

ってないじゃないですか。 

私も質問しましたけど、市街化区域の中ではやはり空き家とかね、そういったのも今後ふ

えてくるし、そこももちろん手を入れて再生していかないかんのだけど、ちょっと時間がか

かる部分を市街化区域内の道路の狭いところとか、あるいは空き家がふえてきているところ

っていうのは、すぐドカッとね、できないところもありますよね。 

その中で、一定住宅供給を続けていかんと多分人口減るんじゃないかなあと。あるいは、

もう、よっぽどマンションをぼんぼん建てさせる環境をつくらないと人口は多分減るんだろ

うなと思うんですよね。 

だから、もちろん離れている集落を維持するのも、もちろんそれはそれで意味はあるけれ

ども、市街化区域に近いところで、あまり大きく町の形、町っていうかその地域のね、形を

変えない形での市街化区域の拡大をしつつ、住宅供給をするっていう考え方もいるのかなと

思うんですけど、現状はあんまり持ってないってことですよね。 

藤川博一まちづくり推進課長 

現在、佐賀県のほうが都市計画区域マスタープランの変更に関する手続をされてます。今、
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継続中で行っています。 

その中で、当然、鳥栖基山都市計画区域内で人口フレームであるとか産業フレーム、そう

いった市街化区域の予備軍といいますか、貯金みたいなところを念頭に置きながら、できる

限りの区域区分の見直し、要するに市街化区域に編入するような見直しを現在行っている最

中です。 

松隈清之委員 

県の区域マスも、見ると、ややちょっとこう、一般的な書き方、今のその一般的っていう

のは全国的に人口減っていく、だから、むしろ抑制的な流れが一般的ですよね、今。 

むしろコンパクトにしていこうっていう、要は、市街化区域を拡大させない、むしろ縮小

しようみたいなのが今は多分一般的なんですよ、全国的にはね。 

多分、鳥栖市は全国的にも県内から見ても、やっぱ多分それとは若干、今はね、現時点で

はまだそういう方向にはないんだけれども、県の認識として市街化区域は、人口は鳥栖もま

だふえるし人口フレームももっと拡大されるだろうとか、市街化区域は拡大すべきだってい

う考え方を持っているんだろうかという疑問があるですよ。 

書き方は、余り変わらず抑制的なイメージなんですね、区域マスは。現行のやつでは。 

どんな印象を持たれてますか。 

藤川博一まちづくり推進課長 

もう、まさに松隈委員おっしゃるとおり、国のほうではもう立地適正化計画であるとか、

今の中心市街地活性化基本計画の策定に対する考え方、いずれにしても人口減少ということ

が前提。インフラ投資などを抑制することが主な目的だろうと思いますけれども、やはりコ

ンパクト化っていうのが前提です。 

確かに、県の区域マスタープランでも、そういった、どっちかっちゅうと、余り前向きで

はないかもわからないですけれども、先ほど言いました人口フレームであるとか産業フレー

ム、これはもう計算の仕方がありまして、機械的にもう出てきます。 

もう、当然、委員も御存じのとおり、鳥栖市以外ではもう人口ふえているところはないと

かいうところで、鳥栖市で人口フレームとか産業フレームありますと、先ほど言いましたけ

れども、これはもう例外中の例外に近い事例だということで、もうほかのところではそうい

った市街化区域を延ばす予備的なものはもうない。それで、鳥栖では、そういった予備的に

市街化区域に編入できる面積があるということで、それはそれでちゃんとふやす方向では、

佐賀県のほうも我々と協議はしていただいています。 

小石弘和委員 

私、ちょっとこう、この予算を見てみますと、この都市計画費が非常にボリュウム的なも
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のがあって、まちづくり推進費っていうのが事業も少ないと。今の現状から考えるとですね、

まちづくり推進課というふうな名称自体が私はおかしいんじゃないかなあというふうなこと

を考えるわけですよね。 

そいけん、私は、当然、前のように都市計画課としてね、そして、今まちづくりと都市計

画が一緒になっていろいろやってますけど今度駅周辺が出てくればね、整備が、基本計画が

出てくれば、これは莫大なボリュームが、要するに必要となるわけですから。 

そいけん、もし、私、希望……、ちょっと言いたいことは、ここに、私としては都市計画

課に戻してですね、そして都市計画係とそれから駅周辺整備推進係とか。そして、その部類

を分けたらどうかなというふうな思いがするわけですよね。 

途中でですけど、そういうふうな気が、恐らく、まちづくり推進……、名称は、それはど

うでもいいんですけど、この内容的なものがね、とにかくここが、都市計画のボリュームが

非常に多いような気がして、そして今の人材で、まちづくり推進課でね、本当に駅周辺整備

が、基本計画が出て、いろんな問題が出てきた場合は対応できるかなというふうなことを感

じますし、その点を部長、どんなふうに思われてますかね。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃっている御質問に対しては、お答えといたしましては常日ごろから総務部とはで

すね、お話はさせていただいております。 

それで、先日の松隈議員の一般質問でもございましたけれども、企画政策部の拡充という

ところは前向きに検討したいということも出てましたので、引き続きその時々の事業量に応

じて人員配置などにつきましては、総務部と協議をしながら進めていきたいというふうに考

えております。 

小石弘和委員 

わかりました。 

古賀和仁委員長 

暫時休憩をします。 

           

  午後２時16分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後２時27分開議 
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古賀和仁委員長 

再開をします。 

休憩前に続き、質疑を行います。 

尼寺省悟委員 

先ほど、私がサガハイマットに関して質問したことについて、一部訂正をして改めて３項

目について質問します。 

まず、１点目は、サガハイマットの資金調達状況ですね。一応、平成27年８月末の時点で

の数字は伺っておりますけれども、最新の数字を教えてください。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

最新の数字につきましては、確認をさせていただきまして、委員会中に御報告をさせてい

ただきたいと考えております。 

尼寺省悟委員 

２点目は、市長は財団の評議員の１人と、評議員会のですね。 

だから、評議員会等を通じて九電に対して約束の早期履行といいますか、寄附の早期履行

及びＳＰＣとサガハイマットの年額３億1,000万円の賃貸料ですね。これを減額、そういった

ことを申し入れたことがあるのか、という質問です。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

申し入れ等を行ったというふうにはお聞きはしていないところでございます。 

尼寺省悟委員 

市長はね、先ほど言ったように約束を果たしてないというようなことで、再三、一般質問、

議会等でね、謝っておられますが、そういった謝るぐらいならば、今、私が申し上げたこと

ぐらいはね、やっぱり申し上げるべきだと思います。 

それから３点目です。 

賃貸料ですね、ＳＰＣ、サガハイマット、３億1,000万円。これは、ことしが更新年という

ふうになると聞いておりますけど、どういうふうになるのかお聞きします。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

現在の賃料をあと２年間、同じ賃料でいくというふうにお聞きをしているところでござい

ます。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

いいです。 

それともう１点、先ほどちょっと答弁がはっきりしなかったんですが、マイナンバー関連
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で平成29年度の総事業費と、そのうちの鳥栖市の負担ですね。とりわけ、コンビニ交付に関

しての数字を教えてください。 

古澤哲也情報政策課長 

平成29年度予定しております支出に関しましては、全体で2,206万8,288円でございまして、

そのうち補助金が711万5,000円と。残りの1,490万円程度が単独費というふうなことでござい

ます。 

ちなみに、コンビニ交付サービス関係分につきましては、先ほどお答えしましたとおり490

万9,000円の支出を予定しておりまして、その分に関しましては、２分の１を限度に交付税措

置というなことで数字は持ち合わせていないところでございます。 

以上でございます。 

尼寺省悟委員 

いいです。終わります。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

下田寛委員 

５ページの不動産鑑定委託料についてなんですが、これ、もう少し詳しく教えていただき

たいなというのと、先ほど、河内の空き家について行うということでしたが、今後、河内の

ほうで何か、そういった事業を行っていくのかどうか、その辺までわかる範囲で教えていた

だきたいです。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

場所につきましては、河川プールの北側に一軒お宅がございまして、そこが、今空き家に

なっております。 

その家の東側については、今、河川プールの駐車場として利用されている部分もございま

す。所有者の方の御理解を得て利用させていただいている部分もありますけれども、そこも

含めて、今回不動産価格鑑定を行い、６月の補正予算でですね、ぜひ購入をさせていただき

たいなっていうふうに考えております。合わせて改修とですね。 

それで、これは、地元からも空き家を活用してっていうようなことも御要望いただいてお

りまして、そこで今回、その空き家について一定期間の移住、お試し移住じゃないんですけ

れども、そういう場所にできたらなというふうに今考えているところでございます。 

以上です。 

下田寛委員 

これって、その下の土地利用構想調査委託料とかは、特に関係はないんですかね。 
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松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

関係ございません。 

下田寛委員 

すいません、その土地利用構想調査委託料も、もう少し詳しく教えていただけないでしょ

うか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

土地利用構想策定委託料につきましては、一般質問でもお答えをさせていただいておりま

すけれども、グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖、それから新産業集積エリアに続く企

業誘致等、住宅地も含めたところの新たな場所ということで、この、鳥栖市の中でそういう

ところを検討していきたいというふうに思っておりまして、当然、建設課の道路、将来道路

網の構想、それから、（仮称）味坂インターチェンジ、それもにらみながらこの土地利用構想

を策定していきたいというふうに考えているところでございます。 

下田寛委員 

大体、具体的な目星っていうのついているんでしょうか、このあたりっていう。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

一旦、整理をして、土地利用構想策定に臨んできたいというふうには考えておりますが、

当然、特区ではないんですけれども、インターチェンジから車で５分程度っていうことで特

区を提案しておりましたけれども、そういうところを頭に入れながら、味坂インターチェン

ジをにらみながらというところで御理解をお願いしたいというふうに思います。 

下田寛委員 

わかりました。 

それで、さっきの不動産鑑定委託料なんですけれども、今後、ここの一軒だけじゃなくて、

河内を中心にしたそういった空き家の対策、移住計画とかそういったものを今鳥栖市では検

討しているというふうに考えていいでしょうか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

まず、この場所的なものがございまして、これが河川プールのすぐ横で、天神木橋ですか、

バード橋ですか。天神木橋からダム側で、民家があるのがあそこだけなんですね。 

それで、そういうところもあって、河川プールの御利用もあっているっていうようなこと

もあって、また、なおかつ比較的程度もいいというようなこともあって今回そこを、基本的

にはそこだけというふうにしか考えていません。 

下田寛委員 

わかりました。 
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あと、その上の庁舎整備基本計画は、これ年に４回でしたっけ。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

計画策定委員会につきましては、年４回を今想定しているところでございます 

下田寛委員 

すいません、これ、いつからになってたんでしたっけ。 

計画としては、いつから行うような。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

この分につきましては、先ほど松隈委員にもお答えしましたけれども、策定委員会自体は

夏ぐらい――事前の条件整理をした上で、策定委員会を設置していきたいというふうに考え

ておりますので、夏前後になるという……、夏あとぐらいかな、夏ぐらいかなぐらいの感覚

で今考えております。 

久保山博幸委員 

同じく、庁舎の関係でお尋ねしたいんですけれども、今回コンサル、基本計画でコンサル

に発注されるんですが、今後その先に、基本設計、実施設計ってあるんですが、このコンサ

ルの考え方は、今どういうふうに認識しとったらいいんでしょうか。 

基本計画に携わるコンサルタントがその次、基本設計、実施設計まで連続して。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

基本計画、それから基本設計、実施設計それぞれ別物だというふうに思ってますので……、

基本設計と実施設計はつながってくるかもしれませんけれども、今回の基本計画と基本設計

については別物というふうに考えております。 

久保山博幸委員 

業務内容によって、当然、その業務量っていうのも変わってくると思うんですね。それで、

どういう内容でコンサルに発注されるか、それとコンサルの選定方法もあるんですけれども、

まずコンサルの選定方法についてお尋ねいたします。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

これは、一般質問でもお答えをさせていただいておりますけれども、指名競争入札、もし

くはプロポーザル方式での随契、どちらかだというふうに今考えているところでございまし

て、計画策定の委託の内容につきましては、現庁舎の現状と課題。 

新庁舎の検討はもちろん検討なんですけど、必要性、上位関連計画との整合性、先進事例

調査、基本理念、基本方針、規模の想定、必要機能、付加機能、庁舎の構成、事業計画、各

種委員会の対応などを今計画しているところです。委託を計画しているところです。 

久保山博幸委員 
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うちの会派でもこの件に関して、もうちょっと時間を、余裕を持って進めたほうがいいん

じゃないかという意見が大勢なんですけど、住民参加というか、住民意見の収集の仕方。今

のお話によると市民アンケートとパブコメ、この辺が市民参加、情報収集の２つの柱かなと

いうふうに聞いているんですが、例えばコンサルの業務としてまちづくりの視点からそうい

う手法というか、アイデアっていうかその辺もその業務の一環として発注するというような

可能性はないんでしょうか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

これも、一般質問でもお答えをしておりますけれども、市民向けアンケート、当然、一定

その諸条件のためにするのか、諸条件が出たあとにするのかは、またちょっと検討させてい

ただきますけれども、市民アンケートをさせていただく、パブリック・コメントをさせてい

ただく、それから、基本計画の策定委員会の中に、当然学識は入っていただきますけれども、

区長さんとか障害者団体、それから産業団体、子育て、ＰＴＡ、女性リーダーこのあたりを

考えているところでございます。 

以上です。 

久保山博幸委員 

それから、平成31年度末には目標として着工を目指すということなんですが、これは、先

ほど冒頭によると交付税の絡み、そのあたりがあるんでしょうか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

先ほどもお答えしましたけれども、起債も含めたその交付税の関係の説明会が４月中旬ぐ

らいというふうに聞いておりますので、今回の交付税措置が４年間限定なんですね、平成29

年から平成32年までということで。要は、建物ができ上がっとかなきゃいけない、それはあ

り得ないと思うんですけど、じゃ着工までしとけばいいのか、基本・実施設計までしとけば

交付税対象になるのかというところはまだ明確じゃないというのが１点ございます。そこが

１点ございますけれども、平成31年度中の着工目標というのは、地震がいつ起こるともわか

らないということで、スケジュール上一番最短でなった場合が平成31年度中の着工というふ

うに、目指すということでお答えをさせていただいているところでございます。 

ただ、先ほど松隈委員にもお答えしましたけど、この基本計画については丁寧に、スピー

ド感をもって丁寧につくっていきたいというふうには考えております。 

下田寛委員 

すいません、ちょっともう１点だけ。 

５ページの、筑後川流域クロスロード協議会負担金についてなんですけど、これホームペ

ージ見てると、道州制の取り組みとか書いてあるんですけど、もう、ちょっと時代が、もう
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ワンテンポ遅くなってきているのかなと思うんですが、一回整理したほうがいいんじゃない

かなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃるとおり、そのホームページ上はちょっと変わってない部分もありますので、そ

の部分は久留米市にもお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

下田寛委員 

よろしくお願いします。 

古賀和仁委員長 

質疑を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

   議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について 

          

古賀和仁委員長 

次に、議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更についてを議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

それでは、平成29年３月市議会定例会条例案等参考資料に基づいて御説明をしたいと思い

ます。29ページでございます。 

議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更案の概要ということで、こちらのほう

にお示しをさせていただいております。 

変更の理由ということで、こちら１番に書いておりますが、今後、重点的に取り組むべき

施策の追加及び組織機構の見直し等による文言整理のためということで、変更の内容といた

しましては、都市と農村との交流及び庁舎整備の取り組みを追加、取組担当課の追加及び変

更ということで、めくっていただきまして30ページ、31ページが変更箇所になっております。 

すいません、32ページまでですね。 

それで30ページ、これが上のほうがリーディングプロジェクト、リーディングプロジェク

トの中で、右側が変更案、一番下に都市と農村との交流を図りますということで、取組５－

１というふうに書いております。この部分を、追加をさせていただいております。 

内容につきましては、またあとで御説明をさせていただきます。 

それから、30ページのページ29というところですけれども、取組担当課、建設課っていう
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ふうになっておりますが、変更案では４月１日の組織機構の変更に伴いまして、維持管理課

ということで変更させていただいております。 

そして、取り組みの達成目標ということで、左側は国道・県道整備延長距離ということで

書いておりますけれども、ここに米印をつけさせていただきまして、現状、目標についての

説明をさせていただいているところでございます。 

それから、この35、45はページ数。これは総合計画のページ数になっておりまして、35、

45、51につきましては、それぞれ建設課、維持管理課を追加させていただいているというこ

とです。 

それから、31ページですけれども、左側、取組担当課、農林課で、右側が、総合政策課、

商工振興課、農林課ということで、今回、先ほど言いました都市と農村との交流を図ります

というところで、その前段のところの説明書きの中で、取組の方針というところで、自然豊

かな地域支援が存在する地域休養施設・滞在型農園施設周辺地区を都市と農村との交流拠点

としてその地域資源を活用した取組を行っていきます。という文言を追加させていただき、

下のほうで、取組の体系というところでは、都市と農村との交流を図ります、という取り組

みを追加させていただいているところでございます。書いている中身は同じでございます。 

めくっていただきまして、32ページですけれども、取組担当課はそれぞれ変更させていた

だいておりますけれども、一番最後の、公共施設マネジメントを行います、というところの

文言を市庁舎についてはということで、市庁舎の整備を進めてます、という部分を、こちら

の公共施設マネジメントを行いますのところに追加をさせていただいているところでござい

ます。 

大きな変更といたしましては、都市と農村との交流を図りますという取り組みを追加させ

ていただいたこと。それから、市庁舎の整備に備えた文言を追加させていただいたことが大

きな変更でございます。 

それで、都市と農村との交流を図りますという取り組みを追加させていただいた経緯につ

きましては、今回、当初予算でもお願いをしておりますけれども、地域休養施設の改修を行

うこと、それから、我々総合政策課のほうで提案させていただいております空き家を補正予

算を通じて購入をさせていただきたいというようなことを今取り組みとして考えていること。 

これらを含めて、今回、都市と農村との交流を図りますという取り組みを追加させていた

だいているところでございます。 

以上でございます。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 
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下田寛委員 

すいません、もう少し具体的に、要は栖の宿を中心として、どのような形で都市と農村の

交流が図られていくのかっていうイメージを教えていただきたいんですけど。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

まずは、旧とりごえ荘ですね。旧とりごえ荘について、老朽化もしておりまして、そこを

今回、改修を計画しているっていうのがあります。当然、その改修を行うことで、アウトレ

ットのお客さんにちょっと寄ってもらうとか、そういうところを目指したいなっていうとこ

ろが一つありまして、畳敷の部分を今度フローリング化ということで、やっていきたいとい

うことで今計画をしておりまして、そうすることで、例えば、研修とかそういうのに使って

いただければというような計画をしているところでございます。 

下田寛委員 

あそこをもうちょっと、拠点性を持って、何か河内の町に人が来るような仕掛けづくりを

恐らく行っていくのであろうなと思いましたけど、もうちょっと具体的なイメージというか、

ストーリーが今後できてくるといいなと思いましたんで要望として、お願いします。 

松隈清之委員 

今、栖の宿を改修するということで、さっき、空き家にお試し移住、それもこの取り組み

に入るんですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃるとおりです。 

松隈清之委員 

ということは、お試しですよね。 

そこに住み続けたいと言われたら、そこを買ってもらって、そこに住んでもらうっていう

取り組みとして理解していいですか。（「どこを買ってもらう」と呼ぶ者あり） 

今、お試し移住される、河川プールの横にある家を、今度手を入れられると。そこに、お

試し移住をしてもらうと。 

例えば、お試しで、いや、気に入ったと。ここにずっと住みたいんですけどって言ったら、

その家を買ってもらうっていうことになるんですかね。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

我々の想定としては、まず、そのお試し移住の場所というふうにしたいなっていうところ

を考えておりまして、実際、そこを買いたいっていうことになればですね、また、そこは新

たな検討が必要だなというふうに思っております。 

松隈清之委員 
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検討するっていうのも、何かね、不思議な話であって。お試し移住させといて、いや、別

に短期でおってくれればいいだけだから、終わったらどうぞお帰りくださいっていうつもり

でおられるのか。あるいは、ずっと、じゃあ賃貸でいいんですよっていうものを用意されて

いるのか。 

そのお試しの後を考えているのかっていうこと。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

すいません、私の理解が足りませんで。 

まずは、鳥栖市に来ていただいて、お試しで住んでいただいて、当然、河内の中には空き

家が、今２軒、３軒あるというふうに聞いておりますので、例えば河内を希望すれば、そち

らのほうを御紹介したりとかいうのはあると思いますし、当然、お試しでございますので、

鳥栖市内での、繁華街というところでの御紹介というものもしていきたいなというふうに考

えております。 

松隈清之委員 

お試しをするにはものすごく特殊な場所ですよね。 

だから、さっきの予算のところで聞いてもよかったんですけど、今回のこの交流っていう

のがね、目指すところっていうのが、いわゆる交流として農村に……、交流ですよ。だから

住むとかじゃなくて、農村を訪れて何かを楽しむ。一つのレジャー性を持たせる取り組みと

して交流をさせていきたい。それが、栖の宿も含めてレジャーとしての農村っちゅうか、山

村との交流を目指していく取り組みにしていくのか。 

さっき、なんで入っているのかって聞いたのは、移住っていうことはね、じゃ今後その地

域に対して人をふやしていきたいという考え方を持っているのかどうかで違うと思うんです

よね。 

だから、お試しされて、鳥栖を知ってもらうにしたらえらい限られた場所なんですよね。

本当の意味で鳥栖を知ってもらおうとしたら、鳥栖の利便性を知ってもらう上で、やっぱり

駅とかね、どっちかっちゅうと市街地の中に住んでもらったほうが鳥栖のよさはわかると思

うんで、どうなんですか、何をお試ししてもらおうと思ってるんですかね。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

おっしゃるとおりでございます。 

特殊な場所、特殊な場所というか、山間部は山間部でございますので、そこにいらっしゃ

って、住んで、そこが気に入って、じゃあ河内でそういう場所がないのかって言われて、そ

こに住んでいただくのは、我々も紹介はもちろんしますけど、そういうところの一面ってい

うところでの考え方のほうが、どちらかというと強いです。 
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松隈清之委員 

あの山間部に住んでいただくことがいいのかどうか、よくわからんですよね。 

例えば、本当に子育て世代が来たときに、じゃあ、あそこから子供どうすんだとか考えて

いくと、例えば、陶芸をしたいからここに住みたい、これはありだと思うんですよ、別にあ

りだと思うんだけど、いわゆる鳥栖に住みたい、鳥栖を知ってもらってお試しっていうこと

でいくと、もっと一般的なね、鳥栖の魅力を感じられるような場所がやっぱふさわしいんじ

ゃないかなあって。 

だからこれ、あくまで山村との交流、例えばそこが、一種のキャンプ場みたいな感じでね、

その家みたいなところに何日か遊びに来て過ごす。山村体験的な場所として、いろんな人に

来てもらって山村と交流しませんか、これ全然ありだと思うんですよ。 

お試し移住ではなくて、あくまで、この山村っていう地域をレジャーとして親しんでもら

おうっていう取り組みだったら全然オーケーで、この中にある、交流という意味合いの中に

も合致するのかなと思うけど、鳥栖を知って、鳥栖に住んでもらおうと思うんであればちょ

っと違うのかなと。そこは、だから今後の利用の仕方、利活用の仕方については、またちょ

っと御検討いただきたいなっていうふうに思います。 

それと、栖の宿も、そもそも建物自体がね、正直言って、少々手入れしたところで、やっ

ぱもう古臭いですよね。 

本当にあそこを、アウトレットの人も来てくれるぐらいにしようと思ったら、外観から含

めてすっごい、めっちゃくちゃ手を入れって、どっかの海外リゾート地かよって思われるぐ

らいの手をかけないと多分だめなんですよ。中途半端に、ちょっと古くなったからやりまし

ょうつって少々色塗りかえたり、フローリングにしたぐらいじゃね、人が寄ってくるような

建物にはならん。 

だから、いや本当にやりたいんだったら、もう、びっくりするぐらいの場所、建物にする

ぐらいの覚悟がないといかんし、少々やっても多分、あんまり人は来ないと思うんでね、そ

こは、今、指定管理もされているんだけれども、そのあと、要は今の延長でいくんだったら

利用者も含めて、僕はあんまり活用は今でもされてないし、今後も、ただ手入れをしただけ

ではあんまり活用されないと思うんですよね。 

だから、要はこの、交流をどこまで本気でやるか。中途半端なら、もう、大して効果がな

いからやめたほうがいいというふうに思うし、やるんだったら本当にすごい、びっくりする

ぐらいの建物を使ってサービス、それは指定管理者も含めて、サービスも含めて検討してや

るかのどっちかなんですよ。そこまで金をかけられないと思うんだったら、やめるのも含め

て検討したがいいと思う。 
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松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

建物のほうについては、おっしゃっているようにさまざまな利用の検討というのは、今、

合わせて検討しているというところもございます。 

その、お試し移住プラスアルファの部分を検討しているというところはありますのが１点

と、改修につきましては、まず、今までが手を入れてない。なぜ手を入れてないのかわかり

ませんけれども、手を入れてない部分も多々あったというところもありまして、やっぱり外

壁、屋根、このあたりは、ちょっと補修をしていきたいというふうに今計画をしているとこ

ろです。 

小石弘和委員 

社会教育研修場、これの受け皿にする予定はないわけですか。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

フローリング化をするっていうところは、社会教育研修場の機能もそちらのほうに持たし

ていきたいというふうな予定でおります。 

小石弘和委員 

じゃあ、それが要するに決まればですよ、その社会教育研修場ですかね、あれも結局、私

もこの前見に行きましたけど、非常に危険な状態に陥っているわけですよね。そいけん、ぜ

ひそういうな形で、ことしの夏にでも間に合うようなね、社会教育研修場は恐らく使えない

と思うんですよ。 

教育委員会としては、年に二、三回使用があるというふうな形はお聞きしてますから。で

きるなら、そういうふうな受け皿をつくっていただいて、危険なところの取り壊しを早くし

たほうがいいんじゃないかなというふうなことで、私の意見として言っておきます。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ほかにありませんか。 

    〔発言する者なし〕 

質疑を終わります。 

以上で、企画政策部関係議案の質疑を終了いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 
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 本日の総務文教常任委員会は、これにて散会をいたします。 

   

  午後３時１分散会 
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５ 審査日程 

 

  議案審査（教育委員会事務局） 
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  午後１時30分開議 

   

古賀和仁委員長 

これより、本日の総務文教常任委員会を開きます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

議案の審査に入ります前に、採決は済んでおりますが、先日の補正予算の審査の中であっ

ておりました質疑につきまして、お手元のほうに資料を配付しております。 

執行部よりそれぞれ説明をお願いいたします。 

柴田昌範学校教育課長 

失礼いたします。 

まず、小石委員さんから御質問が出ておりました鳥栖市学校給食センター資源物売払業務

について、資料を用いて御説明いたします。 

学校給食センターの資源物売り払い料につきましては、平成26年の開業年度からリサイク

ルの促進や処分経費等の縮減を勘案いたしまして、資源物の売り払いを行っております。 

売り払い業者の選定につきましては、鳥栖市資源回収登録業者のうち、市内に事業所所在

の業者としておりまして、その業者による買い取り額の入札を行っております。 

売り払い料及び売り払い額は表のとおりとなっております。なお、売り払い業者は各年と

もに有限会社ウラカワというふうになっております。 

引き続きまして、松隈委員から２ページの被災幼児児童生徒就園就学支援補助金について

御質問があった点について、資料を用いて御説明いたします。 

減額が大きくなっているけれども補助率が落とされたのか、それとも対象人数が減ったの

かという御質問がありました。先日の委員会の場で明確に答えることができなかったため、

本日お手元に資料を御用意しました。 

まず、この補助金につきましては、東日本大震災で被災し就学困難となった児童生徒の保

護者に対しまして、就学困難な場合に国庫から全額の補助が出るものと、熊本地震による被

災を受けた家庭に対しては３分の２を補助する事業となっております。 

このことにつきまして、精査いたしましたところ補助率の違いによる歳入の見込み違いで

あることがわかりました。 

本来は、先ほど御説明しましたとおり、東日本大震災関係が補助率10分の10、そして、熊
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本震災が３分の２となっております。ところが、資料の一番下にあります要保護児童生徒就

学援助費補助金の補助率であります２分の１を用いて歳入の計算をしてしまっておりました。

そのため、補正の予算の減額幅が大きくなってしまったものであります。 

このように、補助率を誤って補正予算を計上してしまったことにつきまして深くおわび申

し上げます。 

簡単ですが、説明については以上です。 

園木一博教育次長 

ただいま、学校教育課長より説明いたしましたように、被災幼児児童生徒就園就学支援補

助金につきましては、誤った決算見込みの積算により補正予算を作成し、本来でございます

と補正予算の審査をいただいた質問に対し、明確に回答、並びに説明等ができているべきも

のでございます。 

結果、補正予算議決後において、誤った積算によるものであるとの説明をせざるを得なか

ったことにつきましては、真摯に受けとめ、この場をかりまして心よりおわびを申し上げた

いと思います。 

今後、このような事案が発生しないように、事務事業、特に積算のチェック体制等につい

ては強化、見直しを行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上、議決後、被災幼児児童生徒就園就学支援補助金に関する補正予算積算説明資料提出

についてのおわびとさせていただきます。 

大変申しわけございませんでした。 

古賀和仁委員長 

ただいまの説明に対し、質疑があればお受けしたいと思います。 

    〔発言する者なし〕 

質疑を終わります。 

これからは、こういうことのないように、ぜひ慎重に予算には取り組んでいただきたいと

思います。 

それでは、以上で資料についての説明を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  教育委員会事務局 

           

   議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算 
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古賀和仁委員長 

それでは、当初予算の審査に入ります。 

本日は、教育委員会事務局関係議案の審査を行います。 

教育委員会事務局関係の議案は、議案乙第８号の１議案であります。 

それでは、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

園木一博教育次長 

改めましてこんにちは。委員会の審査に入ります前に一言御挨拶を申し上げます。 

午前中の市内小学校の卒業式につきましては、委員の皆様の御臨席を賜りまして、まこと

にありがとうございました。 

おかげさまをもちまして、無事市内８小学校卒業式を終了することができましたので、こ

の場をかりてお礼申し上げたいと思います。 

それでは、本日御審議を賜ります議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算のうち、

教育委員会会計分でございます。 

教育委員会事務局所管の教育費総額で13億424万円となっておりまして、昨年の当初予算と

比較しますと額で５億760万円、率で28％の大幅な減額となっております。その主な要因とい

たしましては、田代中学校普通教室棟大規模改造事業及び田代中学校普通教室棟増築工事の

完了に伴う事業費の減額によるものでございます。 

今回の当初予算でお願いいたしております主な事業といたしましては、３月補正において

お願いいたしました小中学校トイレ洋式化及び屋内運動場非構造部材の改修についての残り

の小中学校の設計に要する経費、特別支援学級生活指導補助員配置事業、放課後児童健全育

成事業の補助、勝尾城筑紫氏遺跡保存整備事業となっております。 

以上、概要について申し上げましたけれども、詳細につきましては、これより各担当課長

より御説明をさせていただきますので、どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

まして、御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

柴田昌範学校教育課長 

それでは、まず学校教育課から歳入について御説明申し上げます。 

款13．分担金及び負担金、項２．負担金、目２．教育費負担金、節１．小学校費負担金及

び節２．中学校費負担金につきましては、学校管理下における傷害保険であります日本スポ

ーツ振興センター負担金945円のうち、460円を保護者に負担していただく分となっておりま
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す。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続いて、款14．使用料及び手数料、項１．使用料、目５．教育使用料、節１．社会教育使

用料のうち、72万4,000円につきましては勤労青少年ホームの使用料でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

項２．国庫補助金、目５．教育費国庫補助金、節２．小学校費国庫補助金及び節３．中学

校費国庫補助金の主なものでは、特別支援教育就学奨励費補助金及び理科教育設備整備費補

助金となっております。どちらも、国庫補助は２分の１というふうになっております。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続いて、節４．社会教育費国庫補助金につきましては、一番上から、埋蔵文化財発掘調査

補助金でございますが、こちらは、市内文化財の確認調査に伴う補助金として国から事業費

の２分の１の補助を受けるものでございます。 

またその下、史跡等購入費補助金につきましては、勝尾城筑紫氏遺跡の公有化事業に伴う

補助金として国から事業費の５分の４の補助を受けるものでございます。 

その下、子ども・子育て支援交付金につきましては、放課後児童健全育成事業に対する補

助金として国から事業費の３分の１の補助を受けるものでございます。 

柴田昌範学校教育課長 

２ページ目になります、款16．県支出金、項２．県補助金、目６．教育費県補助金、節１．

教育総務費県補助金は、主にスクールカウンセラー事業に対する県から３分の１の補助を受

けるものです。 

節２．小学校費県補助金、節３．中学校費県補助金につきましては、被災幼児児童生徒就

園就学支援補助金となっております。先ほど申しましたように、東日本大震災関係が補助率

10分の10、熊本大震災が３分の２の補助となっております。 

また、中学校費県補助金は、平成28年から実施を始めました放課後等補充学習事業、この

分につきましては県から５分の３の補助を受けるものであります。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続いて、節４．社会教育費県補助金のうち、一番上の埋蔵文化財発掘調査補助金につきま

しては、市内文化財の確認調査に伴うもので県から事業費の18％の補助を受けるものでござ

います。 
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続いて、子ども・子育て支援事業費補助金につきましては、放課後児童健全育成事業に対

して県から事業費の３分の１の補助を受けるものでございます。 

その下、学校家庭地域連携協力推進事業費補助金につきましては、放課後子ども教室推進

事業について、それぞれ県から事業費の３分の２の補助を受けるものでございます。 

その下、放課後児童クラブ夏季臨時開設支援事業費補助金につきましては、夏季休暇中だ

け臨時に開設する放課後児童健全育成事業に対して、県から事業費の２分の１の補助を受け

るものでございます。 

最後に、遺跡等購入費補助金につきましては、勝尾城筑紫氏遺跡の公有化事業に伴う補助

金として県から事業費の2.45％の補助を受けるものでございます。 

以上です。 

柴田昌範学校教育課長 

続きましてその下、項３．県委託金、目５．教育費県委託金、節１．教育総務費委託金は、

児童生徒の活用力向上研究指定事業委託金で、県教育委員会から田代中校区４校におきまし

て活用力向上に係る研究を行うためのものとなっております。県から10分の10の補助を受け

るものです。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続いて、節２．社会教育費委託金につきましては、地域人権啓発活動活性化事業委託金と

いたしまして、人権啓発の事業である人権の花運動に対する県からの委託金でございます。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、款17．財産収入、項１．財産運用収入、目２．利子及び配当金、節１．利子

及び配当金につきましては、本市の育英資金貸付基金の預金利子の本年度の見込み額を計上

しているところでございます。 

その下、款18．寄附金、項１．寄附金、目２．教育費寄附金、節１．教育総務費寄附金に

つきましては、本市の育英資金貸付基金に対する寄附金で、1,000円の頭出しでございます。 

以上でございます。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

その下、款21．諸収入、項４．受託事業収入、目１．受託事業収入、節５．教育費受託収

入の埋蔵文化財発掘調査受託料につきましては、開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査に係る

経費を開発者から受託するものとして計上いたしております。 

柴田昌範学校教育課長 

３ページをお開きください。 
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項６．雑入、目４．雑入、節４．雑入の主なものは、中原特別支援学校鳥栖田代分校の負

担金となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、款22．市債、項１．市債、目５．教育債、節１．小学校債及び節２．中学校

債につきましては、小中学校の屋内運動場非構造部材改修事業及びトイレ改修事業に伴うも

のでございます。 

詳細につきましては、歳出のほうで御説明いたします。 

以上で、歳入についての説明を終わります。 

続きまして、歳出について申し上げます。 

４ページをお願いいたします。 

款10．教育費、項１．教育総務費、目１．教育委員会費の主なものについて申し上げます。 

節１．報酬につきましては、教育委員４人分の報酬でございます。 

続きまして、目２．総務事務局費でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、教育長、教育次長及び教育総務課職員５人、

計７人分の人件費をお願いするものでございます。 

節７．賃金につきましては、小中学校の事務補助員12人及び学校用務員８人の計20人分の

嘱託職員の賃金をお願いするものでございます。 

節８．報償費につきましては、教育委員会評価委員２名と学校給食センター被災検証委員

会委員４名の計６人分の謝金をお願いするものでございます。 

飛びまして、節13．委託料につきましては、小中学校施設の警備委託料及び中学校４校分

の土日祝日、年末年始の日直代行委託料をお願いするものでございます。 

ページめくっていただきまして、５ページをお願いいたします。 

節19．負担金、補助及び交付金につきましては、教育関係団体に対する負担金でございま

す。 

節20．扶助費につきましては、交通遺児に対する手当てといたしまして２名分を計上して

おります。 

節28．繰出金につきましては、歳入で御説明いたしました育英資金貸付基金の預金利子及

び寄附金の基金への繰り出しでございます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

続きまして、目３．学校教育事務局費、節１の報酬は、いじめ問題対策委員会、就学時健
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康診断医師、それから通学区域審議会などの報酬となっております。 

節２．給料から節４．共済費までは、学校教育課職員６名分の人件費となっております。 

節７．賃金は、学校図書館事務補助員12名、嘱託指導主事３名、学校適応指導教室みらい

指導員２名、教育相談指導員１名等の賃金となっております。 

節８．報償費のうち、謝金は、市内小中学校へのスクールカウンセラーの配置に係る謝金

のほか、いじめ問題対策委員会の委員、就学指導相談会の相談員謝金等となっております。 

節11．需用費の主なものは、消耗品費、印刷製本費代等となっております。 

節12．役務費の主なものは、切手などの通信運搬費と学校災害賠償保険料が主なものとな

っております。 

節13の委託料で主なものは、語学指導業務委託料といたしまして外国語指導助手、いわゆ

るＡＬＴ５名を小学校の英語活動及び中学校の英語の授業で活用するために配置している民

間委託料及び劇団四季公演の設営にかかる委託料となっております。 

節14．使用料及び賃借料の主なものは、劇団四季の観劇に伴うバス借上料と会場使用料と

なっております。 

続きまして、６ページになりますけれども、節19．負担金、補助及び交付金のうち、スク

ールサポーター配置負担金につきましては、鳥栖中学校と鳥栖西中学校に配置されている２

名のうち、１名分を市で負担するものでございます。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

続きまして、項２．小学校費、目１．学校施設管理費でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、学校用務員３人分の人件費をお願いするも

のでございます。 

節11．需用費につきましては、学校施設の修繕料が主なものでございます。 

節13．委託料のうち、１行目の調査設計委託料につきましては、基里小学校の校舎の外壁

調査に要する経費、また、設計業務として、鳥栖北小、田代小、基里小、麓小学校４校の屋

内運動場非構造部材改修事業の設計及び同４校の普通教室棟及び屋内運動場のトイレ改修事

業の設計に要する経費が主なものでございます。 

２行目の、学校施設管理委託料につきましては、小学校８校の各種設備点検、樹木剪定等

施設管理に要する経費をお願いするものでございます。 

節15．工事請負費の営繕工事費につきましては、新たに特別支援学級となります教室棟の

空調設備設置に要する経費、また、麓小学校プール循環ろ過装置改修に要する経費が主なも

のでございます。 
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節23．償還金、利子及び割引料につきましては、弥生が丘小学校新設に伴います都市再生

機構立替金の償還金でございます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

目２．学校事務管理費について主なものを御説明いたします。 

節１．報酬は、校医15名、学校歯科医12名、学校薬剤師８名の報酬となっております。 

節７．賃金につきましては、主要事項説明書に記載しておりますように、小学校の特別支

援学級生活補助員27名分の賃金となっております。 

特別支援学級に在籍し、１人で学校生活を送ることが困難な児童生徒に対しまして、学校

生活全般の補助、それから交流学習等で補助などを行うものでございます。 

節８．報償費は、主に学校評議員、８校に５名ずつ配置しております40名分の謝金等とな

っております。 

節11．需用費の主なものといたしましては、小学校３年生用の社会科副読本私たちの鳥栖

市、この全面改定の印刷製本費、あと学校の光熱水費、修繕料等となっております。 

続きまして、７ページをお開きください。 

節12．役務費は、電話代や切手などの通信運搬費、水質検査や計量機器検査手数料等が主

なものとなっております。 

節13．委託料の主なものは、塵芥収集委託料及び開かれた学校づくり推進事業委託料、鳥

栖小学校の高田、安楽寺の子供たちのための学童輸送業務委託料。それから、各種検診の健

康診断等の委託料というふうになっております。 

節14．使用料及び賃借料の主なものは、コピー機、児童用パソコンの借上料、国語、算数

等のデジタル教科書ソフトウエア使用料が主なものとなっております。 

節18．備品購入費は、児童用机・椅子の購入費、児童用図書、教科用備品が主なものとな

っております。 

節19．負担金、補助及び交付金の主なものは、日本スポーツ振興センターへの負担金のほ

か、各種研究会への負担金等となっております。 

続きまして、８ページになりますけれども、目３．教育振興費、節18．備品購入費は、小

学校の教材や理科備品購入の費用でございます。 

節20．扶助費は、要保護、準要保護の学用品費や学校給食等の補助、また、特別支援学級

在籍の児童の就学奨励費として各家庭に支払われるものでございます。 

目４．学校給食センター費、節２．給料から節４．共済費につきましては、センター職員

11名分の人件費となっております。 
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節７．賃金は、学校給食センター嘱託職員13名ほか、臨時職員等の賃金となっております。 

節11．需用費は、給食センターで使う消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料が主なものと

なっております。 

節12．役務費の手数料は、理化学等検査手数料や検便、ノロウイルス等の検査手数が主な

ものとなっております。 

節13．委託料は、配送業務や米飯業務、保守点検業務等が主なものとなっております。 

節18．備品購入費は、食器、かご等の給食用備品購入費及びネットワーク対応の栄養管理

ソフト購入費となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

ページめくっていただきまして、９ページをお願いいたします。 

項３．中学校費、目１．学校施設管理費でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、学校用務員１人分の人件費をお願いするも

のでございます。 

節11．需用費につきましては、学校施設の修繕料が主なものでございます。 

節13．委託料のうち、１行目の調査設計委託料につきましては、鳥栖中学校の校舎の外壁

調査に要する経費、また、設計業務といたしまして小学校費同様、鳥栖中、鳥栖西中学校２

校の屋内運動場非構造部材改修事業の設計及び同２校の普通教室棟及び屋内運動場のトイレ

改修事業の設計に要する経費が主なものでございます。 

２行目の学校施設管理委託料につきましては、これも小学校費同様、中学校４校の各種設

備点検、樹木剪定と施設管理に要する経費をお願いするものでございます。 

節15．工事請負費の営繕工事費につきましては、鳥栖中学校テニスコート防球ネット改修

工事及び鳥栖西中学校管理棟屋根防水補修工事に要する経費でございます。 

なお、関係資料といたしまして、主要事項説明書の37ページに小中学校屋内運動場非構造

部材改修事業分を、38ページのほうに小中学校トイレ改修事業分についてお示しをしており

ます。 

以上でございます。 

柴田昌範学校教育課長 

目２．学校事務管理費、中学校の主なものを御説明いたします。 

節１．報酬は、校医７名、歯科校医６名、学校薬剤師４名分となっております。 

節７．賃金は、中学校選択制弁当給食に係る栄養士嘱託職員１名分と、特別支援学級生活

指導補助員６名分の賃金となっております。特別支援学級生活指導補助員につきましては、
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先ほど小学校で御説明しましたとおり主要事項説明書に記載しております。 

続きまして、節８．報償費は、各学校５名ずつの評議員、合計20名分の謝金が主なものと

なっております。 

節11．需用費の主なものは、副読本中学校生活と進路、中学校体育実技、中学校献立の印

刷製本費、光熱水費、修繕料等となっております。 

節12．役務費は、小学校と同じく電話代や切手代などの通信運搬費、水質検査等の手数料

が主なものとなっております。 

10ページです。 

節13．委託料の中で主なものは、塵芥収集手数料、開かれた学校づくり推進事業委託料、

給食業務委託料となっております。給食業務委託料につきましては、中学校選択制弁当給食

に係る調理等の日米クックへの業務委託料、それから検診委託料等となっております。 

節14．使用料及び賃借料の主なものは、コピー機借上料、生徒用パソコン借上料、デジタ

ル教科書ソフトウエア使用料が主なものでございます。 

節18．備品購入費の主なものは、中学校生徒用の机・椅子の購入費用、生徒用図書、一般

備品購入費、楽器購入費等となっております。 

節19．負担金、補助及び交付金の主なものは、日本スポーツ振興センターへの負担金、そ

のほか各種研究会への負担金、ヘルメット購入補助金等となっております。 

続きまして、11ページをお開きください。 

目３．教育振興費、節18．備品購入費は、中学校の教材費、理科備品等の購入費でござい

ます。 

節20の扶助費は、要保護、準要保護の学用品費や中学校弁当給食の補助、特別支援学級の

在籍生徒への就学奨励費として各家庭に支払われるものでございます。 

以上です。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

続いて、項４．社会教育費、目１．社会教育総務費の主なものについて御説明いたします。 

節１．報酬につきましては、社会教育委員、青少年問題協議会委員、社会教育指導員の報

酬でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、図書館を除く生涯学習課職員11人の人件費

でございます。 

節７．賃金は、同和教育集会所に配置する事務員の賃金でございます。 

節８．報償費につきましては、生涯学習講座などの講師謝金、並びに成人式記念品代など

でございます。 
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次のページをお願いいたします。 

節13．委託料につきましては、社会教育関係施設等の管理委託料及び市内の小中学生を対

馬に派遣し、対馬での体験活動や交流事業、また歴史を学び、青少年の健全育成を図ること

を目的としております少年少女派遣事業委託料でございます。 

続いて、節15．工事請負費につきましては、なかよし会営繕工事費といたしまして、鳥栖

小学校なかよし会、また鳥栖北小学校なかよし会の空調設備の修繕工事費でございます。 

節19．負担金、補助及び交付金のうち、主なものといたしまして、下から５行目の放課後

児童健全育成事業補助金につきまして御説明させていただきます。 

主要事項説明書の40ページのほうに記載をいたしております。こちらを参照していただき

たいと思います。 

この事業は、留守家庭児童に対し放課後や長期休暇中に学校施設内の専用施設などにおい

て、適切な遊びや生活の場を設け、児童の健全育成を図るものでございますが、本市におい

ては、現在各小学校になかよし会が16クラブ、民設民営のアフタースクールあいあい１クラ

ブの計17クラブがございます。それぞれを運営しております鳥栖市放課後児童クラブ運営協

議会と社会福祉法人和貴福祉会に対し、運営費に対する補助金を交付することといたしてお

ります。 

さらに、平成29年、本年４月から新たに民設民営のクラブにじのひろばが開設されます。

そちらを運営されます社会福祉法人健翔会に対し、運営費及び環境整備費に対する補助金を

交付することといたしております。 

再び、資料の13ページをお願いいたします。 

目２．文化財保護費につきましては、各種審議会委員会等に関する経費及び史跡等の保全

管理に関する経費となっておりますが、その主なものといたしまして、勝尾城筑紫氏遺跡の

保存整備事業について御説明させていただきます。 

国指定の史跡でございます勝尾城筑紫氏遺跡につきましては、平成24年度に策定いたしま

した遺跡整備基本計画に基づいて、葛籠城跡地区及び筑紫氏館跡地区の公有化を本年進めて

おります。今年度の事業の主な内容は、葛籠城跡地区、筑紫氏館跡地区の史跡買い上げ事業、

また保全管理及び保存整備委員会の開催経費でございます。 

一番下のほうに公有財産購入計画を年度ごとに記載いたしております。ごらんいただきま

すように、平成29年度は、１万4,665平米の土地と立ち木の購入を予定いたしておりまして、

これらに伴う公有財産購入費を計上させていただいております。 

再び資料の、今度は14ページをお願いいたします。 

目３．図書館費の主なものについて御説明いたします。 
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節１．報酬につきましては、図書館運営協議会委員報酬でございます。 

節２．給料から節４．共済費につきましては、図書館職員５人分の人件費でございます。 

節７．賃金につきましては、図書館司書等の嘱託職員10人と、土日などに図書館業務に従

事している臨時職員４人分の賃金でございます。 

節11．需用費の主なものといたしましては、閲覧用の雑誌、新聞等の購入に係る消耗品費

及び電気料、上下水道料金等の光熱水費でございます。 

１つ飛ばしまして、節13．委託料につきましては、施設の清掃、警備業務、また空調設備

などの保守点検などに係る施設管理業務委託料が主なものでございます。 

続いて、節14．使用料及び賃借料につきましては、図書館システム及び関連機器等の事務

機借上料、使用料と書籍情報のデータベースである図書館情報マークの使用料が主なもので

ございます。 

節15．工事請負費につきましては、図書館の屋上防水改修工事に要する経費でございます。

図書館は、築25年が経過し、屋上の防水シートの劣化による雨漏りが続いております。緊急

的な部分改修をこれまで行ってまいりましたが、今回、屋上全ての防水シートの張りかえを

行う改修工事を行いたいと考えております。 

節18．備品購入費の図書等購入費につきましては、書籍及びＤＶＤやＣＤなどの視聴覚資

料の購入に必要な経費でございます。 

その下、移動図書館車購入費につきましては、現在の移動図書館車とりんす号の老朽化が

著しいため、新たな車両の購入に要する経費でございます。 

事業概要につきましては、主要事項説明書42ページのほうを御参照ください。 

今回、車両の買いかえに合わせてサービスの内容も見直し、館外サービスの充実を図って

まいりたいと考えております。車両の内容といたしましては、これまで車両自体が本棚って

いう移動図書館車でございましたが、新しく予定しております車両については、移動本棚、

ブックトラックを運搬することを主な目的とした車両になります。 

具体的には、ブックトラック４基を搭載した車両で市内の施設を循環し、施設内にブック

トラックを並べまして臨時図書館にするというようなサービス内容にしたいと考えておりま

す。また、合わせて巡回場所や滞在時間も大幅な見直しを考えているところでございます。 

また、資料のほうに戻っていただいて、15ページをお願いいたします。 

目４．埋蔵文化財発掘調査費につきましては、市内の遺跡確認発掘調査に伴う経費で、現

場や整理作業員の人件費と機械器具等借上料が主なものでございます。 

その下、目５．埋蔵文化財調査受託費につきましては、開発事業に伴う市内遺跡の本調査

に係る経費を計上いたしております。なお、この調査は開発者から受託して行うものでござ
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います。 

その下、目８．勤労青少年ホーム費の主なものといたしましては、節７．賃金は、嘱託職

員１名の賃金でございます。 

節８．報償費につきましては、勤労青少年ホームで開催いたします教養講座開催に伴う講

師謝金でございます。そのほか、勤労青少年ホームの管理運営に係る経費が今回お願いして

いる内容となっております。 

以上です。 

江嵜充伸教育総務課長 

次のページ、16ページをお願いいたします。 

款11．災害復旧費、項３．教育施設災害復旧費、目１．単独災害復旧費でございます。 

節15．工事請負費につきましては、災害復旧工事費といたしまして1,000円の頭出しでござ

います。 

以上で、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算の教育委員会事務局関係分の説明

を終わらせていただきます。 

古賀和仁委員長 

執行部の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

松隈清之委員 

先ほど、被災幼児児童、資料の２ページ県支出金、県補助金。 

今回、金額、小学校費県補助金のやつ、被災幼児児童生徒就園就学支援補助金と中学校費

県補助金、これ多分、小学校から中学校に上がられたから金額が、多分こう変わっているの

かなと思うんですけど、詳細について御説明いただけますか。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

まず、小学校費でございます。25万円の内訳でございますが、東日本大震災の方が３名、

熊本震災分を１名と見込んでおります。 

東日本大震災の３名の主なものとしましては、学用品費、学校給食費など約21万円を見込

んでおります。 

続きまして、熊本震災分でございます。対象者は１名でございます。 

学用品費、並びに学校給食費など４万円を見込んでおります。合計で25万円といたしてお

ります。 

続きまして、中学校の８万4,000円でございます。 

これにつきましては、東日本大震災分１名を見込んでおります。 

内訳としましては、修学旅行費、給食費、並びに学用品費を８万4,000円と見込んでおると
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ころでございます。 

以上です。 

松隈清之委員 

変わらないっちゅうことですね、平成28年度末と。人の数はですね。 

はい、わかりました。 

それでは次に、同じく県支出金の県委託金の児童生徒の活用力向上研究者指定事業委託金

なんですけど、これ事業、歳出のほうよくわからないんですけど、具体的にどういう事業に

なるのか教えていただけますか。 

柴田昌範学校教育課長 

県教育委員会が学力向上の一環といたしまして、県内にこうやって活用力向上と、基礎学

力とかいろんな学力ありますが、最終的に活用する力というところを目指しておりまして、

そういったところで有用感を味あわせて知識理解の定着を図りたいといったところで、研究

指定校を県教委が指定しております。 

その中で、鳥栖市では、田代中校区４校が研究指定を受けたということで、恐らく鳥栖市

で委嘱しております小中一貫教育の発表と同時開催にはなると思いますけれども、国語の授

業であったり、算数、数学の授業で活用力向上を目指したところで研究発表会を行うと。そ

ういったところで、講師とか研究機器をつくったり、そういったところで県から補助金が出

ている事業でございます。 

以上です。 

松隈清之委員 

これ、歳出はどこに出てくる分になるんですか。 

柴田昌範学校教育課長 

学校事務局費のところで出てきておりますので、ページでいうと５ページ目、消耗品費、

印刷製本費とかですね。そういったところで活用させていただくこととしております。 

講師謝金等もここから払うといったところで、歳入としては県のほうからいただいている

ということになります。 

松隈清之委員 

具体的に、まだこれ研究なので、どういうふうな取り組みをするかはよくわからんけど、

講師を呼んでとか、そんな感じになるということですかね。 

はい、わかりました。 

続きまして、資料７ページ、これ多分小学校費なんで中学校費でも出てくるんですが、中

学校費だと10ページになるんですけど、使用料及び賃借料のライセンス使用料の中で、恐ら
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く説明ではデジタル教科書の分なのかなと思うけど、あったんですけれども、デジタル教科

書の利用状況と申しますか、活用状況っていうのはわかられますかね。 

柴田昌範学校教育課長 

電子黒板が入りまして、電子黒板だけあってもなかなか利用が進まないということで、デ

ジタル教科書を入れたところです。 

小学校でいうと国語、算数、理科、社会、地図帳といったところで今入れているんですけ

れども、その活用状況につきましては、いわゆるディスク版ではなくてインターネットアク

セスで利用する分を使っておりますので、何年生のどの教科が月に何回使われたかっていっ

たところでカウントが出るようになっております。 

そういったところで利用状況を把握しておりまして、校長会でも数カ月に１回、利用状況

をお示しして、利用が進んでない学校等については、この教科でなぜ使わないのかとか、ぜ

ひ使ってほしいといったところで利用を促し、年々利用については上がっております。 

一方で、インターネットアクセス版なんですけれども、回線の太さの関係か、それとパソ

コンのスペック等の関係もありまして、若干使いづらいといった声もありますけれども、私

たちも現場に見に行くときによく使っていただいている状況でございます。 

松隈清之委員 

大きく言うとデジタル黒板の使われ具合というか、ちょっと聞くのは、やはり、それは先

生の年齢とかにもよるんでしょうけど、うまく使っていただける先生とそうでない先生がい

るやにやっぱり聞くんですよね。 

もともと、この理解力向上とかね、教えるっていうか理解しやすいようにそういう機器を

入れているんですが、先生の――これを能力というのかスキルというのがあれですけど――

それによって使われ具合が変わってくるということは、要は場合によっては子供の学力に影

響するのか、するのかなあという想定をするとね、もう、当然やってらっしゃるとは思うん

ですけど、デジタル黒板を使いこなすための取り組みっていうのがやっぱりね、どこまでさ

れているのかなあと思うんですが、いかがでしょうか。 

柴田昌範学校教育課長 

議員御指摘のように、個人差がないのかと言われると、確かにすごく使っておられる、巧

みに使ってある先生と、一方で、この授業のこの場面ならば、何で使わないんだろうという

ふうなところで使っておられない先生もおられるという状況です。 

そういった中で、使いこなすための研修とか研究を行っているのかと言われますと、ちょ

っと学校任せな部分もありまして、電子黒板を導入した年につきましては、研修をそれぞれ

の学校で全部やってもらったんですが、その後につきましては、やや学校任せなところもあ
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りますので、電子黒板の利用の仕方につきましては、何らか教育委員会としても、やっぱり

不得意としている方々により簡単に使ってもらえるようにというふうな研修会をこちらで企

画するようなこともやはり考えていかなくてはいけないのかなと思っております。例えば、

各教科等の研究会というのを先生方、それぞれの学校というか、各学校集まってしておられ

ますので、そういった教科等研究会の中でデジタル教科書の使い方とか、そういったところ

で研修の機会を持っていただくような願いも校長先生方にしていきたいなとは思っておりま

す。 

松隈清之委員 

言うても、このデジタル黒板は機械もんでして、普通の黒板ならね、ずっと使って、そり

ゃ10年、20年使えるし、メンテナンスもできるんですけど、機械もんですからね。恐らく、

20年使い倒すなんていうのはなかなか難しいと思うんですよね。 

そうすると、やはりその使える間にどんだけ使うか。それで、その使うことで効果がある

と思って導入されているんであればね、使わないかんのですよね、限りなく、可能な限り。

いや、むしろ足りんけんもっと入れろとかいうぐらいに、効果があると思っているから入れ

たということであれば。 

これ、検証はなかなか、ここではできないんですけど、例えば、実験はできないですね。

受けている生徒と受けてない生徒の実験はできないけれども、やはりわかりやすいとかって

いうことがやっぱり声としてあるんだったら、これはね、得意不得意とかで片づけてはいか

ん。先生は大変だと思いますよ、新しい物を使って教えるっていうのは。 

ただ、使わなければならないとかいうぐらいにしないと、先生によって、これは別に、デ

ジタル黒板を使う使わないとは別の次元でも先生のスキルに差があるかもしれないですけど、

機会としてはね、オポチュニティとしては、ある以上は使って行っていただいて、子供の理

解につながるようにやらなければ、これ結構な――国の補助金来ましたけど、結構なお金使

って入れているやつなんでね。使える間に、使い倒すぐらい活用していただきたいなと。 

そのための取り組みを、今ちょっと学校任せって言われましたけどね、最初、やっぱやら

ないかんなと思っても、時間たつとちょっと面倒くさいなとか思ったりという気持ちが出る

かもしれないじゃないですか。 

だから、今アクセスした状況でどんくらい使われたかっていうのを把握してるっていうこ

とですけどね、もうどっちかっていうとマストで、限りなく使える授業は全て使うぐらいの

勢いで、まずわかりやすいような教科であったり箇所であったりね、単元であったりすれば

もう限りなく必須ですぐらいの勢いで進めていっていただきたいなと、お願いをしておきた

いと思います。 
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それで、ちょっとねこれ、全般的になんですけど、これ実はほかのところでも思ったんで

すけどね、資料をつくっていただいているじゃないですか。もちろん、こういう予算関係資

料もあるんですよ、あるんだけれども、ここの資料の中でいただいている説明のところが、

実は前より充実してるんですよね。お願いをしたのもあるんですけど、例えば人件費とかも

ちゃんと何人と、前はこんなの入ってなかったんで充実しているんでありがたいんですけど、

説明があってもいいなと思うのにあんまり説明がなかったりするところがあるんですよ。 

こっちに載ってる分ならまだしもね、例えば、小学校費で言うと委託料で調査設計委託料

って御説明で基里小学校の外壁云々とかずっと言われたじゃないですか。あれ、こっちに載

ってないですよね。だから、そういうのはぜひ。正直、口頭で言われても追いつかんですよ

ね、書くの。 

だから、そういうのは書いてもらいたいなと、全般的にですね。全般的に書いてもらいた

いなと思うんで、もちろん、あんまりやり過ぎてこの資料が多くなりすぎるのもどうかなっ

て思っておられるのかもしれんけど、口頭で聞いてるのをちょっと書くのは限界があるんで、

できれば今後ね、次回以降、そういう説明のところでは、できれば書ける限り書いていただ

くとこっちも見て、聞く必要がないのも出てくるんで、質疑の短縮にもなるので、ぜひ御検

討いただきたいなと思います。 

以上です。 

下田寛委員 

お願いします、７ページと10ページですね。 

学校の備品購入費なんですけど、何を買われる予定かがわかっていればお伺いしたいです。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

主に先生の机・椅子、それと、あとはキャビネットですね。学校のほうから要望が上がっ

てきますので、それに応じて買っていく物もございますけれども、主なものとしてはそうい

ったところがメーンとなってくるものと考えております。 

以上です。 

下田寛委員 

また、これから要望を集めていくということですね。 

あと、ちょっとＰＴＡの人から、学校の体育館のパイプ椅子が足りないというような話を

聞くんですけど、そこもチェックいただければと思います。お願いします。 

あと、すいません、給食業務委託料についてなんですけど、これはあと、いつまででした

っけ、日米クックのやつですね。今後の状況。 

柴田昌範学校教育課長 
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現在、もう５年が経過しておりまして、今１年ずつの契約を結んでいる状況になっており

ます。一方で、この１年契約でいきますと、委託されている日米クックのほうも、非常に先

行きが見えなくて困ると。 

現在、弁当を入れている箱ですね、それぞれ３種類あるんですけど、その辺の箱も大分古

くなってきておりまして、これを追加購入するのかどうかというところも非常に難しいとこ

ろになってきてますので、来年度につきましては、ある程度中長期的な見通しを立てて完全

給食にするのか、あるいは今の選択制弁当を続けるのかっていったところで、一定の方向性

を、中長期的な見通しを来年度はもう立ててなくちゃいけないなと。 

今年度したかったんですけれども、なかなかできなかったので、平成29年度のところで整

理したいと思っております。 

下田寛委員 

すいません、来年度というのは平成29年度でということですね、わかりました。（「ちょっ

と今の、確認をさせてもらっていいですか」と呼ぶ者あり） 

松隈清之委員 

過去ね、方針自体は完全給食で方針決めてるんですよね。 

それをまた、その決定している方針を平成29年度に見直すというふうに理解をしていいん

ですか。 

柴田昌範学校教育課長 

ことしが平成28年度ですから平成27年度末に、大がかりにまたアンケートをとりました。

児童生徒と保護者に対しまして。 

その辺で、どういった御意見なのかなということでアンケートを行ったんですけれども、

結果については、市のホームページにも載せておりますけれども、子供たちにつきましては、

おおむね今の選択制弁当給食を望んでいると。保護者につきましては、やはり完全給食に移

行してほしいというようなお気持ちもあると。 

一方で、選択制弁当給食はどうですかっていうと、結構高い数字で評価もしておられると

いったところがありまして、平成28年に完全給食にするのかどうかというところで――早期

にですね――協議も行いましたけれども、アンケートの結果等を見ると、必要感とか緊急性

についてやや乏しいというふうなことになりまして、今年度については完全給食という決定

には至らなかったと。 

また、来年方向性を示すところも、教育委員会としては完全給食も視野に入れております

けれども、小学校給食等の反省も踏まえまして、慎重に完全給食にすべきか今の選択制弁当

を３年から５年継続すべきかというところで検討していく必要があるのかなと思っておりま
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す。 

でも、全国的に見ますと、完全給食という割合が非常に高くなっていますので、目指すべ

き方向としては本来は完全給食なのかなということは考えております。 

松隈清之委員 

そういう議論をして、大体決めるんですよね。その完全給食、しようかどうしようか。 

それで、意見聞くたんびにぶれとったら、多分もういつまでたってもできないですよね。 

そもそも、僕は選択制弁当方式っていうのは非常に好ましくない、というのは、ニーズに

合わせてできるという部分ではいいんですよ。ただ、公費の使い方としては適切ではないと

僕は今でも思っているんですよ。何で、選択制弁当方式を選択してる人だけに公費が入って

いるのかと。 

じゃあ、家で弁当をつくってる人にお金払うのかっちゅう話ですよね、調理費用を。だか

ら、仕方なく当面やるのにああいう手段を選択したっていうところはあったにしてもね、あ

り方としてベストだとは――希望は別ですよ。子供の希望とか親の希望とかっていうのは別

として、いわゆる行政がやることとしてはね、非常に偏った支援だと思うんですよね。だっ

たら、自分とこで弁当をつくる人にはその分、金くれるのと。不公平者じゃんって話だから。 

だから、基本的には、以前完全給食で整理されてるんですよね。 

そりゃ子供に聞けばね、好きなの食べたいから弁当がいいって言いますよ。誰のためにや

っているかっていう話で、子供のためっていうんだったら、そらもう。 

でも、じゃあ、親は望んでいるかっていうと、別に親は完全給食のほうがいいと。これ実

は、鳥栖におられる方はあんま意識ないかもしれないけど、鳥栖以外のところってほとんど

完全給食なんですよ。 

よそからこられた方がね、えっ、弁当なんですかって言うんですよ。今どき弁当っていう

世界ですよ。例えば、福岡のエリアからこられたら。 

鳥栖の人は、多分ずっと弁当のところが多かったんで――僕らの子供のときもそうですけ

どね、僕らの子供のときから大体完全給食ですよ、よそは。そう考えるとね、ある意味行政

サービスがその分低いんですよね、教育のところでいくと。 

そんなん、よそから来た人当たり前だから、給食が。 

だから、子供に聞いて、弁当がいい、好きなもん食べたいから弁当がいいっていう意見を

聞いて、ぶれとったらね、多分全く進まんと思う。だから、どうあるべきかとかっていうこ

とをきちっと決めないかんと思うんですよ、アンケートとかは抜きにしても。 

アンケート聞いていいですよ。私はね、それを決めたと思ってたんです、前回。以前も一

般質問したけどね、何で中学校給食の準備しないんですかと。 
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今、小学校給食のときの反省を踏まえてって言うけど、あれは自校方式からセンターにし

たからいろんな反発があったんですよ。何で目の前でつくってるやつをやめるのとか、働く

人が見えないから感謝の気持ちが薄れるとか、においがして食欲をかき立てるとかね、いろ

んな理由はあったけど。 

全然事情違うんですよね、中学校の場合は。だから、決めたんだったら速やかにその準備

をされるべきだと、もう以前も申し上げたんですね、一般質問で。 

だけど、いまだにまだ検討、来年度にまた方針を決めるとかって言われるけど、それこそ

過去の答弁なんだったんだになりますよ。 

園木一博教育次長 

ただいま中学給食の、松隈委員からの御指摘でございますけれども、当然、目指す方向性

としては完全給食を目指すという方向性はぶれてないという認識を私どもはいたしておりま

す。 

ただ、手続的に、当然、定例教育委員会の中での議論等々踏まえて、教育委員会の中の意

見集約をまず整理する必要があると。 

それと、もう１点必要なのが、じゃあ、その完全給食に移行した場合の給食の提供の方法

ですね。今の選択制弁当方式につきましては、日米クックさんのほうに業務委託という形で、

日米クックさんがお持ちの施設で提供いただいていると。 

ただ、これを完全給食、食缶方式の給食に変更するとなると、仮に日米クックさんにお願

いするとなると施設の改修等も当然出てまいります。それで食数も、今、選択制弁当で５割

を超えてますけど、全ての完全給食となると約2,200食程度の提供が必要になりますので。 

それと、今の日米クックさんの施設の改修等々で、要は今の委託方式でやっていくのか、

それとも、例えば小学校給食センターのように新たに施設を建設して整備をしていくのか、

それをじゃ市側がやるのか、民間側に提供いただくのか。こういった方法論も含めてですね、

十分な精査が必要だといういう認識をいたしております。 

ただ、まずもって御指摘ありましたように、方向性としてはまず教育委員会の中で完全給

食を目指すという方向性を確認したあとに、じゃあ具体的にどういう手順を踏んで具体的な

手続を踏まえるのかっていう検討をこの平成29年度の中で深めていく必要があるだろうとい

うふうに考えております。 

松隈清之委員 

外に出てくるときには一つの方針として出されてるんですよね。なのに、教育委員会の中

でまだその方針を決めなきゃいけないと。 

今、次長が言われた、整理すべきところはもちろんそのとおり整理しなきゃいけないんで
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すよ。でも、方針が決まらないと整理できないですよね。以前から、要は今の５年ね、それ

までの５年の日米クックと契約の前から申し上げてたんですよ。そのあとどうなるかわから

ないと業者さん困りますよと、どうしていいのかが。だから、早く方針決めなきゃだめでし

ょうと。方針、決めてるけどどう進むのか決まらない、だから１年ずつ延ばしている。 

いや、相手もたまらんですよね、いつ切られるかわからんので。いきなり12月ぐらいに、

来年から要りませんて言われても、この施設どうするんだって話になるじゃないですか。だ

から、言われるように、急にそんな話できないですよね。 

だから、仮に方針が決まったとしても、その準備に１年とか、施設をつくるなり何なりす

るなりしろ時間かかるので、しばらくお願いせないかん。ただ、そのしばらくがいつまでか

わからないしばらくなのかね、確実に何年までですと、それまでにこの施設の使い方を向こ

うが自前でどうにかできるっていうんだったら、それはやってもらわないかんし、いや、ど

うにかしてくださいと言われるんだったら、これ考えないかんですよね、どうするのかを。 

だから、そういうところも含めてね、今の話だと２年前から１個も進んでないということ

なんですよね、結局。１歩も前に進んでないんですよ。だって大事なところを決めたって言

いながら、内部でまだ決まってないと言われると。その間誰が迷惑してるかっていうと、一

番迷惑しているのは日米クックですよね。だって、どうなるかわからないんだもん。 

ただ、方針としては完全給食。それが自分のところを使って完全給食なのかどうかすらわ

からないから、どうしょうもないですよね。そこがふらふらしてたら一歩も前に進まないん

で、そこは早急に決めてもらわんといかんですね。 

本当に２年間、何だったんだって感じですよ。早急に決めてください。 

園木一博教育次長 

この給食問題というのは非常に、特に中学生の場合、一番の成長期で食育の推進として、

それと今社会的な問題なっている子供の貧困対策等も踏まえて、一番体が成長するこの中学

３年間に給食によって栄養を提供するというような視点から考えると、完全給食をする方向

性っていうのは間違いないというふうに認識をいたしております。 

それで、手続的には、当然、定例教育委員会の中でも、教育委員会としての方針という決

定の手続を一つ手順時には必要だろうという認識をしていまして、それを踏まえまして課題

解決に向けた具体的な協議を重ねて、その協議、検討を踏まえたところで具体的に、先ほど

御指摘がありましたように何年度を目指してそういう事業を進めていくと。それまでの間に

ついては、今、委託をお願いしている日米クックさんも含めて、その後の完全給食の提供方

法を含めて御相談もさせてもらうような話をしていく必要があるだろうというふうに認識し

ております。 
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ただいまいただいた御意見については、真摯に受けとめまして、平成29年度、早急にその

議論をスタートできるよう準備に入っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

天野昌明教育長 

今、御指摘がありましたように、平成28年度についてはほとんど協議ができなかったとい

うのは、本当にそれは、もう反省すべきことだろうというふうに思っています。 

平成28年度に、松隈議員からも一般質問でも御質問いただいたということも含めて、教育

委員会のほうでも話し合いをしたりとか、例えば、中学校のほうに教育委員会で視察をした

いとかいうときもありましたけど、実際、教育委員会の場で方向性を決めるというところま

ではいきませんでした。 

やっぱり、先ほど課長が言いましたように、緊急性であったりとか、結局、食数が非常に

今1,200食に近づいてきているんじゃないかということで、そうなると、日米クックのほうの

ところもキャパがなかなかできないだろうというふうなことも含めて、今後、やっぱり緊急

にこれは協議すべき内容になってきたんじゃないかなというふうに思ってますし、今、次長

が言いましたように、非常に一番大事な、身体が著しく発達するというときに、子供たちに

きちっとした食育の面から与えるということは非常に大事だろうということで、全国的にも

80％を超す完全給食率が高い中で、うちはこれでいいのかなということは常に私も疑問を持

っておりましたし。 

来年度に向けて、教育プランのほうにも、この中学校給食についての方向性を、今度は方

向性を出すということを出しておりますので、その辺についてはしっかり考えていきたいと

いうふうに思ってますので、よろしくお願いしたいというふうに思ってます。 

古賀和仁委員長 

質疑もあるかと思いますが、暫時休憩をいたします。 

           

  午後２時41分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後２時52分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をいたします。 
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休憩前に引き続き、質疑を行います。 

久保山博幸委員 

３点ほどお尋ねします。 

スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーは、来年度に向けて内容的にはどれ

くらい充実していくのかなっていうところをお尋ねしたいんですが。 

柴田昌範学校教育課長 

まず、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの活用状況ですけれども、や

はりチーム学校と言われておりまして、非常にスクールカウンセラー、子供たちの悩みを聞

いたり保護者からの悩みを聞いたり、あるいは、発達に関する相談等もあったりするところ

です。 

スクールカウンセラーについても、県、国から補助を受けながら行っており、非常に活用

状況としては、もうフルに使っているような状態になっています。もっと、実数的にふやし

てほしいというような中学校からの要望も多々あっておりますし、一方で、またスクールソ

ーシャルワーカーの話も出ましたけれども、市教委にもしょっちゅう来てありますし、各学

校と飛び回ってある状態です。 

スクールソーシャルワーカーについては、保護者さんの金銭の問題とか、不登校のところ

に、スクールカウンセラーは学校にいて学校で相談を聞くということなんですけど、ソーシ

ャルワーカーのほうが積極的に外に出て、各学校のいろんな問題を抱えておられる児童生徒、

並びに保護者さんの対応に回ってある状況です。 

実数的に、来年度ふえたかどうかというところについては。 

有馬秀雄学校教育課学校教育係長 

スクールカウンセラーの補助の関係でございますけれども、単価が5,000円掛けるの684時

間のうち、３分の１ということで107万3,000円を要求しておりまして、予算そのとおりつい

ております。 

平成28年と比較しまして同額でございます。 

以上です。 

久保山博幸委員 

実際の、学校側が需要っていうか、要望に対して現状で足りているかどうかっていうとこ

ろなんですが、どういう認識をされてますでしょうか。 

柴田昌範学校教育課長 

非常に難しい質問なんですけれども、予算の範囲内でもうフルに活用しているという状態

で、もっと来てほしいというような要望は各学校からあっておりますので、実際のところ年々、
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ニーズとしては高まっている状況です。 

したがって、今後、県のほうにも実数の増であるとか、スクールソーシャルワーカーの増

員についてもお願いをしていきたいとは考えております。 

久保山博幸委員 

それと、とりんす号のことですけれども、現状が3,000冊で、冊数的にはふえるようになる

んでしょうか。 

それと、ブックトラックっていうのがよくわからないんですけど、例えば雨の日とかには、

特に問題はないんでしょうか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

現在のとりんす号については、大体3,000冊の搭載能力がございます。 

今度、買いかえを予定しております移動図書館車については、先ほど説明しましたように

ブックトラックといって移動できる本棚、３段の両面から乗せられる本棚を４基搭載して本

棚を運ぶというイメージで考えていただければと思います。 

それで、４基のブックトラックの搭載能力としては800冊から1,000冊程度と予定しており

ますので、冊数としてはかなり縮小にはなるかと思います。 

それで、現在のとりんす号は、本棚が移動するというものですので、雨の日も雪の日も、

風の日もそこの移動図書館車のところに行って、実際に本を手にとって見るという形になり

ますが、今度の場合は、もう本棚を運んで施設に行き、その施設の中に移動して本棚を並べ

ると。そこが、臨時の図書館になるというようなスタイルのサービス内容に変えていきたい

というふうに考えているところです。 

久保山博幸委員 

そうすると、例えば、今、保育園とかにも立ち寄ってありますよね。ああいうときは、保

育園の中にそのブックトラックを持ってくるような感じになるんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

そのように考えております。 

現在、サービスポイントが40カ所弱でございます。それぞれ、施設のほうに出向いている

ところと、公民館とか公園とか、そういうスペースで実際に移動図書館車を停車して、そこ

でごらんいただくというさまざまなステーションになっております。 

今後は、施設を中心に移動して、そこで臨時図書館という形をとっていきたいということ

ですので、例えば保育園、幼稚園などの施設、あるいは高齢者の福祉施設、それから、まち

づくり推進センターなど、そういった施設を中心にサービスを展開していきたいというふう

に考えております。 
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以上です。 

久保山博幸委員 

ありがとうございます。 

それと、もう１点が、市村自然塾との連携っていうか、非常に関心があるんですけれども、

今現状どういうふうなかかわりというか連携が持たれとって、今後何かそういう、自然教育

というか、どんどん重要になってくる分野だと思うんですけど、その辺に対しての展望って

いうか、どういうふうに考えておられるのかをお尋ねいたします。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

現在、市村自然塾九州との連携ということでございますが、大きな事業といたしまして、

夏休みにおいて１泊２日の自然体験学習事業というのを行っております。 

その場所として、市村自然塾九州の施設を活用させていただくと、そしてスタッフも御協

力いただくと。それから、１泊２日のいろんな自然体験メニューの中に対してもさまざまな

助言指導をいただいて、実際には共催のような形で事業を行っております。 

対象は、小学校４年生から６年生までの小学生を対象とした１泊２日の自然体験学習事業

を行っております。それが主な連携事業ということになります。 

自然教育体験というのは、これからの子供たちの成長にとって非常に重要な教育体験だと

いうふうに考えておりますので、その事業も含め、今後いろんな形で連携協力をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

以上です。 

久保山博幸委員 

参加した、その塾生の感想文なんか読むと、非常にこう、なかなか学校とか社会では経験

できないような、参加してよかったっていう感想みたいなんですけど、希望すれば必ず参加

できるっちゅうわけじゃないんですよね。 

その辺は、割合的にはどれぐらいに、規模に対して参加、現状できているでしょうか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

申しわけございません。応募者に対しての正確な数字は今持ち合わせておりませんのでお

答えできないんですが、現在、実際に事業に参加できる人数が30名です。それに対して、そ

うですね、40名から50名ぐらいの応募があっているというふうに記憶しております。 

それで、できるだけ、さまざまな異年齢の子供たちが参加できるように、それぞれの学年

に一応人数制限をかけておりまして、最上級の６年生から優先的にですね、その枠内で参加

できるような、そういう抽せんというか、参加者を決定いたしております。どうしても６年

生までの事業になっておりますので、最終学年の方が最後のチャンスということでそういっ
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た形をとっております。 

それで、確かに、実際に参加されて、非常に楽しかった、有意義だったというお声が多い

ですし、体験された方が、実際の市村自然塾九州の塾生として翌年度入塾を希望されるとい

う方も非常に多いというふうに聞いております。 

以上です。 

久保山博幸委員 

例えば、塾のほうから講師の先生とかが学校に直接こられて、何かレクチャーとかいうこ

とはないんですか、そういうことは。それはない。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

そういった例はございません。 

古賀和仁委員長 

さっきのとりんす号で、ちょっと確認なんですけど、40カ所ぐらい行かれると言ってあっ

たんですが、ラックをスムーズに、全部おろせる状況なんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

現在の、移動図書館車のステーションが40カ所でございまして、このあと、新しい車両に

してからのステーションの数というのはまだ確定をしておりません。大幅に見直す予定にし

ております。 

それで、今度の車両については、そのブックトラックをスムーズにおろすためのリフトを

搭載するという形で車両からおろし、それから下に……、（「キャスター」と呼ぶ者あり）キ

ャスターつきのブックトラックでございますので、それでスムーズに施設のほうに持ってい

くことができるというふうに考えております。 

古賀和仁委員長 

ということは、施設の中に入れるということですね。押していけば入れれる、スムーズに

入る。 

何か電動とかで入れるんですか。電動ですか、そのまま押して入るんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

手動でございます。 

松隈清之委員 

それ、ちょっと僕も聞きたかったんですけど、今、多分１人でもできますよね。とりんす

号って、多分車乗っていくだけで、開けたら本棚ですよね。 

今何人でされてるのかよくわからんけど、今お１人。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 
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現在２名で、２名体制です。 

松隈清之委員 

じゃあ、今度も多分２名だと思うんですけど、キャスターついてるって言われるけど、施

設の、例えば途中ずっと、多分段差とかあるんですよ、恐らくはね。 

例えば、車で行けるところまで行って、じゃ幼稚園とか行こうかっていっても、多分段差

あるんですよ。４つあるラックの、それぞれがどんぐらい重いのかわからんけど、施設の中

に運んで行くのって結構、多分人も含めて、２名で運用できるのかなっていう不安があるん

ですけど、どうなんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

段差があるところ、ないところさまざまな施設があるかと思います。 

そちらについても、施設ステーションの位置っていうか、ポイントを確定し、スムーズな

形で施設の中にブックトラックを運べるように対策を考えていきたいと思ってます。 

松隈清之委員 

何と言ったらいいのか、プロパンガスとか運んでるように、多分エレベーターじゃないけ

どね、多分リフトつきのやつだと思うんですよ。ただ、車両からおろすのはできると思うん

ですよ。 

ただ、そのあと、じゃ例えば、駐車場からね、施設の中まで行こうと思ったら、全部スロ

ープとは限らんですよね。多分、多くの施設が段差があるんですよ。本って重いじゃないで

すか、きっと。 

それを２人で、じゃ段差を抱えていくってなるとね、行けるところしか行かなくなったら、

来てほしいけど、いや、もうそこまで持っていけないんで入りませんってなったら、今度ど

んだけ冊数あっても借りれる人が少なくなっちゃうわけじゃないですか。 

だから、そこの運用の仕方っていうのを考えないと、車から乗せたりおろしたりすること

はできても、施設の中まで運び込むとなると、多分結構厳しいところがあるんじゃないかな

と思いますんで、それを理由に行くところが減ったりとかね、ならないようにしていただき

たいなと思います。 

それともう１点、今回もそうなんすけど、５ページの学校教育事務局費の報酬の中で、い

じめ問題対策委員会委員報酬ってあるじゃないですか。これ、いじめ事案が発生したときに

開かれる委員会なのか、ふだんからいじめ問題どうするかを考える委員会なのかを、まず、

お答えをいただきましょうか。 

柴田昌範学校教育課長 

いじめ問題対策委員会委員につきましては、年に３回実施しておりまして、市のいじめ防
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止に関する基本方針であるとか、研修の状況とかさまざまな、うちに挙がってきているいじ

めの事例で御相談いただきたい内容を、具体的な事例を学校から来てもらってお話をしたり

ということで、定期的に年３回開いているものです。 

ですから、重大事案が起こってという分ではございません。 

松隈清之委員 

今、いじめの事案が、平成28年度、もう終わりましたけどね、ほぼほぼ終わりましたけど。

どうですかねえ、要は、捕捉できている、できてないがまず第一にありますよね。 

いじめ自体がないと、言えばないで終わる話ですけど、捕捉できてないかもしれないし、

去年平成28年度なのか、平成27年度とかも多分あってますよね、そういうのって。それって、

じゃあ、今これまでも答弁とかでありましたように、毎月何か書くじゃないですか。ああい

うので発覚をするのか、発覚をするとき、捕捉できたときっていうのはどういうときなんだ

ろうと。 

もう、それこそ追い詰められて何か起こったときにね、それが発覚するのかどうなのかで、

今いじめ問題に、要は把握する、捕捉する手法が、現状のやり方でいいのかどうかっていう

のが、ちょっと気になるんですよね。 

いかがでしょうか。 

中島達也学校教育課参事兼教育相談係長兼指導主事 

いじめ問題につきましてですが、まず数的なところから御説明しますと、認知件数としま

しては、平成26年度が18件、平成27年度は21件、そして本年度は現在までで15件、認知件数

として上がってきております。先ほど、委員御指摘があったように、どうやって発覚という

か、覚知をするかという部分につきましては、本当にさまざまでございます、実際は。 

毎月10日の日「いじめ・命を考える日」に毎月アンケートを実施しておりますけど、その

中で出てきた事例もありますし、子供たちの中からあの子がこういうことしてるよ、という

報告が上がった事例もあります。 

やっぱり保護者さんから直接、うちの子の様子がおかしいからということで上がってきた、

また担任のほうが気づいて覚知した事例等、それはもうさまざまでございます。一番多いの

は、今のところやっぱり保護者さんからの申し出によってというか、子供の様子がおかしい

ということで上がってきている事例が一番多いと感じているところでございます。 

それで十分なのかっていうのにつきましては、やはり、とにかくまずは教職員一人一人が

子供たちを見る目、アンテナを高く張って、まずもってしっかり気づくだけの能力をきちっ

と資質を備えていくっていうことが大事だと思いますので、そういった点につきましては、

本年度も教育委員会のほうから指導主事が各学校に出向きまして、いじめに対する研修会等



 - 173 - 

も実施したところでございます。 

それで十分かと言われれば、まだやっぱり何か考えていかないとという部分もあるのかと

も思っております。 

以上です。 

松隈清之委員 

非常に難しいね、難しい問題、難しい問題っていうか、それを見つけるとか、気づくって

難しいと思うんですよ。そういう、先生が気をつけてって言われるけどね。 

これ、自分の子供のときからの経験も踏まえてね、大体いじめる人って、わかるようには

しないですよね。先生にわかるようにいじめないですよ、やっぱり。一番先に、多分気づく

のは子供たちだと思うんですよね。 

もう、親から気づくぐらい本人が、言うたら様子がおかしいとかね、へこんでるっていう

のは、一定期間過ぎたあとだと思うんですよ。もう、家でも何かもう、しんどいのがわかる

ようになったらね。だから、やっぱり一番は、同じところにいる機会が多い子供たちから言

ってもらうのがいいと思うんだけれども、多分、なかなかそれで上がってこないケースもあ

るっていうのは、やっぱり言うと自分に振りかかるんじゃないかとかっていうのが子供なり

に多分あると思うんですよね。 

だから、そこのハードルを低くなるだけしてあげて、いや、絶対迷惑かからないと。言っ

たら子供たちから教えてくれる環境を、いかにつくっていくかだと思うんですよね。そこが、

言ってもし自分に何かね、来たらいやだからと。特に今ほら、個人が個人をいじめるってい

うよりも、何人かでってなるから、なかなか正々堂々と言える子供っていうのはまれだと思

いますよね。 

だから、そういう意味じゃいじめをしたら絶対に見つかる、いじめによっては、要は犯罪

だから。実際、処罰されるかどうかは少年法の問題もあって別だけれども、その行為自体は

犯罪行為になるし、そういったいじめられてる子が言ってくれるのはもちろんいいんですけ

ど、やっぱこう、周りがいじめはだめだと言うのは簡単ですよ、多分。言葉としては、もう

みんな何回も聞いてる。 

だけど、実際起こってることを言いやすい環境というのかな、先生に。匿名でも何でもい

いから、とにかくそういう環境づくりをちょっといろいろ工夫してね、ぜひやっていかない

と、時間がたつと問題が複雑化したりとか、それこそ内容的にはもう犯罪に近いような行為

もこれまでも含めて起こってるんでね。なるだけ初動で、そこを捕捉するっちゅうのが大事

なんだろうなと。 

それは、もういじめてる子も含めて、逆に罪が重くなったりするからね。やり過ぎていく
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と。 

だから、ぜひそこを今後も、難しい問題だっていうのはわかってますけど、環境づくりを

ぜひつくっていただきたいなと思います。 

中島達也学校教育課参事兼教育相談係長兼指導主事 

先ほどの、毎月アンケートがあると申しましたけど、そのアンケートの中身も、自分がっ

ていう部分と、ほかの友達が嫌なことをされているところを見たことないかとか、そういっ

たことがないかっていう質問項目も入っておったりします。その中で、やっぱり書いてきて

いる子供たちもいますので、また、あわせ、先ほど言われましたように、そういったやはり

受容的な雰囲気を学級、学校でつくっていくっていうのも各学校で取り組んでいますけど、

今後ますます、そういった雰囲気を各学校、学級でつくっていきたいと思っております。 

小石弘和委員 

ちょっと、その関連ですけどね。 

これ審査外だと思うんですけど、このいじめ問題で、三、四年ぐらい前、西中の問題、訴

訟を起こされた。ちょっと、わかる範囲だけでもね、ちょっと報告できんやろうかなあと思

って。 

柴田昌範学校教育課長 

きょうもその件で、卒業式に行っている間、午前中ですね。弁護士さんから電話があって

いるような状況でございまして、今なお、裁判が続いているということで、まだまだ解決に

は時間がかかりそうな状況であります。 

裁判中ということで、まだ１年、２年かかるのではないかなという感じです。 

久保山博幸委員 

いじめの件については、きのうもある保護者さんとそういう話をしたんですが、率直な意

見として、先生が忙しすぎると。早期発見と言われるけれども、なかなか先生方にその余裕

がないっていう意見をですね、おっしゃっておりました。 

それと、アンケートについても、正直に答えるとお前がチクったとか、何かそういうこと

で、やっぱり子供もなかなか表明しにくい環境はありますよっていうふうなお話でございま

した。 

柴田昌範学校教育課長 

早期発見、早期解決ということで、そのアンケートも行っているんですけど、やはり先ほ

ど言われたようなところで、記名式にするとそういったところでいろいろ問題になったりす

ることもあるので、各学校で毎月同じようなアンケートをするんじゃなくて、この月は無記

名で、様式についてもさまざま工夫するようにということで、マンネリ化にならないように



 - 175 - 

ということと、とにかく早目に、ちょっとしたことでも気づきがあれば書いてもらえるよう

な内容にしていきたいと思っております。 

また、やはり自分がされて嫌なことは人にしないといったことで、道徳とか教科「日本語」

もそうですけれども、そういったところで子供たちの心を、まずしっかり耕して育てていき

たいと考えているところであります。 

下田寛委員 

また、いじめの件で、ちょっと１点聞きたいんですけど、教育長の考え方と市長の考え方

が違うじゃないですか。 

その点についてどう考えていらっしゃるのかお伺いしたいです。 

古賀和仁委員長 

暫時休憩します。 

           

  午後３時20分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午後３時26分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

下田寛委員 

じゃあ、続きまして、いいですか。 

すいません、放課後等補充学習事業、昨年やってまたことしもということなんですけど、

昨年の効果がどうだったのかっていうのをちょっとお伺いしたいです。 

柴田昌範学校教育課長 

今年度から始めたわけですけれども、中学校３年生を対象に、部活動が終わった８月の末

から始めました。 

今年度、１年目でしたけれども、アンケートですね。勉強する楽しさがわかりましたとか、

そういった点でもある程度成果が出ておりますし、全体の成績に対して受けている子たちの

成績を比較いたしまして、１学期と３学期と比べました。それで若干、それぞれの学校で伸

びてはおります。 

かといって、課題がなかったかというと、今回２月の下旬ぐらいまでしたんですよね。そ
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うしてくると、今、入試制度非常に複雑になっておりまして、もう早く合格が決まった子た

ちがどんどん抜けていくわけですね。だから、２月の下旬ぐらいになると、もうただでさえ

小人数でやっているのが、ほんの、高校受験が終わってない何人かだけになってしまうとか。

そういった点で課題も出てますので、スタートの時期であるとか、終わりについても２月の

下旬までせずにもっと早い段階で、１月末ぐらいで終わってしまうとかですね。 

そういったことで、回数については、今回３回ほど、平成29年度は減らしました。 

あと、教える人たちがなかなか見つからないという、最終的には今回、教員の免許を持っ

た方が１名ずつ集まり、１名ずつというか、きちんとそれぞれの教室に１名ずつ配置できま

したが、そのような体制でいいのか、かえって、もう免許を持たなくていいからアルバイト

の大学生あたりが複数名、期間中しながら、手を挙げた子に教えてやったほうがいいんじゃ

ないかとか、なかなか１人の先生が、小人数指導と言いながらもなるべく勉強がわからない

子たちに参加してくださいといった関係で手が回らないといった課題もありましたので、教

える人たちをどういうふうに配置するかというのも非常に課題であるということで、中学校

から言われております。 

下田寛委員 

その該当する生徒たちというのは、やっぱり塾とかも行っているんですか。 

柴田昌範学校教育課長 

やはり、塾に行ってない子供たちが中心で、途中でやめた子たちの中には、塾に行き出し

たからやめたということで。最終的に人数が減っていったのも塾のほうに逃げたというか、

塾のほうに行くようになって、放課後補充学習に行かなくなったというお子さんもいたよう

です。 

一応、塾に行けないようなところも見越してこういった事業始めたんですけれども、基本

的には塾に行ってないお子さんを対象としていいのではないかなと思っております。 

下田寛委員 

ちょっと意見までですけど。いや、僕ですね、学校行ってまた塾に行くことで高校の受験

対策に備える子っていうのは結構いるわけじゃないですか。であれば、もう学校の中にそう

いった、こういった事業で塾の先生入ってもらったらどうかなって思うんです。 

そのほうが、だって成績も、もし成績に特化した事業をしてくれるのであれば成績も伸び

るし、放課後も家帰って、また家で自分の時間使えるわけでしょう。そのほうが子供たちに

とっていいんじゃないかなって、単純に思うんですよね。 

だから、また去年を踏まえて、ことしいろんな仕方を考えられるということだったんで、

ちょっと意見として、僕はもう学校の中、もう塾入れていいんじゃないかなって思いますん
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で。（「民業圧迫になる」と呼ぶ者あり） 

そこは、だってほかの自治体でも塾を入れているところあるわけですから、考え方によっ

ていろいろやり方はあると思います。 

ちょっと次の質問なんですけど、小中学校のトイレの改修事業、これ３月補正でも出てま

したけれども、今から大規模に変えていくというところで、その改修のコンセプトといいま

すか、恐らく今から洋式化にしていく中で、トイレの改修に関してはもうトイレ自体がコミ

ュニケーションの場だ、というような考え方にもうなってるじゃないですか。 

鳥栖市としてどこまで考えているのか。自治体によっては、男子トイレの小便器をなくす

というようなこともあっているわけで、鳥栖市としてはどこまでをイメージしてあるのかっ

ていうのをお伺いしたいです。 

江嵜充伸教育総務課長 

トイレの改修につきましては、現在、普通教室につきましては和式から洋式化ということ

で100％洋式化にしていくと、大便器についてはですね。そういったことで取り組みを始めた

ところです。 

小便器につきましては、現在、各学校のほうにアンケートのほうをとらせていただいてお

ります。それで、男子便所の小便器についてそのまま、これまでの形のままの小便器を残す

のか、それとも全て大便器、個室化して洋式便器に変更するのか。 

理由といたしましては、児童生徒、特に男子生徒なんかは大便器、要はそちらのほうに入

ると大便してるんじゃないかとか、からかわれたりとかそういったことが昔から、私たちが

子供のころからそういったことはございました。 

そういうこともあり、また最近、いわゆる性的マイノリティの方が、統計によりますと左

利きの方よりも若干ふえてきていると。数字でいうと、全国でも７％から８％程度の方がい

らっしゃるというようなこともございまして、そういうことであれば小便器をなくして全て

個室の大便器に、男子便所のほうもですね。そうしたことによって、そういった解消もでき

ていくのかなというようなことで、現在学校のほうにアンケート調査のほうをとっておりま

して、その結果いかんによってはそういった改修方法も必要かなというようなことを検討し

ているところでございます。 

以上でございます。 

下田寛委員 

何か、トイレのイメージ自体が、僕らが小っちゃいころと比べると、もう劇的に今変わっ

てきてますんで、また多分、これ改修したら10年、20年変えれないわけですから。きっと、

そういった形でトイレも進化していくんだろうなと思ってます。よろしくお願いします。 
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あと、すいません、合わせて屋内運動場非構造部材改修事業でもトイレをやるんですよね。

これは、多目的トイレが導入されるというだけでいいんでしょうか。 

江嵜充伸教育総務課長 

基本的には、多目的トイレを追加して和式便器を洋式便器に変更するというような内容と

しております。 

以上です。 

下田寛委員 

わかりました。 

すいません最後に、勝尾城についてなんですけど、今回、主要事項説明書の中でも41ペー

ジ、明記してあるんですが、やっぱり、今まだずっと土地の買い上げが進んでいるところで、

整備をしているところなんですけど、観光資源としてっていうのをどう捉えてあるのかです

ね。 

あの山の上までやっぱり市民の人が、市外の人も含めて遊びに行けるような場になって、

観光というからにはいろんな考え方あるんでしょうけど、多くの人が集うような場をイメー

ジしてあるんだと思うんですけれども、今、現状でどういったイメージを持ってあるのかを

教えてほしいです。 

久山高史生涯学習課文化財係長 

勝尾城筑紫氏遺跡はかなり、御存じのとおり範囲の広い史跡でございまして、それぞれに

地区を設定しております。 

整備委員会の中で、どれを最優先に整備すべきかという議論があったときに、いろいろな

議論があった結果、一番手前にある葛籠城の跡地区をまずは最初にすべきだということで、

それを今進めているところでございます。 

そのときの議論で、どうして、まず葛籠城跡を先にすべきかというと、やはりここは、普

通の里山程度に低い丘陵ですので、比較的簡単に見学しやすい。勝尾城の本城は、もう本当

に登山のつもりでいかないと行けないようなところで、ですから、葛籠城跡をある程度整備

すると、いわゆる観光ルートにも載せることが可能であると。 

そういったところで、非常にやりやすいというところで、まず葛籠城跡の整備を進めてお

ります。ですから、まだ先のことになりますが、ここが予定どおり整備が終わると、地元の

方の気軽な散策コースにもなるし、あと歴史の好きな方は、行って簡単に、気軽に登れる。

あと、観光ルートで、ここだと吉野ヶ里とか九州国立博物館がありますけど、その途中に立

ち寄っていただくようなコース設定もできますので、そういった形でアピールしていきたい

なと考えております。 
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古賀和仁委員長 

いいですか、ほかにありますか。 

尼寺省悟委員 

大きく４点質問します。 

まず、１つは、10ページの社会教育指導員報酬ですね。 

まずね、３人おられると思うんですが、この勤務年数と報酬額を教えてください。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

社会教育指導員３名につきましては、まず生涯学習課のほうに配置をしております社会教

育指導員につきましては、今年度末で丸４年となります。だから、平成29年４月からは５年

目に入るということになります。 

また、同和教育集会所のほうに配置しております社会教育指導員２名のうち、１名は今年

度末で丸３年。そして、もうひと方のほうについては、今年度末で丸４年と９カ月でござい

ます。 

この順番で、それぞれ年額の報酬額を申し上げます。 

まず、最初に申し上げました生涯学習課に配置しております社会教育指導員の報酬、平成

29年度の年額といたしまして223万9,200円。また、同和教育集会所のほうに配置しておりま

す指導員の１人につきましては、年額250万8,300円。もうひと方についてが年額223万9,650

円でございます。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

真ん中の３年の人ですね。一番勤続年数が少なくて、一番多いわけですけれども。何で、

こんなに違うんですか。 

何か、根拠はあるとですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

報酬の根拠といたしましては、鳥栖市のほうで臨時的任用職員及び臨時嘱託職員の賃金表

のほうをベースにいたしております。 

それで、この、２番目に申し上げた、今年、丸３年を経過する方につきましては、このう

ち同和教育集会所のほうで一応、そこの管理職相当の施設の中で、そういった役職を担って

いただくということで、まちづくり推進センターの分館長と同額の16万7,220円を積算根拠と

いたしております。 

尼寺省悟委員 

以前聞いたときに、ボーナスが、３カ月分の出てるという話を聞いたことあるんですけれ
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ども。それは事実なんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

ボーナスという形ではございませんで、年額の、報酬額の積算根拠といたしまして、先ほ

ど申し上げましたまちづくり推進センター分館長と同額の、月額賃金の15カ月分を年額報酬

といたしております。 

それで、実際は、月額といたしまして20万9,020円の月額で報酬額としております。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

まちづくり分館長と同じと言われたけれども、実際は15カ月ということで３カ月分の上乗

せがなされてると。普通、それをボーナスと言わないんですか。 

それでね、先ほど職員係のほうで、正規職員と非正規職員の話を聞いたんですが、基本的

に嘱託職員と臨時職員というのがあると。それで、嘱託職員は１年ごとと、臨時職員は半年

というお話を聞いたんですが、基本的に嘱託職員、臨時職員についてボーナスはあるのかと。

もちろんないし、昇進、昇級と言いますか、あるのかと、ないと。実際、そうなんでしょう。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

そうでございます。 

尼寺省悟委員 

だから、ほかのシステムと違って、ここだけやっぱり違うと、そういった感じを受けます

けどね。 

それから、下のところでね、同和教育集会所臨時嘱託職員と書いてありますよね。 

それで、職員係に聞いてみると、嘱託職員と臨時職員しかないと、ね。これ、どういう身

分になるわけ。臨時嘱託職員というのはないと。 

もう一回言おうか。 

非正規の人については嘱託職員と臨時職員しかないと。にもかかわらず、下のほうは、同

和集会所の人については、臨時嘱託職員となってるわけよね。これ、どういうあれになるん

ですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

同和教育集会所に配置しております職員につきましては、嘱託職員でございます。 

尼寺省悟委員 

いや、臨時職員と嘱託職員しかないと。臨時嘱託職員というのはその中間みたいなやつで

すか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 
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申しわけございません。こちらのほうにつきましては、嘱託職員でございます。 

訂正してお詫びいたします。 

古賀和仁委員長 

臨時は違うんやね。 

尼寺省悟委員 

いいです。これは、もうこの程度でいいです。 

次に、なかよし会の件でお聞きますけど、きのう補正予算の審査の中で、待機児童が４年

生以降について結構あると言われたんだけど、この解決はどうするかということについて、

下田議員からもあったけれども、何か、これで解決できるというようなふうには決して見え

なかったんですけどね。 

私にとって見たら、ほかの保育士と同じような形で、やっぱり賃金を上げると。もちろん、

要因はいっぱいあると思うけど、要するに、もう一回言うと、待機児童がなぜ存在するかと

いうことについて、指導員が不足していると。保育士と同じように。 

なぜ、指導員が不足してるのかって言うと、ほかにもいろいろ理由はあるかもしれないけ

れども、その大きな理由はやっぱり賃金なんだと。 

私が知ってる人なんですけどね、３年か４年ぐらいなかよし会の指導員におるけれども、

実は、この人も実質的にもらうのが十万円ちょっとであって。最近、ほかのほうで市役所の

臨時職員を募集したというようなことで、そっちのほうを受けたという話も聞くぐらいでね。

せっかく３年もね、経験した人が賃金の問題でそっちに行くということは、やっぱりちょっ

とこれはおかしいし、やっぱり賃金の問題はね、大きく考えんといかんと思うんですが。 

そこで質問なんですけど、これをちょっと見ると、賃金額は鳥栖市の臨時職員の賃金単価

を準用していると書いてある。だから、準用してるんだから、ここはここで独自に賃金体系

をつくって、やることもできるわけでしょう。だって、直営ではないし、基本的にここの管

理してるのは、半官半民ですか、協議会ですかね。 

だから、そこはそこで、こういった異常な事態であるから賃金枠については準用するけれ

ども、やっぱりそこを違った形でやろうというようなことはできないんですか。 

園木一博教育次長 

なかよし会の指導員の要員確保がなかなか、予定の定員確保ができてないことによって、

４年生以上の待機児童が今出ているという現状がございます。 

それで、一つはなかよし会の勤務体制、基本的に放課後になりますので、勤務時間数も含

めて、やはり１日当たりの時間数の問題。それと、国のほうでも今議論がなされております

けれども、要は扶養手当、それから扶養控除、保険控除も含めてですね、制度の見直しの議
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論が進められております。 

現実的に現状として非常に多いのが、やはり所得制限、御主人の扶養、保険にしろ、所得

にしろ。扶養という前提の中で、勤務いただいている方々も相当おられるという状況もあり

まして、そうなってくると、やはり働く時間の調整を行われているというような指導員の方

もおられるのも実情です。 

それと、今、尼寺委員おっしゃったように、やはりどうしても一定の給与水準額を確保し

たいということで、先ほど御案内があったように、嘱託職員に変わられるという方もおられ

るという実情も、確かにあろうかと思います。指導員として働いていただいている方々、そ

れぞれ個々の事情があるという認識はいたしております。 

それで、もう一つ御指摘がありました賃金単価についてでございますけれども、基本的に

は運営経費、当然、税を投下している現状があって、市としては、臨時職員とか嘱託職員に

ついて基準を定めてある現状がある中で、これを完全に逸脱したやり方っていうのはなかな

か厳しいものがあるのかなと。 

ただ、現実的に保育士の問題でも御指摘ありましたように、やはり要員の確保が非常に難

しいという現状は十分認識いたしておりますので、今後は市の直営化に向けた議論と合わせ

てですね、勤務体制の問題、それと賃金単価の問題等も含めてここは議論をして、やはり働

きやすい現場をつくるとともに指導員が確保できるような議論を、今度平成29年度中で進め

ていきたいというふうに考えております。 

尼寺省悟委員 

今の、予定しているその待機児童をなくすために、あと何名指導員が必要なんですか。 

佐藤敦美生涯学習課長兼図書館長 

申し込みがあってからしか、なかなか人数の把握ができません。毎年、小学校に入学する

方全員が、１年生から３年生まで、何人の方が入るということではありません。毎年、その

入会率、申し込み率というのは変わるものでございますので、なかなか把握するというのは

難しいところではございますが、今回、平成29年度の申請に対して、その全てを受け入れる

ということになった場合は、通常期だけで申し上げると53名ぐらいは必要だというふうに考

えております。 

それで、実際に今現在、確保できているのが42名程度になるかと思います。 

尼寺省悟委員 

結局11名足りないわけですね。 

もちろん、さっき言ったように、いる人でもやめていく人がいると。そういったことで、

先ほど、園木次長は検討していくということだから、時間がかかるんよね。今年度、間に合
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うわけでもないし、来年度、どうなるかわからんけどね。 

ただ、私ちょっと思うの、先ほどほら、社会教育指導員について何でこんなかといったら

ね、何か、どっかと同じになすとか、ああいう離れ技をやられたんだからそういったことが

片方でできるならば、そんな、ね。片方ではやっぱり４年生、５年生入れてほしいという、

そういったニーズがあるんだから、それに対してやっぱりもう少し前向きに、そこら辺は考

えていくべきたと思うんですがね。 

ちょっと、間に合わないんじゃないかね、そんな悠長なことを言いよったらね。 

園木一博教育次長 

今、御指摘ありましたように、この場ですぐ11名を確保できるというような対策や手を打

つ方法があるのかという視点で申し上げると、なかなか厳しいという認識をいたしておりま

す。 

それで、先ほどもちょっと触れましたけれども、今後任意の協議会で運営している学童保

育健全育成事業については、市の事業という形で直営の方式で移行していこうという整理を、

平成29年度を含めてやっていく予定にしておりますので、その中で、指導員の勤務時間体制

も含めてですね、どういった体制でやれば一番要員の確保がしやすいのか。 

そういったものも含めて、体制を整備する協議の中で課題として認識しながら、対策を講

じていきたいというふうに思いますし、現行手が打てる部分については、今の中でも、処遇

面も含めて対応できる分については検討は深めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしく御理解いただきたいと思います。 

尼寺省悟委員 

ここに、しおりがあるけれども、時間給は917円で、これ１日６時間ですかね。１週間、５

日働いても十三万円弱ということでね。 

十三万円弱で満足できる人は来ると思うけど、到底、やっぱり13万円ぐらいじゃねって、

だからそういったことで時間も合わせて、勤務時間も合わせてね、時間給だけなくそういっ

たことを考えんと、それについてはね。単純に時間給を1,000円にしたところで、１日６時間

しか働けなかったらね、ほんとにあれだから。その辺も含めた形でやっぱり考えるべきだと

思います。 

就学援助について聞きます。 

入学準備期の３月支給について、一般質問等々でいろいろと問題なりましたね。私、あれ

聞きよってみてなかなか、なんで教育委員会はね、もっとことし４月からやろうと言わんの

かというふうなことで、非常にじりじりしよるんですが、保護者の意向確認をした上で課題

整理を行って、入学前の３月前倒し資金に向けて努力したいと、こういうふうに教育長答え
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られてるわけね。 

それで課題整理、基本的には、恐らく前倒しでやるんだから、ひょっとして転校して返さ

ないかんとか、そういったことを心配されておられると思うんやけど、実質的にはよそで既

にね、やってるんだから。本当にやろうと思うんやったらそういったところをね、調査して

やれば、その辺は私はできると思うし、意向を確認した上でと、アンケートをとった上でと

いうけれども、何でもかんでも、市役所がある政策を決めるときにね、アンケートとってや

るわけではないしね。だから、その辺が政策的に、やっぱり必要だと思うならやるべきだと

思うしね。 

そこで、教育長に聞くんですが、アンケートで早期支給を望む声が多かった場合、非常に

抽象的ばってんね。アンケートとってみて多かった場合ちゅうのはどういう意味ですか。多

かった場合と、半分以上せんといかんとかね。 

あとでちょっと言いますけど、入学前、国のほうで今度単価を倍にするんよね。倍にする

ことがいいですかって聞いたら、恐らく全員がオーケーと。全員がオーケー取ったからって、

やるかっちゅうとやるわけやないしね。 

これも、アンケートで意向確認をした上でとかね、なんかこう、回り回った言い方やなく

て、やっぱり必要だと考えるならば、もう４月からやるとかいう決断を私はするべきじゃな

いのかなと思うんですが、その辺どうですか。 

柴田昌範学校教育課長 

まず、早期支給の必要性についてというところで意向確認を今とっているんですけれども、

学校教育課で考えたのは、今までいろんな御指摘を受けた中で、いろんな改善を行ってきま

した。周知徹底ということで毎年プリントを配るとか、給食費についても自動的に校長口座

に落ちるように。その月その月することで、１学期末に払っていたのを毎月こちらが自動的

に払うといったことでよくなってきているというところは多分認めていただいていると思う

んですけれども。 

早期支給よりも、例えば、中学校選択制弁当給食の話が出ましたけれども、その辺も補助

対象になっているというところを知らずに申請しておられない人がいるんじゃないかといっ

たことで、まだやるべき事務量として比較検討した場合、５月早期支給というところは、今

回７月から５月に前倒ししましたけれども、３月になると事務量も若干ふえるというところ

で、いろんな比べた上で、順番からいくともっとできるところがあるんじゃないかというこ

とで、そこまで保護者さんが３月支給を望んでおられるのかなっていうところが正直な感想

でしたので、まず、そこをしなさいというようなこともありましたので今回やってみました。 

その意向を踏まえた上で、やはり３月支給というのが圧倒的に多ければ、半分以上であれ
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ばですね、３月支給というところにも、ぜひ検討すべきということで、前向きな答弁を今回

行ったところではあります。 

１人でもっていうふうなあれがありまして、１人ではさすがにするべきものではないのか

なと。その１人に対してするという方法もあると思うんですけどね。 

尼寺省悟委員 

いいです、できるだけ来年、今年度は、平成29年度はね、間に合わんかもしれんけど、平

成30年度はぜひ実現できるようにしてほしい。 

次の質問します。（「３月に出したら29年度になるよ」と呼ぶ者あり）まあ、そうなるね、

はい。 

次に、就学援助制度について、これが、皆さんに出してるしおりやけど、この中にね、所

得の目安ということで１人やったら230万円。２人やったら268万円というふうに書いてる。 

この金額の根拠ちゅうんか、何かあるんですか。どういう根拠で、この１人やったら230

万円以下の人であれば該当しますよと、金額は何か根拠があるとですか。 

柴田昌範学校教育課長 

今回の一般質問の中でも所得と収入とかいう話が出ましたけれども、一つの目安としてそ

の辺は載せております。 

今回、またそういったところで、目安としてわかりにくいんじゃないかというふうな、じ

ゃないんですか。（「そういう意味じゃない」と呼ぶ者あり）そういう意味じゃないんですね。

（「金額の根拠」と呼ぶ者あり）金額の根拠については……。 

尼寺省悟委員 

なんか、生活保護の0.1倍とか何倍とか、何かその辺で、いや、まあいいです。（「答弁いい

ですね」と呼ぶ者あり）いや、ちょっとそれは後でいい。 

いや、聞きたいのはそういうことではなくて――後でいいですから、わからなかったら。 

私が聞きたいのはね、230万円あるいは268万円以下の収入でありながら、これを申請して

ない人はどれぐらいおるのかということを把握されているのかと、そういう質問です。 

柴田昌範学校教育課長 

あくまで、申請によって我々が判定しているということですので、実際対象となるのにも

らっておられないところがどれくらいあるかについては把握できておりません。 

できるだけ、そういったところがないように周知の方法について、今工夫しているところ

ではございます。 

尼寺省悟委員 

だから私はこの前ね、ちゃんと生活実態調査をして、その辺のことをちゃんと把握しなさ



 - 186 - 

いよと。そういうふうなことをしたんやけど、そんなことする必要ないとも言われたんやけ

どね。 

これね、昭和41年に文部省の初中局長が回答してるんですけどね。市町村は保護者の申請

にかかわらず、真に就学援助を必要とする者については援助を行う必要があると。保護者の

申請を適正な認定のための方法、手段とすることは差し支えないが、申請の有無のみによっ

て認定を行うのは就学奨励法の趣旨に反すると、ね。 

だから、申請しなかったからあなたは受けないとか、そういうことじゃなくて、やっぱり

ちゃんと把握して、しなかったらちゃんと指導するとかね。そういった意味で、私はちゃん

と実態調査をするべきだというふうに思って言ったわけなんですよね。 

いろいろ聞いてみたら、結構アンケートをやられてるみたいですね。だから、今、いろん

な話を聞きよってみたら、そういった意味でやっぱり全体的な生活実態の調査というのは私

はやるべきだと思うんですね。 

それでね、教育委員会として生活保護を受けている子供の数というのは把握されているん

ですか。 

柴田昌範学校教育課長 

要保護家庭が生活保護を受給している世帯だと思うんですけれども、小学校でいうと要保

護児童生徒が今15人、0.3％。（「数やない。違う」と呼ぶ者あり） 

尼寺省悟委員 

してるかどうかを聞いてるだけ。（「把握してます」と呼ぶ者あり）してるね。 

だから、基本的には教育委員会としては、生活保護係のほうからリストが来るからどれぐ

らいかもわかっているし、そして就学援助している家庭についてもしてるんだから、だから、

その辺の非常に困ってる人については把握されていると言うけど、問題はしてない人なんよ

ね。 

だから、それはやっぱりねえ、つかまないと本当の援助には私はならないと、そういうふ

うに思います。（「マイナンバーを活用したらいいよ」と呼ぶ者あり） 

それで、最後。 

実は、要保護世帯に対して新入学児童の入学準備用の国の補助単価が２万円引き上げられ

たということについては御存じですか。 

柴田昌範学校教育課長 

平成28年度まで約２万円だったのが小学校が約４万600円。中学校については、２万3,000

円だったのが４万7,400円というふうに上がっていることについては認識しております。 

尼寺省悟委員 
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それで、聞きたいのは、これに準じた形で準要保護世帯、要するに就学援助をもらってい

る世帯に対しても引き上げるという考え方はないのですか。そういう質問です。 

柴田昌範学校教育課長 

その辺については、他の市町の状況も見た上で検討していきたいと思います。 

この、準要保護については、もう県とか国からの補助はありませんので、市費での全額負

担ということで、これを全て国のように倍増するとなると相当財政的な負担も大きくなると

思いますので、また他の市町についても、国が上がったということに対して若干上げるとい

うところもでてくる可能性もあるかなと思っておりますので、できるだけ貧困家庭救済のた

め考えていきたいとは思いますけれども、すぐに、国に準じて上げるということについては

まだ検討はしておりません。 

尼寺省悟委員 

今、その検討の中でね、上げた場合かなりの金額になると言われたけれども、どれぐらの

金額になるのかということの試算っちゅんか、それはされたことありますか。 

柴田昌範学校教育課長 

単純に、今の予算の倍増になってしまうというところが正直なところだと思います。 

尼寺省悟委員 

単純に言ったらそうですけど、そうしたら幾らになるんですかね。 

柴田昌範学校教育課長 

予算書の８ページで言うと、倍なので7,200万円ですかね。（「はあ」と呼ぶ者あり）7,200

万円です。（発言する者あり） 

準要保護の分だけですね。（「幾ら」と呼ぶ者あり）約6,000万円に、計算になります。（「上

がるということね。ふえるということね」と呼ぶ者あり） 

尼寺省悟委員 

それから、最後の質問です。 

これ、もう単純に、イエスかノーだけでいいですので、イエスかノーかだけでいいです。 

育英資金の問題です。貸付制度についての問題ですね。 

育英資金について、鳥栖市の場合には高校、高等専門学校に進学しようとしている人であ

って、大学は該当してないと。月額で１万2,000円以内と。そういうことやね。 

それで、連帯保証人が２名おると。そして、返すのが６年以内と。貸付修了の翌月から６

年以内ということなんですが、どれぐらいの人が率でね、６年で返してないのかと。今、こ

の育英資金、返すのが大変だということで、大学生なんかアルバイトばっかりして、勉強も

手につかないということで非常に問題になっとって、返さなくてもいいそういった育英資金
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が必要だということで、国のほうでそういった動きもあるとちょっと聞いとるんですが、今

の時点で鳥栖市の場合、６年以内で返してない率というのはわかりますか、わかるか、わか

らないかでいいです。 

江嵜充伸教育総務課長 

いわゆる、６年過ぎてからまだ完済されてない人については、それぞれ返済のやり方とい

うのがまちまちですので、率については把握できておりません。 

以上です。 

尼寺省悟委員 

それでね、最後の質問ですが、申し込み者が高校と高専ということなんですがね、例えば

唐津市とか玄海町については大学生までね、貸し付けているし、それから、連帯保証人につ

いても２名やなくて１名とかそういった形でもって借りやすく、そういったことをやってい

るところもあるんですよね。 

そういった意味で、この育英資金についてもっと拡充する必要が私としてはあると思うん

ですけれども、具体的にね、例えばどれこれ、これを拡充しようと、していこうというふう

な考え方っちゅんかそういったことをちょっと聞きたいんですけど。 

園木一博企画政策部長 

今、国のほうでも議論が進んでおります貧困家庭対策の中で、今、奨学金制度の見直しと

いうのが検討会のほうで議論がなされている現状があるという認識をいたしております。 

まずは、国のこの動向を見据えた上での判断をしていく必要があるというふうに認識もし

てますし、国の今後の見直し等の動向、並びに県内状況等も見据えた上での判断になってく

るものだというふうに考えております。 

尼寺省悟委員 

いいです。終わります。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

小石弘和委員 

たくさんですね、あるけん、もう時間がたっておりますので、原課に１点お聞きをしたい

と思います。 

それで、１点だけお聞きいたしますけど、ここに教育長交際費って15万円、載ってるわけ

ですね。これ、どういうふうに、私はこれ、教育長の15万円の交際費は少ないんじゃないか

なというふうなことを思っている。どういうふうな視点で、算出されたのかなというふうな

ことを若干お聞きしたいと思います。 
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江嵜充伸教育総務課長 

特に、算出根拠っていうと持ち合わせておりませんけれども、大体弔慰金とかお祝い金と

か、そういったことへの使用でございますので、特に根拠という根拠は現在のところ持ち合

わせてはおりません。 

原祥雄教育総務課総務係長 

すいません、補足説明をさせてください。 

教育長交際費でございますけれども、平成28年度までは毎年、年間10万円の予算のほうを

いただいておりまして、今回、平成29年度の当初予算にあたりまして、15万円のほうに５万

円増額をさせていただきました。 

これは、例年主な支出としましては、教職員の関係します弔慰金だったり、研修会等の出

席負担金ですね。こういったものにも充てた経緯がございます。そのほかでは、さまざまな

会の賛助金であったり、文化財関連のお祝い等に使用をさせていただいていたところです。 

それで、弔慰金以外につきましては、大まか年間の見込みというのが立てられてまして、

それで、毎年10万円というのが来ておったんですけれども、実は、この弔慰金につきまして、

市長及び議長交際費と比較して非常に安い金額でございました。１件当たりについて内規、

内々で定めておりましたけれども、１件につき3,000円というふうにしておりました。このあ

たりが、非常に差が大きいのではないかということがございましたので、平成29年度からは

このあたりを少し増額させていただいたところです。 

そういったことで、今回15万円ということで計上させていただいておりますが、これまで

の実績プラスから少し金額を、単価の見直しをさせていただいたということでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

小石弘和委員 

そいけん、私はですね、もう少しその内規を変えて、もう少し上げる方法をね、考えたら

どうかと。私は、15万円では少ないというふうなことを申しておきます。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ほかにありますか。 

いいですか。 

柴田昌範学校教育課長 

すいません、先ほど尼寺委員の分で、小学校費だけが6,000万円で、中学校の分もあわせま

すと１億1,000万円ほどになります。総額が。（「いや、これ新入学児童よ」と呼ぶ者あり）あ

あ、だから、準要保護費が……（「だから、これ見ると176万じゃないと」と呼ぶ者あり）あ
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あ、わかりました。 

今、準要保護費、全てを倍増しましたので……。 

尼寺省悟委員 

先ほどの私の質問やけどね、新入学児童の生徒学用品費が２万円から４万円になると。 

だから、そんなにならないって。 

柴田昌範学校教育課長 

申しわけありません。 

そういうことであれば予算書の２倍ということで、先ほどの6,000万円とか１億1,000万円

というのは、準要保護費を全て倍にした場合の数字でしたので、はい、申しわけありません。 

尼寺省悟委員 

これを見るとね、新入学生徒学用品費っていうのは、小学校だけで176万円よね。だから、

このレベルなんですよね。 

だから、このレベルでやらんと。何か、他市を見てどうのこうのっていうのはちょっと恥

ずかしいっちゃない、違いますか。 

園木一博教育次長 

要保護世帯の改正がなって、生活保護の関係で改正がなされているという認識はできてお

りますので、ただ準要保護については、先ほども申しましたように、これ全額市費で賄うと

いう現状がございます。 

それで、試算しますと約三百万円強が、六百万円強に額の改定がなるというふうな状況に

あろうかと思いますけれども、まずは県内状況を把握させていただいた上で検討していきた

いというふうに考えております。 

よろしくお願いします。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

古賀和仁委員長 

ほかにありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

質疑を終わります。 

以上で、教育委員会事務局関係議案の質疑を終了いたします。 

なお、来週21日は、午前10時から現地視察の予定となっておりますので、皆さんの御参集

のほう、よろしくお願いいたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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古賀和仁委員長 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

本日の総務文教常任委員会は、これにて散会をいたします。 

   

  午後４時16分散会 
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１ 出席委員氏名 
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２ 欠席委員氏名 

 

  な  し 

 

３ 説明のため出席した者の職氏名 
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  企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長  松 雪    努 

  総合政策課政策推進係長兼地方創生推進係長  田 中  秀 信 

  ま ち づ く り 推 進 課 長  藤 川  博 一 

  情 報 政 策 課 長  古 澤  哲 也 

 

  教 育 長  天 野  昌 明 

  教 育 次 長  園 木  一 博 

  教 育 総 務 課 長  江 嵜  充 伸 

  教 育 総 務 課 総 務 係 長  原    祥 雄 
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  学 校 教 育 課 長  柴 田  昌 範 

  生 涯 学 習 課 長 兼 図 書 館 長  佐 藤  敦 美 

 

４ 出席した議会事務局職員の職氏名 

 

  議事調査係主査  武 田  隆 洋 

 

５ 審査日程 

 

  現地視察 

   田代中学校 

  自由討議 

  議案審査 

   議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算 

   議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について 

〔総括、採決〕 

  報 告（総務部総務課、教育委員会事務局教育総務課） 

   組織機構の見直しについて 
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６ 傍聴者 

 

  な  し 

 

７ その他 

 

  な  し 
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  自 午前10時 

   

  現地視察 

   田代中学校 

   

  至 午前10時35分 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前10時58分開議 

   

古賀和仁委員長 

これより、本日の総務文教常任委員会を開きます。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  自由討議 

       

古賀和仁委員長 

それでは、委員間での自由討議を行いたいと思います。 

今回、付託された議案を含めて委員間で協議したいことがございましたら発言をお願いい

たします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、自由討議を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

先日の議案審査の中であっておりました質疑につきまして、執行部より答弁をお願いした

いと思います。 

松雪努企画政策部長兼総合政策課長兼まち・ひと・しごと創生推進室長 

先日、尼寺委員からお尋ねがあっておりました、公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療
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財団の資金調達状況でございます。 

平成29年１月末現在でございまして、寄附につきましては、調達額が65億7,000万円、入金

済額が28億1,000万円、補助金につきましては調達額が38億8,000万円、入金済額は38億3,000

万円、融資につきましては調達額、入金済額とも15億円という状況でございます。 

以上、報告をさせていただきます。 

古澤哲也情報政策課長 

先日、これも御質問をいただいておりました、記者室嘱託職員の任用等についてでござい

ますけれども、嘱託職員の任用を始めた時期につきましては、はっきりと確認ができる資料

は残っておりませんでしたけれども、内部の資料で確認できた限りでは平成11年度には採用

をしていたということが確認できております。また、前回の採用試験の状況でございますが、

平成24年12月15日号の市報で募集の広報を行いまして、19人の申し込みがあっております。 

採用試験を平成25年２月17日に実施をいたしておりまして、選考に際しましては作文と面

接を実施いたしまして、総務部長、総務部次長、情報管理課長、広報統計担当係長の４人で

採点を行っております。 

また、業務につきましては、御説明いたしました業務に加えまして、本市関連の報道記事

の整理、デジタル化、また市報の構成や市報の発送作業などを行っているところでございま

す。また、市報作成の手伝いや過去の貴重な写真のデジタル化などの業務を考えているとこ

ろでございます。 

なお、賃金につきましては月額14万9,310円でございまして、時間単価につきましては1,058

円となっております。 

以上、御報告とさせていただきます。 

古賀和仁委員長 

ただいまの説明に対して、質疑があればお受けしたいと思います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので質疑を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  総   括 

        

古賀和仁委員長 

これより、総括を行います。 
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議案についての質疑は終了いたしておりますが、審査を通じ総括的に御意見等ございまし

たら発言をお願いいたします。 

なお、議案外の所管事務についての御意見などは採決後に時間を設けたいと思いますので、

総括については付託議案の審査を通じての総括的な御意見等をお願いいたします。 

松隈清之委員 

今、先ほど現地視察、中学校に視察行かせていただきました。 

それで、設計、あるいは監理業務等とありまして、実はこれ、給食センターのときもいろ

いろありましたけど、設計と監理業務に関しては、今回、たまたま指名競争入札で一緒なん

ですよね。 

給食センターは随契でしたけれども、やはり監理業務の中立性というか、考えていったと

きには設計したところを外してね、入札するっていうようなことも考えられるべきじゃない

のかなと。今回、たまたま指名競争入札で設計したところが監理業務をされているんですけ

れども、設計意図伝達業務、要は設計したところがどういう意図で設計したかっていうとこ

ろを伝達する業務、随契で入っているんですよね。 

それで、これも一般市民からしたらね、設計して監理業務が同じところがやるのに、設計

意図伝達業務っていうのがあるのが、多分わかりづらい。それなりの考えを持ってされてい

るのかもしれないですけど、わかりづらいと思いますし、別に、指名競争入札で監理業務を

出しているっていうことは、やはり別のところが受けてね、中立的に管理ができるっていう

ものを仕組みとして担保するべきじゃないのかなと。そう考えると、給食センターときのこ

とも踏まえて、そういったところを考えていかれるべきじゃないのかなというふうに御意見

を申し上げておきます。 

それと、これは委員会審査のときも申し上げたんですけど、いろいろ説明いただくんです

けどね、以前に比べれば委員会資料も詳しくは書かれているんですけど、途中説明されてい

る数字なんかっていうのがとても多い、口頭で説明されても追いつかないところありますん

で、なるだけ審査をスムーズにっていう意味でも委員会資料等で可能な限りね、執行部で説

明される、今説明される範囲の数字とか内容については書いていただくほうが我々の質疑も

時間短縮できるので、これは、ほかの常任委員会等もあるのかもしれないですけれども、そ

ういう資料のつくり方についても、ぜひ御検討いただきたいなと改めて申し上げておきたい

と思います。 

尼寺省悟委員 

就学援助費についてちょっと申し上げたいんですが、一般質問の中でも３月支給というこ

とについて、なかなか、一歩前向きの答弁はいただいたようなんですが、鳥栖市の場合、要
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保護者と準要保護者があって、要保護者は生活保護のほうで算定していると、準要保護者に

ついては教育委員会ということなんですが、要保護者に対しては３月、もう既に実施されて

いるわけですね。生活保護係のほうではですね。 

同じ、入学前準備金について、片方でやれて、片方でやれてないということについては、

私はこれは矛盾していると思うし、その辺どうして、いろんな課題があると言われたんです

けどね、生活保護係でやられていることなんで、よくその辺のことを意思疎通をして、でき

るだけ早く実現できるようにお願いしたいということと、もう一点ね、単価が上がったとい

うことで、確か園木次長はほかの市町を調査すると言われたんだけど、既に佐賀市は、平成

29年度から実施するということになっているんですね。 

それと、もう一つね、生活保護係のほうで出している要保護者に対する単価も２年ぐらい

前から２倍になっているんですよね、先ほど確認したら。 

だから、大した金額ではないと。何百万円ぐらいだから、それはそれとして早く、要する

に入学前１年生、新１年生にしても非常にランドセル等々で本当に大変な、だからできるだ

け単価も上げるし、３月支給になるようにですね、ぜひ来年度からでも実現していただきた

いと思います。 

以上です。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

久保山博幸委員 

先ほどの、松隈議員の関連ですけれども、給食センターのときに、なぜ設計者と監理者が

一緒なのかっていうお尋ねをしたときに、ものが大規模であるし専門的知識も必要だからと

いうことの御説明で、設計と監理者が同一の事務所っていうことにはそれなりに納得はする

んですが、今回の場合、中学校の規模で設計と監理者が同一というのが、その理由がどうな

のかというところと、設計と伝達業務の内容、これが本当に同じ業者で受注したときに必要

なのかっていうのが疑問なところで、どういう伝達業務の内容ですね。内容はどういうこと

を行われているのかっていうところがちょっときょう視察して疑問なところではございます。 

古賀和仁委員長 

ほかにありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので総括を終わります。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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  採   決 

        

古賀和仁委員長 

これより採決を行います。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

   議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算 

    

古賀和仁委員長 

まず、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算中、当総務文教常任委員会付託分に

ついて採決を行います。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

御異議ありますので、挙手によって採決を行います。 

本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

挙手多数であります。 

よって、議案乙第８号 平成29年度鳥栖市一般会計予算中、当総務文教常任委員会付託分

については、原案のとおり可決いたしました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

   議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

    

古賀和仁委員長 

次に、議案甲第１号 鳥栖市個人情報保護条例の一部を改正する条例について採決を行い

ます。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

   議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について 

    

古賀和仁委員長 

次に、議案甲第７号 鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について採決を行います。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

以上で、総務文教常任委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。 

なお、委員長報告につきましては、正副委員長に御一任いただくことでよろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、委員長報告につきましては正副委員長に、御一任いただくことに決しました。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  報 告（総務部総務課、教育委員会事務局教育総務課） 

      

   組織機構の見直しについて 

   鳥栖市学校給食センター被災検証委員会 ２月・３月の状況報告 

    

古賀和仁委員長 

次に、執行部より議案外の報告の申し出があっておりますので、これをお受けしたいと思

います。 
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事務局より資料の配付をお願いいたします。 

    〔資料配付〕 

最初に、総務課よりお願いをいたします。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

組織機構の見直しについてでございます。 

鳥栖駅周辺整備事業の平成29年度からの事業の確実な推進を図るため、まちづくり推進課

内に課内室でございます鳥栖駅周辺整備推進室を設置し、体制強化を行います。 

現在の都市整備係につきましては、都市計画事業に特化した事務分掌となることから、対

外的にわかりやすくするために都市計画係への名称変更も合わせて行ってまいります。 

非常に簡単ですけれども、以上でございます。 

失礼いたしました、４月１日に予定をいたしております。 

以上でございます。 

古賀和仁委員長 

ありがとうございました。 

この際ですので、確認したいことや御意見等がありましたらお受けしたいと思います。 

下田寛委員 

すいません、人数配置はどうなるんでしょうか。 

石丸健一総務部次長兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 

まず、現在が６名体制でございます。まちづくり推進課長が１名、課長補佐兼係長が１名、

整備係が４名という配置になっております。 

それを、まちづくり推進課長１名、都市計画係長が１名、都市計画係が２名を予定してお

ります。 

あと、周辺整備については兼務ということで、都市整備推進係、係長含めて５名程度で考

えております。計９名ということで考えております。 

以上でございます。 

古賀和仁委員長 

何か、ほかにありますか。 

    〔発言する者なし〕 

いいですか。 

ないようですので次に移ります。 

次に、教育委員会より学校給食センター被災検証委員会についての報告をお願いいたしま

す。 
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江嵜充伸教育総務課長 

それでは、お手元に配付させていただいております鳥栖市学校給食センター被災検証委員

会、２月・３月の状況報告という資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。 

まず、１点目でございますけれども、第１回目の検証委員会のほうを去る２月５日、14時

から鳥栖市学校給食センター会議室のほうで開催をしております。 

そのときの会議の内容でございますけれども、まず、委嘱状の交付を行いまして、それか

ら委員長の選任を行っていただきました。それから、今後の会議の公開、非公開に関する取

り扱いのほうを御協議いただきまして、会議につきましては、今後非公開とさせていただき

ますけれども、議事要旨について、後日ホームページ上で公開するというようなことで御協

議をいただいたところでございます。 

またその後、エントランスホール及びランチルームの被災状況について確認を行っていた

だきまして、最後に、今後の予定について確認を行っていただきました。 

第１回目の検証委員会の内容が以上でございます。 

続きまして、第２回目の検証委員会の内容でございますけれども、去る３月１日水曜日、

14時から佐賀市の市民活動プラザの会議室で委員会を開催しております。 

会議内容といたしましては、今後の現地調査の日程の確認、それから現地調査における支

援業務についての説明を行った後、現地調査の方法、それから留意事項、必要な資材等につ

いての確認をしていただいたところでございます。 

３番目に、現地調査の日程ということでそこに記載しておりますけれども、検証委員会の

ほうでの現地調査につきましては、調理エリアと非調理エリアに分けて行いたいと思ってお

ります。 

まず、調理エリアにつきましてが、給食センターの調理業務の日程上、検証委員会の委員

さんの現地調査につきましては３月31日金曜日、14時から行いたいと。それから、非調理エ

リアにつきましては４月11日の火曜日、10時から、これ、多分エントランスホールとランチ

ルームになりますので、丸１日かかるんではないかというようなことで、朝10時から予定を

させていただいております。 

それから、総務文教常任委員会の委員の皆様の現地の確認、現地調査の日程ですけれども、

調理エリアにつきましては、できますれば３月31日に、検証委員会が行います現地調査の日

にちの、午前10時からできればお願いしたいと。それから、非調理エリアにつきましては、

これも、現地での作業日程の関係上、４月14日のできれば10時からお願いできればと思って

おります。 

今後の予定ですが、４月下旬に第３回目の検証委員会、それから５月中旬、下旬に第４回、
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第５回の検証委員会。まだ、日程等は未定でございますけれども、一応４月、５月につきま

しては計３回の検証委員会を予定しておるところでございます。 

説明については、以上でございます。 

園木一博教育次長 

１点、補足とお願いでございますけれども、まず調理エリアの３月31日につきましては、

どうしても、新学期の給食の再開等の日程を考えますと、本当は委員会の現地視察後という

ことで日程が組めればという調整も行っておりましたけれども、非常に厳しい、タイトなス

ケジュールでございますので、もし、よろしければ31日の10時からということでお時間をお

願いできたらと。 

それと、４月の非調理エリアについても、14日でもし可能であればお願いしたいというの

がお願いでございまして。 

あわせて、実は、この現地についてはマスコミ等からも現地が見れる状況になったら、ぜ

ひ見せてほしいという御要望もいただいている状況がございますし、この給食センターの案

件につきましては、他の議員さんからも傍聴いただいたりと、委員会審議の中でですね。そ

ういった状況もありますので、ほかの委員会以外の議員さんの視察も含めて、委員会として

の取り扱いの方向性を出していただけるとありがたいなというふうに考えておるんですけれ

ども。 

古賀和仁委員長 

ただいま、園木次長のほうから御提案がありましたけど、皆さんの御意見をお聞きたいと

思います。 

小石弘和委員 

私も、一般質問等でこの現地確認の件は、マスコミ、一般市民の現地確認というふうなこ

とでお願いしとったんですけど、答弁では、検証委員会のほうにお願いをするというふうな

ことの答弁をいただいておりますので、どういうふうな内容で公開されるか、ちょっとわか

る範囲でお願いをしたいと思います。 

園木一博教育次長 

私どもが想定をしているものが、まずは31日、14日この日程で予定どおりということで、

もし実施をいただけるとなれば、総務文教常任委員会の現地視察という位置づけでしていた

だけたら非常にありがたいなと。 

現地視察については、基本的に公開するということでマスコミ、委員会の決定事項になり

ますので、公開するとなればマスコミのほうにも、委員会の、給食センターの現地視察の日

程がこうなってますというのと合わせて、一応、マスコミ同席可ということで委員会で決定
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いただきましたという御案内ができれば――もし公開となればですね。 

いや、もう委員会だけの現地ということになれば、委員会の日程はこうなりますけど、一

応委員さんだけということになりましたと、いうような取り扱いをさせていただけると非常

にありがたいなと。 

それと、もう１点は、委員会所属以外の議員さんでも、恐らく現地を見たいという委員さ

んもおられるというふうに考えておりまして、合わせて同席いただいて構わないというよう

なことで、委員会のほうで決めていただければ、あとは私どもで事務的な連絡、手続につい

てはさせていただけたらというふうに考えております。 

古賀和仁委員長 

ただいまの御提案について、皆さんの御意見をお聞きたいと思います。 

小石弘和委員 

じゃあ結局、委員会の中で決定すれば全てオーケーというふうな形でよろしゅうございま

すか。 

園木一博教育次長 

基本的には、委員会の現地視察という位置づけをさせていただくという前提で考えており

ますので、公開対象ですよということで委員会決定がされましたということであれば、当然、

それを踏まえてマスコミのほうにも、私どものほうから一応こういう日程で現地調査に入り

ますという御案内は差し上げようと思っております。 

あわせて、ほかの議員さんの対応についても、委員会でこういう決定をいただきましたと

いうことで、議会事務局も含めて、通じて、また御連絡等も差し上げたいなというふうには

考えております。 

松隈清之委員 

委員会視察でいいと思うんですけどね。それで、ほかの常任委員会の委員さんに関しては、

それは御案内してこられる方、来てもらってもいいと思うんですが、メディアも含めてね、

ほかの方の部分は、私はちょっと別の日だったり、別の時間でやってもらいたいと思うんで

すよ。 

一々そういうのに対応されると、こっちが逆に聞きたいのが聞けなかったりするので、委

員会はあくまで委員会で現地調査っていうところで行くので、ほかの議員さんに関しては構

わないですけどね、まだ。 

例えば、オープンと言われると誰がこられるかわかんないし、大人数でこられていろいろ

そこで質問とかされても、逆にこっちが説明を受けたいことも受けられないということにな

っては困るので――あくまで委員会として行くんであればね。 
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単に、教育委員会が、あそこをオープンにしますと、そのオープンにされるのの中で議員

も一般の方も来てくださいと言われるんであればいいけど、あくまで委員会の視察で行くん

であれば、そこは分けていただきたいなと。少なくとも、議会とそうでない方については。 

日にちは別としても、時間は分けて対応していただきたいなと思います。 

古賀和仁委員長 

ほかに。 

ほかの方どうですか。 

ちょっと、暫時休憩します。 

           

  午前11時24分休憩 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  午前11時32分開議 

           

古賀和仁委員長 

再開をします。 

お諮りをしたいと思います。 

３月31日に、委員会の現地視察を、給食センターの視察を行うことについてお諮りをしま

す。 

現地視察をするということでようございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

31日、現地視察をするということで決定しました。 

また、４月14日についても現地視察をするということでようございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

じゃあ、これについても決定しました。 

なお、３月31日のマスコミ、それから議員に対する対応については、調整を行っていただ

きたいと思います。 

それでようございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定をいたしました。 

このほか、何かあれば受けたいと思います。 
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小石弘和委員 

いや、今、マスコミだけですか。（「マスコミと議員」と呼ぶ者あり） 

議員と市民、市民の、要するにその皆さんの対応をどうされるんですか。 

園木一博教育次長 

現地が、基本的に足場に登って、特に高天井になると７メーター近くの足場を組んだ状況

の中で、一般に見ていただくとなると、非常に危険性も高いという判断もあってですね。 

まず、当然、議会については現地を見ていただくというのは最低限必要だろうというのと、

マスコミ等については、これまでの報道等もあっておりますので、そこまでは私どもとして

も一定見ていただく必要性は認識いたしておりますけど、一般の方については、現地の状況、

調査の条件等も踏まえますと、そこまで、全面公開という形の公開はちょっと差し控えさせ

ていただきたいという認識で思っているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

古賀和仁委員長 

いいですか。 

    〔発言する者なし〕 

なければ、これについての質問を終わりたいと思います。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

  所管事務調査 

         

古賀和仁委員長 

以上で、付託議案の審査は終了しましたが、これ以外に当総務文教常任委員会の所管事項

について御意見やお聞きしたいことがありましたら、この際ですのでお伺いをしたいと思い

ます。 

    〔発言する者なし〕 

ないようですので、以上で所管事務についての協議は終了いたします。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

古賀和仁委員長 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 



 - 207 - 

これにて、平成29年３月定例会総務文教常任委員会を閉会いたします。 

   

  午前11時35分閉会 
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 鳥栖市議会委員会条例第29条の規定によりここに押印する。 
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